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2019 年 7 月 26 日

京都市はぐくみ推進審議会児童福祉分科会

市営保育所移管先選定部会 委員の皆様

京都市聚楽保育所保護者会

（会長 末友 響子）

京都市聚楽保育所の民間移管に係る保護者意見

はじめに

今回の京都市聚楽保育所の民間移管については、多くの保護者が、子どもの安全な生活

や健全な成長に及ぼす影響を強く心配しており、たくさんの不安の声を挙げています（後

掲参考資料⑤⑥ほか）。

民間移管に対する賛否については、保護者の間にも様々な意見があります。しかし、移

管にあたって市営保育所の保育の内容や水準を引き継ぐこと、そして子どもや保護者に影

響や負担を生じさせないことは最低条件であり、全ての子どもと保護者に共通の願いであ

ることは言うまでもありません。

しかしながら、これまでの京都市（子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室）の説明や対

応、本年度第 1 回選定部会において提示された「令和元年度京都市聚楽保育所移管先法人

等兼京都市じゅらく児童館受託者の選定に係る募集要項（案）」（以下、「募集要項（案）」）

の内容、これまでの市営保育所移管先選定部会での議論、そして、それらにおいて示され

た保育やその現状をめぐる認識等々は、こうした保護者の不安に応えるものとはいえず、

また、民間移管において市営保育所の保育内容や水準を実質的に引き継いでいく上でも不

十分かつ不適当なものであると考えています。

そこで、以下に私たち聚楽保育所保護者会としての意見や考え、疑問点等をまとめ、さ

らに「募集要項」のいくつかの項目について具体的な提案を行っています。

保護者にとっては、これが自分たちの考え方や提案等を直接選定委員の方々にお伝えし、

意見を交換する唯一の機会です。そのため、委員の皆様におかれましては、子どもと保護

者の立場や思いを最大限に配慮・尊重し、以下の意見・提案を十分に踏まえた上で意見交

換に臨むようにしてください。また、審議においては、以下の保護者の意見・提案を十分

に踏まえ、予断や憶測を挟むことなく、慎重かつ論理的な議論・審議をおこなっていただ

きますよう、お願いする次第です。

1.今回の聚楽保育所の民間移管が「市営保育所の今後のあり方に関する基本方針（改

定版）」に基づく「再公募」であることについての疑問・不安

京都市の説明によると、今回の聚楽保育所の移管は京都市が策定した『市営保育所の今

後のあり方に関する基本方針（改定版）』（以下、「基本方針」）に基づく「再公募」である

とのことでした。

この「基本方針」は 2015 年度より子ども・子育て支援新制度が施行されることを見越し
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て 2014 年 10 月に策定されたものであり、当然ながらそれ以前の保育をめぐる状況を踏ま

えて作成されています。また、この「基本方針」のベースとなった改定前の「基本方針」

にいたっては、2011 年 12 月に京都市社会福祉審議会の福祉施策のあり方検討専門分科会

が取りまとめた「市営保育所の今後のあり方について（最終意見）」を踏まえて、2012 年 5

月に策定されたもので、今から 7 年以上前までの実状しか反映されていないことは言うま

でもありません。

しかしながら、この「基本方針」が策定された 2014 年 10 月以降も、待機児童問題や保

育士不足の深刻化、その一方で、子ども・子育て新制度の施行とその影響、企業主導型保

育事業の導入とそれをめぐる課題の表面化、「保育所保育指針」の改訂、幼児教育・保育の

無償化とそれに伴う保育需要のさらなる増加、保育士の処遇改善と「保育の質」の向上を

図るキャリアアップ研修の導入等、求められる保育のあり方も、また保育をめぐる状況も、

大きく変化してきました。

また、児童福祉法の改正をはじめとして、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律（障害者差別解消法）」の施行、社会福祉法人制度の改革、学童保育をめぐる問題等々、

保育に関連する分野においても様々な変化が生じています。

さらに、これらと呼応するように民間保育園における委託費（保育所運営費）の弾力運

用と保育士の処遇や「保育の質」との関係や、保護者が支払う保育料以外の負担（いわゆ

る「隠れ保育料」）の問題が指摘されるなど、保育をめぐる社会的関心も高まっており、そ

うしたなかで、「子どもの最善の利益」を保障するとともに、様々な事情や困難を抱える全

ての人にとって利用可能な施設としての公立保育所の価値を改めて見直す声も多く挙がっ

ています。

こうしたなか、「基本方針」がもはや今日の保育をめぐる状況に対応したものとなってい

ないことは明らかです。

そうであるにも関わらず、保育をめぐる状況に対する認識がアップデートされないまま、

時代に即していない「基本方針」に則って聚楽保育所の移管先の「再公募」が行われよう

としていること、また、この「基本方針」に基づいて進められてきた民間移管において作

成された「募集要項」が、大きな変更も無いまま、未だに用いられようとしていることに、

保護者として疑問と不安を禁じ得ません。

そこで、「基本方針」に基づいて聚楽保育所の移管先の「再公募」がなされること、「基

本方針」に基づいて作成された「募集要項」が大きな変更も無いまま用いられようとして

いることについての、以上のような保護者の疑問や不安について、各委員の皆様のご意見・

ご見解をお聞かせください。

なお、各委員の皆様におかれましては、「基本方針」に基づいて聚楽保育所の移管先の「再

公募」に関する審議を担当される立場である以上、それらについて、選定委員として踏み

込んだご意見・ご見解をお示しいただく社会的責任を有するものと考えます。したがって、

単に京都市より委員に任命されているだけであり京都市の方針や対応に意見する立場では

ないといった不誠実な回答はお控えください。また、これに回答できない場合は、委員と

しての責任を果たす意思が無いことを表明し、かつ今後の審議や審査からは外れていただ

きますようお願いいたします。
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2.聚楽保育所の移管先の「再公募」に至る経緯についての疑問・不安

聚楽保育所は「基本方針」において 2018（平成 30）年度に運営を民間に移管（民営化）

する方針が示され、2016（平成 28）年度には移管先となる法人等の募集が行われました。

しかしながら、この時は聚楽保育所が児童館との合築であり建て替えや補修に際して調

整が困難であることや、移管に必要な人材を確保する見通しが立たないこと、保護者会の

反対が強く移管後の職員の負担が大きくなると予想されること等を理由に、法人等からの

申請（応募）が一件もなかったため、当初予定されていた 2018 年度からの民間移管は不可

能になりました。

その後、京都市は保護者に対し 2016 年 8 月に「再公募に向けた検討を行う」と通知した

ものの、その時期や進め方については一度も明確な説明がなされず、私たちは再公募の方

針について「検討中」とされたまま、2 年半以上を過ごしました。

その間、京都市は 2017 年 3 月、一度は保護者に対し「2017 年度中には再公募を行わな

い方針」であると説明しながら、2017 年 5 月にこの説明を一方的に破棄して再公募に向け

た意向調査を実施したため、保護者は大変困惑し、強い不信感を抱かざるを得ませんでし

た。

また、2017 年度以降の入所希望者に対しては、聚楽保育所が「民間への移管対象保育所」

であることを伝えつつ、その時期や詳細についての情報を提供しないまま、入所への同意

だけを求めるという京都市の姿勢にも疑問を禁じ得ません。

京都市は移管先の再公募について「保護者の皆様へ丁寧な説明に努めながら取り組んで

まいりたい」と通知したはずですが（2016 年 8 月 31 日）、保護者は京都市に対し再三にわ

たって丁寧な説明を行うよう求めてきたにも関わらず、「検討中のため説明できる内容が無

い」といった理由で説明の機会をもつこと自体を拒否するなど、「丁寧な説明」とは程遠い

状況にありました。

保育所がこれからどうなるのか、見通しが持てないまま日々を過ごすのは、子どもにと

っても保護者にとっても大変不安なものであったことは言を俟たず、子どもと保護者に不

利益・不都合を生じさせるものであったと言わざるを得ません。

そうした、「再公募」に至る経緯についての、以上のような保護者の疑問や不安について、

各委員の皆様のご意見・ご見解をお聞かせください。

なお、各委員の皆様におかれましては、「基本方針」に基づいて聚楽保育所の移管先の「再

公募」に関する審議を担当される立場である以上、それらについて、選定委員として踏み

込んだご意見・ご見解をお示しいただく社会的責任を有するものと考えます。したがって、

単に京都市より委員に任命されているだけであり京都市の方針や対応に意見する立場では

ないといった不誠実な回答はお控えください。また、これに回答できない場合は、委員と

しての責任を果たす意思が無いことを表明し、かつ今後の審議や審査からは外れていただ

きますようお願いいたします。

3.今回の聚楽保育所の民間移管が「基本方針」を大きく逸脱する内容であることにつ

いての疑問・不安

そうしたなか、京都市は本年 3 月 14 日に突然、聚楽保育所の保護者に向けて「聚楽保育
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所の民間移管の取組について（お知らせ）」を配布し、3 月 18 日（月）より 4 月 5 日（金）

の期間において「民間保育園等に対し,聚楽保育所の民間移管に係る意向調査」を実施する

旨を通知しました。

しかも、前回の移管先法人等募集時（2016 年度）に申請（応募）が無かった大きな理由

として「施設の老朽化により,今後大規模改修又は建替えが必要となることが見込まれるこ

と」と「別法人が運営する児童館との合築であることがその際の障壁となること」が挙げ

られたことを踏まえて、新たに募集条件として「(1)京都市聚楽保育所との合築である京都

市じゅらく児童館について,保育所と併せて運営すること」「(2)民間移管後，移管先法人か

ら園舎の建替え又は修繕に関し［中略］予算の範囲内において補助金を交付すること」と

いう 2 項目が追加されていました。

いうまでもなく、今回新たに加えられた募集条件は、従来の条件を大きく変更する内容

であり、京都市がこれまで聚楽保育所の民間移管の根拠としてきた「基本方針」の内容か

らも大きく逸脱するものです。しかも、このような重大な変更でありながら、子どもや保

護者に対しては事前に何の説明もありませんでした。そのため、多くの保護者が驚き、不

安を感じるとともに、そのあまりにも一方的な対応に、強い不信の念を抱いた保護者もお

ります。

このような形で聚楽保育所の民間移管に向けた手続きが進められたことに対し、保護者

のなかには反発や混乱も生じており、それによって子どもたちの育ちに不都合や不利益が

生じることが懸念されます。

そこで、今回の聚楽保育所の民間移管が「基本方針」を大きく逸脱する内容であること

についての、以上のような保護者の疑問や不安について、各委員の皆様のご意見・ご見解

をお聞かせください。

なお、各委員の皆様におかれましては、「基本方針」に基づいて聚楽保育所の移管先の「再

公募」に関する審議を担当される立場である以上、それらについて、選定委員として踏み

込んだご意見・ご見解をお示しいただく社会的責任を有するものと考えます。したがって、

単に京都市より委員に任命されているだけであり京都市の方針や対応に意見する立場では

ないといった不誠実な回答はお控えください。また、これに回答できない場合は、委員と

しての責任を果たす意思が無いことを表明し、かつ今後の審議や審査からは外れていただ

きますようお願いいたします。

4.全国的に保育士が不足し、保育の質を担保するための十分な人員配置や保育士の確

保が見込めないなかで民間移管が進められることについての疑問・不安

上述の通り、2016 年度に聚楽保育所の移管先法人等の募集が行われた際に、法人等から

の申請（応募）が無かった理由のひとつに、「募集要項に規定されている一定の経験年数等

の要件を満たす園長及び保育士確保が困難であること」というものがありました。

保育の質を担保するためには何よりも知識や経験に裏打ちされた専門職としての優秀な

保育士の確保と、十分な人員配置が必要であることは言うまでもありません。子どもと接

する保育士の質は、保育の質や子どもの満足度と直結し、ひいては子どもの権利を保障す

ることと密接に関わっています。
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しかしその一方で、周知の通り、保育士不足は全国的に深刻化しており、幼児教育・保

育の無償化と、それによる保育の受け入れ増加を控えて、この傾向は当面続くことが予想

されます。

また、十分な人件費を投入し保育士の労働条件や処遇の改善に力を入れることで保育の

質を確保しようとされる法人等ほど、自園の運営で手一杯になるという傾向も指摘されて

います。

こうした現状の下、各法人等が知識や経験を有した優秀な保育士を一定以上確保するこ

とは、実状として非常に困難です。

京都市内でも、2017 年度に移管先が選定された（2019 年度より民間に移管）京都市修学

院保育所では、移管先となった法人が保育士の確保に苦慮し、三者協議会においてこのま

までは移管を辞退せざるを得ないといった発言をするに至ったと聞いています。

当然ながら私たちは、聚楽保育所においてもそのような混乱を繰り返すべきではないと

考えており、保育士確保に向けた明確なプランを示すことができず、保育の質の維持への

見通しを持てない法人等が、聚楽保育所の移管先募集に応募されることを強く危惧してい

ます。

そこで、全国的に保育士が不足し、保育の質を担保するための十分な人員配置や保育士

の確保が見込めないなかで民間移管が進められることについての、以上のような保護者の

疑問や不安について、各委員の皆様のご意見・ご見解をお聞かせください。

なお、各委員の皆様におかれましては、「基本方針」に基づいて聚楽保育所の移管先の「再

公募」に関する審議を担当される立場である以上、それらについて、選定委員として踏み

込んだご意見・ご見解をお示しいただく社会的責任を有するものと考えます。したがって、

単に京都市より委員に任命されているだけであり京都市の方針や対応に意見する立場では

ないといった不誠実な回答はお控えください。また、これに回答できない場合は、委員と

しての責任を果たす意思が無いことを表明し、かつ今後の審議や審査からは外れていただ

きますようお願いいたします。

また、移管先の審査にあたっては、保育士確保に向けた明確なプランを示すことができ

ているかどうかを必ずご確認いただき、聚楽保育所の移管先として相応しいかどうかを審

査・判断する基準としてください。

5.子どもや保護者が移管先の選定に関与できず、申請（応募）法人についての情報も

明らかにされないことについての疑問・不安

これまで市営保育所の民間移管においては、当事者であるはずの子どもや保護者が移管

先の選定に関与出来ないことはもちろん、全ての審査・選定が終了するまで、どのような

法人が何組申請（応募）しているのか等、移管先法人等の募集に関する情報も一切明らか

にされてきませんでした。

保育の主体であるはずの子どもにとって、また、その子どもを預け、その健やかな成長

を託す保護者にとっても、どのような法人等が今後のパートナーになるのか、そこでどの

ような保育が行われるのか、移管が実現してみなければ分からないというのはあまりにも

理不尽で、強く不安を感じるところです。
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また過去には、選定部会委員の配偶者であり、同委員の本務先の共同経営者でもある方

が市営保育所の移管先法人に申請（応募）した法人の運営を担う理事を務めており、同委

員との間に公私にわたる極めて密接な利害関係を有していることで審査の公平性を確保す

る上で重大な疑念が生じかねない状態であったにも関わらず、京都市がこの法人の応募資

格に問題が無いと判断したため、審査の段階では同委員が除外されることになり、結果的

に同委員の専門知識や視点が反映されない形で審査が行われてしまうという問題が生じた

こともありました。

しかし、こうした経緯についても、保護者は全ての審査・選定が終了してからしか知り

得ないため、このような事態が再度生じる可能性も否定はできません。

京都市はこれまで、丁寧な説明によって保護者の不安を解消すると繰り返し述べていま

すが、一方で今回のような進め方がなされる現状では、保護者の間にさらなる不安が拡が

る可能性もあります。

そこで、子どもや保護者が移管先の選定に関与できず、申請（応募）法人についての情

報も明らかにされないことや、過去に委員が審査から除外されるに至ったことについての、

以上のような保護者の疑問や不安について、各委員の皆様のご意見・ご見解をお聞かせく

ださい。

なお、各委員の皆様におかれましては、「基本方針」に基づいて聚楽保育所の移管先の「再

公募」に関する審議を担当される立場である以上、それらについて、選定委員として踏み

込んだご意見・ご見解をお示しいただく社会的責任を有するものと考えます。したがって、

単に京都市より委員に任命されているだけであり京都市の方針や対応に意見する立場では

ないといった不誠実な回答はお控えください。また、これに回答できない場合は、委員と

しての責任を果たす意思が無いことを表明し、かつ今後の審議や審査からは外れていただ

きますようお願いいたします。

6.保護者会が独自に実施した意向調査への正常な回答が京都市により阻害されたこと、

および保護者の不安に対し誠実に対応しない法人等が申請（応募）を検討しているこ

とについての疑問・不安

聚楽保育所保護者会では、こうした不安を解消するため、本年 4 月初頭、京都市内の保

育所（園）および認定こども園と、それらを運営する法人等に対し、独自に聚楽保育所の

民間移管に係る緊急の意向調査を実施し、1 園（1 法人）より回答を得ました（後掲参考資

料①）。

ところで、この意向調査の期間中に、京都市より各法人・園に対し、保護者会が実施す

る意向調査への回答も含め、民間移管対象保育所の保護者との接触を控えるようにとの通

知がありました。しかしながら、移管先法人等の募集が開始されておらず、そもそも募集

要項の案すら示されていない段階で、京都市が保護者会独自の活動や他園との自由な交流

に制限を加える根拠はありません（京都市も、保護者からの照会に対し同通知に根拠規定

が存在しないことを認めています）。

従って、このような通知のために保護者会が独自に実施する意向調査に対し、各園から

正常な回答が得られなかったとすれば、非常に遺憾であり、本保護者会の正当な権利を侵
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害するものであったと言わざるを得ず、さらに保護者の不信感を招きました。

他方、京都市が 4 月 5 日（金）までの期間に類似の調査（市営保育所の民間移管に関する

意向調査）を実施しておりました。その結果を、保護者が公文書公開請求により照会いた

しましたところ、同調査に対しては、4 園（4 法人）より「現時点で応募を予定している」

（1 園・法人）または「応募について前向きに検討したい」（3 園・法人）旨の回答があっ

たことが判明いたしました。

保護者会では、聚楽保育所の移管先募集に向けた手続きは開始されていない段階である

ことから、本保護者会が独自に実施する意向調査に法人等が回答されても何ら支障が無い

ことはあらかじめお伝えしておりました。

また、保護者会が実施する意向調査に回答されず、京都市が実施する類似の調査にのみ

回答された場合、子どもや保護者の立場や意向を踏まえた誠意ある対応をいただけない法

人等であると判断させていただく旨も明記していました。

それにも関わらずご回答をいただけなかった 3 園・法人については、京都市が実施する

意向調査への回答を優先される一方で、子ども・保護者からの要望や意見、対話の呼びか

けは無視しても構わないと判断されたものと受け止めざるを得ません。私たちの、聚楽保

育所での今後の保育のあり方への強い不安に対して、向き合っていただけなかったことは

非常に残念でなりません。

私たちは、子ども・保護者の切実な不安や要望に真剣に応えていただける法人等と、今

後の聚楽保育所での子どもたちの生活や成長をより良いものにしたいと考えています。

しかし、私たちの呼びかけを無視し、子ども・保護者に対し最低限の手続きすらも踏ま

えず一方的に移管先法人の申請（応募）を進めようとする法人等に対しては、大きな不信

感を抱くとともに、大変傲慢であるとも感じています。そのような法人等と信頼関係を構

築するのは非常に困難であることはいうまでもありません。

また、子ども・保護者との対話を無視される園・法人の姿勢は、各種ステークホルダー

との双方向の対話や相互理解を通じて公益性や公共性を高めるという社会的責任に基づい

たガバナンスが実現していないという意味で、今日の公益法人改革の理念や潮流に反した

独善的で不適切なものであると言わざるを得ません。

組織運営や社会的責任を踏まえたコンプライアンスという観点からも、このような後進

的あるいは前時代的ともいえる園・法人等が聚楽保育所の移管先に相応しくないことは明

白です。

そこで、保護者会が独自に実施した意向調査への正常な回答が京都市により阻害された

こと、および保護者の不安に対し誠実に対応しない法人等が申請（応募）を検討している

ことについての、以上のような保護者の疑問や不安について、各委員の皆様のご意見・ご

見解をお聞かせください。

なお、各委員の皆様におかれましては、「基本方針」に基づいて聚楽保育所の移管先の「再

公募」に関する審議を担当される立場である以上、それらについて、選定委員として踏み

込んだご意見・ご見解をお示しいただく社会的責任を有するものと考えます。したがって、

単に京都市より委員に任命されているだけであり京都市の方針や対応に意見する立場では

ないといった不誠実な回答はお控えください。また、これに回答できない場合は、委員と

しての責任を果たす意思が無いことを表明し、かつ今後の審議や審査からは外れていただ
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きますようお願いいたします。

また、このように不誠実な対応をされる園・法人等が聚楽保育所の移管先に申請（応募）

を予定・検討しているということは、子ども・保護者にとって著しく不当・不利益である

と言わざるを得ません。そのため、選定部会においては申請（応募）した法人等が、保護

者会独自の意向調査に回答した法人等であるか必ずご確認いただき、子ども・保護者に対

し誠実に対応しようとする法人等であるか、聚楽保育所の移管先として相応しいかどうか

を審査・判断する基準としてください。

7.「募集要項（案）」における応募条件についての疑問・不安と保護者案

さて、以上のような保護者としての疑問や不安を踏まえれば、今日の保育をめぐる状況

を踏まえた上で、確実に市営保育所の保育を引き継ぐことが出来る具体的な条件を備えた

「募集要項」を整備する必要があることは言うまでもありません。

しかしながら、今回提示された「募集要項（案）」は市営保育所の保育を引き継ぐ上で非

常に不十分なものであり、ひとつひとつの条件等の根拠も明確ではありません。

特に、法人等の応募資格については、聚楽保育所の保育を引き継ぐにあたって、どのよ

うな法人等が相応しいと考えるのか、どのような法人等の応募を認めるのかを決定づける

非常に大きな要素となります。

7-1.法人等の運営実績について

今回提示された「募集要項（案）」では「（1）京都市内において，認可保育所，認定こど

も園又は認可幼稚園を運営している者であること」（「１ 共通編」4 頁）とあります。し

かしながら、これでは認可保育所の運営経験を持たない法人や乳児保育の経験をもたない

法人等でも応募できることになり、保護者としては強い不安を感じます。

また、市営保育所の保育を引き継ぐことが民間移管における大前提である以上、そもそ

も認可保育所の運営経験を持たない法人等が認可保育所の保育を引き継ぐことが出来ると

いう想定自体に無理があります。

さらに、運営実績についても問われないことから、運営経験の極めて浅い法人等でも応

募することが可能という点も、保護者の不安や反発が大きいところです。

下京区の京都市崇仁保育所では、認可保育所運営経験 2 年未満（移管先決定時）の法人

が移管先に選定されたため、保護者の 9 割が撤退を求める要求書に署名したり、転園を選

択せざるを得ない保護者がたくさん出て在園児が大きく減ったりしたと聞いています。

私たちは、そのような混乱を聚楽保育所においても繰り返すべきではないと考えます。

これに対し、京都市は「民間移管においては，「移管後の運営に係る基本事項」の遵守を

求めており，経験年数にかかわらず，内容が遵守できるのであれば問題ないものと考えて

います」、「これまでに乳児保育経験の無い法人に民間移管した実績があり，丁寧な引継ぎ・

共同保育を行うことで，乳児の保育を引き継ぐことができると考えられる」といった説明

を行っていますが、後述するように現状の「募集要項（案）」における「移管後の運営に係

る基本事項」自体が市営保育所の保育を引き継ぐ上で不十分であり、また、それに基づい

た「引継ぎ・共同保育」についても課題が指摘されることから、こうした説明自体がいず
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れも根拠希薄で、保護者の不安に応えているとは言い難いものです。

なお、他の自治体での公立保育所民営化においては、認可保育所もしくは保育所型認定

こども園、認可保育所から行こうした幼保連携型認定こども園を運営している法人等にの

み応募を認める、数年以上の運営実績を持つ法人等にのみ応募を認めるといった応募資格

を設ける場合もあります。

しかしこれらについても、京都市は「他都市と本市が全く同じ条件で民間移管をする必

要はな」いといった理由により、そのような条件を設ける予定は無いと説明しており、保

護者としては疑問や不安を抱かざるを得ません。

そこで、法人等の運営実績に関する以上のような保護者の意見・立場や不安を踏まえ、

応募資格については、

という条件に改めてください。

7-2.平均給与、平均勤続年数及び離職率について

上述の通り、保育の質を担保し、子どもの権利を保障するためには何よりも知識や経験

に裏打ちされた専門職としての優秀な保育士の確保と、十分な人員配置が必要であり、そ

のためには十分な人件費を投入して保育士の労働条件や処遇の改善に力を入れることが求

められます。

市営保育所については元々、「民間保育園と比べて高コスト」とされており、その「コス

ト」の差が主として「公民の平均給与格差」に基づいて説明されてきた（「基本方針」）こ

とからも明らかなように、その労働条件や処遇に十分に力を入れてきたと考えられます。

そのため、市営保育所である聚楽保育所の保育を引き継ぐ上では、労働条件や処遇にお

いて、少なくとも京都市の民間保育園の平均値以上であることが求められるのではないで

しょうか。

以上から、法人等の応募資格として、

という条件を設けてください。

8.「移管後の運営に係る基本事項」についての疑問・不安と保護者案

「募集要項」のうち、移管先となった法人等が市営保育所の保育を確実に引き継ぐ上で

・ 認可保育所の運営経験を持たない法人等の応募を認めない

・ 認可保育所の運営実績 6 年（一人の子について、0 歳から 5 歳までの保育を最低 1

度担当する年数）以上を条件とする

・ 以下の条件（いずれも平成 29 年度における京都市内の民間保育園の平均値：

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/cmsfiles/contents/0000251/251807/R

010514.pdf に依る）を全て満たすこと

① 保育士の平均年収が 468 万円以上であること

② 保育士の平均勤続年数が 10.1 年以上であること

③ 保育士の離職率が 8.2％以下であること

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/cmsfiles/contents/0000251/251807/R
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特に重要となるのが、「移管後の運営に係る基本事項」（「２ 保育編」保―別紙４）である

ことは言うまでもなく、京都市も移管先法人等がこれを遵守することで保育の質や内容が

担保される旨を繰り返し説明してきました。

しかしながら、今回提示された「募集要項（案）」における「移管後の運営に係る基本事

項」についても、今日の保育をめぐる状況を踏まえたものになっておらず、ひとつひとつ

の事項についての論理的な根拠も希薄・不明確です。

そこで、以下に聚楽保育所保護者が求める「移管後の運営に係る基本事項」案と、各項

目についての解説を添付しています。

各委員の皆様におかれましては、「募集要項（案）」の審議において、必ず以下の保護者

意見・提案を十分に踏まえ、予断や憶測、希望的観測等を挟むことなく、常に「最悪の事

態」を想定しながら、慎重かつ論理的な議論・審議をおこなっていただきますよう、重ね

て要望する次第です。
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聚楽保育所保護者が求める「移管後の運営に係る基本事項」 
 

※ 本資料は，「令和元年度京都市聚楽保育所移管先法⼈等兼京都市じゅらく児童館受託者の選定に係る募集要項

（案）における「移管後の運営に係る基本事項（聚楽保育所）」を踏まえつつ、京都市聚楽保育所の保育内容・

保育⽔準を維持・継承する上で最低限必要であると考えられる事項を保護者意⾒として提案するものである。

各事項の根拠等は後掲資料「聚楽保育所保護者が求める『移管後の運営に係る基本事項（聚楽保育所）』につい

ての解説」において説明しているため、必ず、当該後掲資料を⼗分に踏まえ上で各事項について審議されたい。 

※ 市から提案された募集要項案（「２ 保育編」保ー別紙 4）から変更した項⽬については，参考として「原案：」

以下に原案の内容を記載している。これは実際の保護者が求める基本要求事項には含まれない。また，新たに

追加した項⽬については「新規： 」と記載している。 

※ 以下の各事項において，「当分の間」とは，移管日の前日に在所している児童が卒所するまでの期間とする。 
 

Ⅰ 保育所運営等 

１ 保育所運営 

新規： 名称 新規：「聚楽保育所」の名前を変更しないこと 

定員・運営 

認可保育所として運営すること 
原案：保育所又は認定こども園（幼保連携型又は保育所型）として運営すること 

新規： 認定こども園への移⾏については全保護者の同意を得ること 

就学前までの 6 年間を⾒通した保育を実施すること 

聚楽保育所の過去の歳児別受⼊割合に沿った児童の受⼊れを⾏うこと（別添１参照） 

開所時間 
⽉〜⼟曜日まで以下の開所時間を確保すること 

７時 00 分〜19 時 00 分 

休所日 日曜日，祝日及び 12 ⽉ 29 日〜1 ⽉ 3 日のみとすること 

乳児保育 産休明けから（⽣後 57 日以降）の保育を実施すること 

費用負担 

移管日の前日に在所している児童については，市営保育所で徴収する費用以外の費用負担を保護

者に求めないこと（別添 2 参照） 

新規： 移管後に⼊園した児童については，移管日の前日に在所している児童と異なる費用を求め

ないこと 

やむを得ず保護者に市営保育所で徴収する費用以外の費用負担を求める場合は，全保護者に意向

調査を⾏い，⼀部でも反対がある場合には実施しないこと 
原案：やむを得ず保護者に市営保育所で徴収する費用以外の費用負担を求める場合は，三者協議会に

おいて協議したうえで実施すること 

保健・衛⽣ 給⾷施設・設備をはじめ施設の衛⽣管理，児童・職員の健康管理を徹底すること 
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児童に対しては，現在市営保育所で実施している検診種別・頻度を継承すること（別添3 参照） 

安全管理 
消防計画を策定し，避難訓練及び消火訓練を毎⽉実施すること 

AED を設置し，定期的に救命救急に関する研修を⾏うこと 

苦情処理 苦情処理の仕組みを整備すること（苦情解決責任者，苦情受付担当者の設置） 

その他 その他，国・市などの法令，通知等を遵守し，児童の健全な発育・発達を促すこと 

２ 職員について 

職員数 
京都市の基準に基づく保育士等を確保すること 

障害児認定区分に応じた職員加配基準に基づき保育士を配置すること 

施設⻑ 

専任の施設⻑とし，次の全てを満たすこと 

� 認可保育所での常勤保育士としての経験 33 年以上（少なくとも 24 年以上） 

� 保育士経験年数のうち，移管先法⼈での施設⻑経験 5 年以上 
原案：専任の施設長とし，次のいずれかを満たすこと 

� 社会福祉事業の経験 15 年以上 (うち認可保育所経験 3 年以上) 

� 認可保育所での保育経験 12 年以上 

� 社会福祉事業の経験 10 年以上（うち認可保育所施設長 3 年以上） 

保育士 

次の常勤保育士を確保し，移管を受けた保育所において勤務させること 

※ 以下の経験年数は，常勤かつ正規職員での勤務経験年数を指す 

� 全保育士について，保育士等（保育士，保育教諭，幼稚園教諭）としての経験が平均16

年以上（少なくとも 10 年以上） 

� 主任保育士として，経験年数 29 年以上（少なくとも 21 年以上）で，そのうち移管先法

⼈での勤務経験が 5 年以上の保育士を 1 名以上 

� 保育士等として経験 15 年以上で，そのうち移管先法⼈が運営する園での勤務経験が 8 年

以上の保育士を 3 名以上（うち 1 名以上は保育士等キャリアアップ研修の乳児保育分野を

修了した保育士） 

� 保育士等として経験 7 年以上で，そのうち移管先法⼈が運営する園での勤務経験が 4 年以

上，かつ保育士等キャリアアップ研修のうち 4 分野以上を修了した保育士を 1/3 以上 

� 0 歳児，1 歳児，2 歳児の各年齢に対して担任として乳児保育経験が 2 年以上あり，保育

士等キャリアアップ研修の乳児保育分野を修了した保育士を各年齢ごとに 1 名以上ずつ 

� 障害程度区分 1 級⼜は 2 級の児童を 2 年以上担任として保育した経験があり，かつ保育

士等キャリアアップ研修の障害児保育分野を修了した保育士を 2 名以上 
原案：次の常勤保育士を確保し，移管を受けた保育所において勤務させること 

� 保育士等（保育士，保育教諭，幼稚園教諭）として経験 10 年以上又は法人が運営する園での経

験が 7 年以上の保育士を 3 人以上（うち 1 人は乳児保育経験のある者） 

� 上記のほか，乳児保育経験がある保育士を 2 名以上 

� 保育士等として経験 5 年以上の保育士を 1/3 以上 
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新規： いずれのクラスも複数担任制として配置すること 

新規： 移管初年度は，全保育士の経験年数を 3 年以上とし，新卒職員を配置しないこと 

新規： 常勤保育士については，正規職員として確保すること 

新規： 保育士等キャリアアップ研修の 8 分野の各研修に対して，いずれかの職員が受講を修了し

ていること 

新規： 移管前年度における聚楽保育所の保育士の経験年数，障害児保育経験年数，乳児保育経験

年数を下回らないこと 

新規： 現在法⼈が運営する既設の保育所と移管を受けた保育所において，移管前年度までに勤務

し移管年度に在籍している保育士を均等以上に配置すること 

引継ぎ・共同

保育 

京都市が指定する引継期間において，市が指定する職員（保育士，アレルギー除去⾷の知識・経

験のある調理員）を配置すること（※） 

※ 令和２年度 

対象者 期間及び日数（1 日とは，7 時間 45 分の勤務を指す） 

園⻑予定者 4 ⽉〜12 ⽉ 週 1 日以上，1 ⽉〜  3 ⽉ 原則週 5 日 

主任保育士予定者 4 ⽉〜  8 ⽉ 週 1 日以上，9 ⽉〜  3 ⽉ 原則週 5 日 

幼児クラス担任予定者 

（各クラス 1 名に加え 1 名

以上） 

6 ⽉〜  8 ⽉ 週 1 日以上，9 ⽉〜12 ⽉ 週 2.5 日以上， 

1 ⽉〜  3 ⽉ 原則週 5 日 

乳児クラス担任予定者 

（各クラス 1 名に加え 1 名

以上） 

6 ⽉〜12 ⽉ 週 1 日以上，1 ⽉〜  3 ⽉ 原則週 5 日 

調理員予定者 1 名 6 ⽉〜12 ⽉ 週 1 日以上，1 ⽉〜  3 ⽉ 原則週 5 日 

 
原案： 

対象者 期間及び日数 

園長予定者 4 月～12 月 原則週 1 日，1 月～  3 月 原則週 2.5 日 

主任保育士予定者 4 月～  8 月 原則週 1 日，9 月～  3 月 原則週 5 日 

幼児クラス担任予定者 

（各クラス 1 名） 

6 月～  8 月 原則週 1 日，9 月～12 月 原則週 2.5 日， 

1 月～  3 月 原則週 5 日 

乳児クラス担任予定者 

（各クラス 1 名） 
6 月～12 月 原則週 1 日，1 月～  3 月 原則週 5 日 

調理員予定者 1 名 6 月～12 月 原則週 1 日，1 月～  3 月 原則週 5 日 
 

引継・共同保育に参加した法⼈等の職員は，移管後６ヶ⽉以上，当該保育所で保育に従事するこ
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と 
原案：引継・共同保育に参加した法人等の職員は，移管後も継続して当該保育所で保育に従事すること 

新規： 引継ぎ・共同保育にあたっては，引継ぎ・共同保育開始前日までの聚楽保育所の勤務シフ

トに準じた引継ぎ・共同保育体制を確保すること 

移管前に聚楽保育所において勤務する臨時的任用職員本⼈が希望した場合は，移管先法⼈におい

て雇用し，当該職員が引き続き移管を受けた保育所において，現状と同等またはそれ以上の待遇

条件で勤務させること 
原案：移管前に聚楽保育所において勤務する臨時的任用職員本人が希望した場合は，移管先法人にお

いて雇用し，当該職員が引き続き移管を受けた保育所において現状と同等またはそれ以上の待遇条件で

勤務させるよう努めること 

移⾏期間としての引継ぎ・共同保育期間中は，保育内容や職員配置等運営に係る市からの助⾔・

要請に対して誠実に応じ，確実に対応すること 
原案：移行期間としての引継ぎ・共同保育期間中は，保育内容や職員配置等運営に係る市からの助言・

要請に対して誠実に応じること 

職員の育成 

当分の間は，市が指定する市営保育所職員研修に出席すること（別添 4 参照） 

新規： 職員に対して，計画的に保育士等キャリアアップ研修を受講させること 

職員は，保育の質の向上を⽬的とする「自己評価チェックシート」等を用いて自らの保育実践を

評価し，園⻑，主任保育士，職員相互との話し合い等を通じて自⾝の保育実践に理解を深めると

ともに，保育所全体の保育の内容に関する認識を深めること 

この自己評価を活用し，専門性および保育の質の向上のための課題を明確にし，その保育実践の

改善を図ること 
原案：自らの保育実践を振り返り，自己評価することを通して，専門性の向上や保育実践の改善に努めること 

その他職員研修など職員の資質向上に積極的に取り組むこと 

３ その他 

第三者評価の

受審 

移管後，3 年以内に第三者評価を受審し，それに基づき移管における保育実践への影響について

検証し，その評価結果と検証結果を公表すること 
原案：移管後，3 年以内に第三者評価を受審し，結果を公表すること 

新規： 移管後の運営については，聚楽保育所が受審した⼀般社団法⼈京都府保育協会「福祉サー

ビス等第三者評価」と同様・類似の評価項⽬において，また総合的に判断して，その結果を下回

ることがないよう努め，これを下回った場合は，ただちに改善し，その結果を公表すること 

三者協議会の

設置 

 

当分の間は，三者協議会において保育の内容の継続性及び基本事項の変更等について調整すると

ともに，三者協議会で決定事項については遵守すること（後掲、「資料 3 三者協議会について」を

参照のこと） 

新規： 重要な事項と保護者が認めた協議事項については，臨時総会などでの保護者会の議決をも
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って，三者協議会の決定事項とすること 

保育体制の確保（保育標準時間の時間帯に加えて，現状の聚楽保育所の主な保護者向け会議時間

である 19 時から 21 時を含む）等，保護者代表の出席に配慮すること（⽉ 1 回程度の定期開催に

加えて三者のいずれかが必要と認めた場合に臨時に開催，1 回 1〜2 時間程度） 
原案：保育体制の確保（ただし保育標準時間の時間帯に限る）等，保護者代表の出席に配慮すること（年 5

回程度，1 回 1～2 時間程度） 

情報開示 

移管先法⼈は，年 1 回，保護者会と共催で，全職員及び保護者に参加資格が認められる総会を開

催し，園の運営状況を報告・協議するとともに，運営費の内訳を開示すること（保育士給与につ

いては総額のみ） 
原案：保育所の運営状況，法人の経営状況等の積極的な情報開示に努めること 

基本事項の遵

守状況の検証 

新規： 本市が必要と認めた場合，もしくは保護者代表からの要請があった場合に，市は移管後の

運営に係る基本事項の遵守状況の検証をおこなうこと 

本市が，移管後の運営に係る基本事項の遵守状況について検証を⾏うに当たっては，市の求めに

応じて報告を⾏うとともに，⽴⼊調査の必要が⽣じたときにはこれに必ず応じること 

内容の変更 

基本事項の内容の変更に当たっては，「全保護者の同意」を条件とし，⼀部でも反対があった場合

には実施しないこと 
原案：移管日の前日に在所している児童が卒所した後にあっても，基本事項の内容の変更に当たっては，

保護者の理解を得るよう努めること 

基本事項に違

反した場合の

取扱い 

申請の資格⼜は基本事項の違反が認められた場合は，本市及び保護者からの損害賠償請求に応じ

ること 

移管後に申請の資格⼜は基本事項の重大な違反により移管に係る協定を解除した場合は，当該保

育所の運営を速やかに京都市に返還すること。また，これに係る費用の損害賠償請求に応じるこ

と 
原案：移管後に申請の資格又は基本事項の重大な違反により移管に係る協定を解除した場合は，他の法

人等が当該保育所の運営を行うまでの間，児童及び保護者に不利益が生じないよう，本市の指導の下，

利用者の保育を保障すること 

保護者対応 

保護者の不安に最大限配慮し，保護者や保護者会の要望に誠実に対応するとともに，誠意をもっ

て解決すること 
原案：保護者の不安に最大限配慮し，保護者や保護者会の要望に誠実に対応するとともに，誠意をもって

解決に努めること 

新規： 移管先法⼈は，移管先法⼈と保護者会が対等な関係であることを認め，保護者会活動の自

主性・自⽴性を尊重すること 

移管先法⼈は，保護者会活動のための施設利用を最大限保障し，特段の事情がない限り利用を制

限しないこと（平日夜間の利用時間は 21 時まで。これとは別に宿泊を伴う交流会あり。） 
原案：保護者会の活動に当たっては，通常の保育所の運営に支障がないと認められる範囲でホール等の

利用を認めること 
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新規： 保護者会の会議の際には，保育のための部屋の確保を認め，また，保護者会から非常勤職

員に対して保育アルバイトを依頼することを認めること 

新規： 移管先法⼈は，各在園保護者用の個別ポストを用意し，保護者会による保護者への配布物につ

いては，⼀切制限しないこと 

その他 

現在法⼈が運営する既設の保育所を廃止⼜は大幅縮小しないこと 

移管を受けた保育所の運営を他の法⼈等に委託しないこと 

建物を譲渡⼜は担保に供さないこと 

建物は所有権移転登記後直ちに法⼈の基本財産に編⼊すること 

地域住⺠との関係を維持し，地域に根差した保育運営を⾏うこと 

移管前年度に小規模保育事業者等と締結している連携項⽬について，小規模保育事業者等から希

望があった場合，引き続き，移管前と同様の連携内容を満たした連携施設となること 

 

Ⅱ 保育内容等 

保育内容全般 

保育所保育指針に則り，現在市営保育所が実施している保育内容（※）を遵守し，保育運営を⾏

うことをホームページや重要事項説明書に明記すること。また，保育内容（※）とそのガイドラ

インの内容について，保護者に周知すること 

※ （⼦ども⼀⼈ひとりを主体として受け止め，主体としての⼼を育てることを大切にする保育。 

 「市営保育所 保育のガイドライン」参照） 
原案：保育所保育指針に則り，現在市営保育所が実施している保育内容（※）を尊重し，保育運営を行うこ

と 

※ （子ども一人ひとりを主体として受け止め，主体としての心を育てることを大切にする保育。 

 「市営保育所 保育のガイドライン」参照） 

障害児保育 

京都市⺠間保育施設障害児受⼊促進事業及び京都市⺠間保育施設障害児保育対策費を活用し障害

児保育を実施し，障害児（疑いのある⼦を含む）を障害の程度・内容による差別なく，積極的に

受け⼊れること 
原案：京都市民間保育施設障害児受入促進事業及び京都市民間保育施設障害児保育対策費を活用し

障害児保育を実施し，障害児（疑いのある子を含む）を積極的に受け入れるよう努めること 

新規： 障害児の受⼊割合について，障害区分に応じて，市営保育所と同程度の割合で受け⼊れる

こと 

新規： 障害児保育を積極的に実施ことをホームページ等に明記し，広く周知すること 

新規： 加配職員の確保ができないことを理由として障害児の受け⼊れを拒否することがないよ

う，配置基準に上乗せした常勤職員を常時確保し，障害児保育の申し込みがあった場合には即時

に受け⼊れられる体制を整備すること 
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現在⼊所中の障害児について，市営保育所における障害児保育の取組を確実に引き継ぐととも

に，卒所⼜は退所までの保育を必ず保障すること 

配慮の必要な

⼦どもの受⼊

れ 

アレルギーのある⼦ども，被虐待児（疑いのある⼦を含む），家庭支援の必要な（必要と思われ

る）⼦ども，外国に文化的背景をもつ⼦どもなど，「⼀定の配慮が必要な⼦ども」を積極的に受け

⼊れること 
原案：アレルギーのある子ども，被虐待児（疑いのある子を含む），家庭支援の必要な（必要と思われる）子ども，

外国に文化的背景をもつ子どもなど，「一定の配慮が必要な子ども」を積極的に受け入れるよう努めること 

年間⾏事 

当分の間は，移管前年度の⾏事（数，種⽬，内容等）を維持すること（別添 6 参照） 

ただし，変更がある場合は三者協議会で合意を得ること 
原案：当分の間は，移管前年度の行事（数，種目，内容等）を維持すること（別添 6 参照） 

ただし，変更がある場合は三者協議で協議すること 

宗教的な保育 

⼦ども及び保護者の信教の自由に配慮した保育・⾷事を⾏うこと。当分の間は，特定の信仰や宗

教的理念に基づいた保育理念や保育⽬標等を設定せず、宗教的な⾏為（お祈り，講話等）や⾏事

は⾏わないこと（クリスマスやひなまつりなど現在市営保育所で実施している⾏事は可） 
原案：子ども及び保護者の信教の自由に配慮した保育・食事を行うこと。当分の間は，宗教的な行為（お祈

り，講話等）や行事は行わないこと（クリスマスやひなまつりなど現在市営保育所で実施している行事は可） 

給⾷・調理 

児童福祉施設における「⾷事摂取基準」を活用した⾷事計画を策定し，計画に基づき⾷事の提供

を⾏うこと 

当該保育所の調理室において調理した給⾷を提供すること 

⾷材の安全性を確保し，⾷材の産地表示を⾏うこと 

栄養士による献⽴作成を⾏うこと 

⾷物アレルギー、宗教⾷等，⼀⼈ひとりの⼦どもの発育・発達や⼼⾝の状態、文化的背景に応じ

た⾷事の提供を⾏うこと 
原案：食物アレルギー、一人ひとりの子どもの発育・発達や心身の状態に応じた食事の提供を行うこと 

幼児に対する主⾷（⽉〜⼟）の提供を⾏うこと 

⼟曜日の給⾷の提供を⾏うこと 

⾷育 
菜園活動や⾷事に関わる⾏事など⾷に関する体験を通じ，⾷事や⾷物への関⼼が深まる取組みを

⾏うこと 

⼦育て支援事

業 

園庭開放，⼦育て相談等，⼦育て支援事業を実施すること 

新規： 園庭開放，⼦育て相談等の⼦育て支援事業の規模は，移管前年度の規模・回数を維持する

こと 
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聚楽保育所保護者が求める「移管後の運営に係る基本事項」についての解説 

 

I 保育所運営等 

1 保育所運営 

名称 

▪  保育所は在所児のみならず、これまで卒所していった⼦どもたちにとっても、また地域にとっても

かけがえのない財産です。保育所の名前が変わることで、在所児・卒所児にとって、自分達が育っ

た場所が失われるような思いを強いることがないよう、どのような名称の法⼈等が運営する場合で

も、最低限「聚楽」という名前は残すべきだと考えます。 

定員・運営 

▪  移管後も市営保育所の保育を引き継ぎ、同等の役割・機能を果たすためには、京都市の保育実施義

務を明確にする必要があります。園と保護者が直接契約する認定こども園では、京都市の責任が後

退するため、同等の役割・機能を果たすことにはなりません。したがって、現在の聚楽の保育を継

承するために，保育所としての運営が必須です。 

▪  認定こども園への移⾏は，保護者と園との法律を含めた関係を大きく変更するものであり，どうし

ても必要な場合には，在園する保護者全員の同意を要件とすべきです。 

費用負担 

▪  移管後に⼊所した児童と，移管前から在所している児童と差別的な取り扱いをすることで，保護者

間に不公平感が⽣じるため。保育料以外の費用負担については，⼊所・⼊園の時期にかかわらず等

しい条件とすることが大原則です。 

▪  費用負担について，現在の市営保育所は，少ない費用負担でも不⾜のない保育を受けることができ

ます。これを引き継ぐため，むやみに費用負担を増額するべきではありません。また，費用負担の

増額は，経済的に困難を抱える世帯には死活問題であるものの，保護者の多数を占めるとは限りま

せん。仮に賛成意⾒が多かったとしても，経済的に困難を抱える世帯に負担を負わせるべきではな

いといえます。そのため，三者協議会における保護者代表との協議は不適切であり，全保護者への

意向調査が必要です。その際，反対意⾒があった場合は，その意⾒を尊重する必要があります。 

2 職員について 

施設⻑ 

▪  「認可保育所での常勤保育士としての経験 33 年以上（少なくとも 24 年以上）」 

 原案では，認可保育所の経験が 3 年しかない⼈でも，また認可保育所の施設⻑の経験が無い⼈で

も園⻑になれることになります。保育と無関係の「社会福祉事業の経験」も含まれることになりま

す。また「認可保育所での保育経験 12 年以上」という条件も，保育経験の内容が曖昧で、例えば

アルバイトを 3 年，派遣で 6 年，残りの 3 年はフリーで担任を持ったことがない，という⼈でも条

件を満たすことになり，到底受け⼊れられません。 
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 市営保育所における所⻑の平均勤続年数は約 33 年（平成 31 年度 4 ⽉ 1 日現在）です。移管に

おいて，市営の保育を継承することを前提とする以上，市営保育所の所⻑の平均勤続年数以上の経

験を求めます。また，国内の⺠間の保育所において，園⻑の平均勤続年数は約 24 年であるため、 

（出典︓（資料 1）図表 3-2-5 保育士等（⺠間）のキャリアアップの仕組み・処遇改善のイメージ  

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/backdata/01-03-02-05.html より ）少な

くともこちらの平均勤続年数（24 年）は適切な⺠間保育園の運営に必須の条件となります。 

 そのため，移管後の園⻑については，基本的に市営の所⻑と同等の経験年数以上とし，少なくと

も⺠間保育園の園⻑と同等の勤続年数を条件とします。その際，パートやごく短時間の補助的勤務

について，担任としての勤務と同様に扱うのは不適当ですので，ここでは常勤保育士としての経験

を求めます。 

▪  「保育士経験年数のうち，移管先法⼈での施設⻑経験 5 年以上」 

 無責任な応募とならないように移管先法⼈においての経験と実績がある⼈物を園⻑として配置す

る必要があります。 

保育士 

▪  原案では，例えば保育士が全部で 13 ⼈として，移管先法⼈での経験 7 年以上の保育士を 3 名（う

ち 1 ⼈は乳児保育経験あり），経験 5 年以上を 2 名（いずれも乳児保育経験あり），未経験の新卒を

7 名，という構成でも基本事項の条件を満たすことになりますが，保育体制としてはあまりにも不

⼗分です。また，法⼈での経験が 7 年以上あれば主任保育士をできることになりますが，あまりに

も経験不⾜といえます。 

▪  「以下の経験年数は，常勤かつ正規職員での勤務経験年数を指す」 

 パートや非正規での補助的な業務と，常勤の正規職員とでは経験の質や責任が異なるため。 

▪  「全保育士について，保育士等（保育士，保育教諭，幼稚園教諭）としての経験が平均 16 年以上

（少なくとも 10 年以上）」 

 市営保育所の保育の質は教育・研修とともに，経験に裏打ちされたものであるため，その継承を

前提としたとき，保育現場に⼊る保育士には⼗分な経験年数が必要とされます。市営保育所の職員

の平均勤続年数は約 16 年です。したがって移管において，市営の保育を継承するためには同程度

の勤続年数が必要です。また、保育の質を維持するためには，最低でも，京都市内での⺠間保育園

の平均勤続年数約 10 年は必須条件です。これは，移管に際しては，保育環境が急変し不安定にな

る⼦どもへの適切な対応であり，通常の⺠間園での保育よりも難しい状況となるためです。 

▪  「主任保育士として，経験年数 29 年以上（少なくとも 21 年以上）で，そのうち移管先法⼈での

勤務経験が 5 年以上の保育士を 1 名以上」 

 原案では主任保育士についての条件が明記されていませんが、移管先法⼈には責任をもって経験

と実績のある主任保育士を配置してもらう必要があります。⺠間園での主任保育士は，市営保育所

での副所⻑に相当します。市営保育所における副所⻑の平均勤続年数は，29 年（平成 31 年 4 ⽉

1 日現在）です。移管において，市営の保育を継承することを前提とする以上，同程度の勤続年数

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/backdata/01-03-02-05.html
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が必要となります。最低でも，国内の⺠間保育園における主任保育士の平均勤続年数 21 年（出

典︓資料１）が，適切な移管には必須です。 

▪  「保育士等として経験 15 年以上で，そのうち移管先法⼈が運営する園での勤務経験が 8 年以上の

保育士を 3 名以上（うち 1 名以上は保育士等キャリアアップ研修の乳児保育分野を修了した保育

士）」 

 指導的⽴場を担う職員として，階層別研修の中堅 Ⅱ 保育士研修の対象職員の経験年数が 15 年で

あることから，中堅職員としての条件として経験 15 年以上を求めます。経験年数 15 年は仮に初

年度から担任を受け持ったとして，0〜5 歳児までの各クラスを 2 巡半する程度の経験であり，妥

当な経験年数といえます。クラス担任として勤務し，同時に若⼿への指導的⽴場を担う中堅職員と

しての条件に当たることになります。そのため，移管先法⼈等からの派遣が不可⽋であり，かつ移

管先法⼈での⼗分な勤務実績が必要です。 

 加えて，中堅職員の少なくとも 1 名は乳児保育での指導的⽴場を担う必要があるため，乳児保育

に関する適切な経験（その基準として，1 名以上は保育士等キャリアアップ研修において乳児保育

分野の研修を修了していること）を求めます。 

▪  「保育士等として経験 7 年以上で，そのうち移管先法⼈が運営する園での勤務経験が 4 年以上，か

つ保育士等キャリアアップ研修のうち 4 分野以上を修了した保育士を 1/3 以上」 

 7 年を基準とし、キャリアアップ研修を条件とすることについては厚⽣労働省が示すキャリアア

ップの仕組み（資料 2）厚⽣労働省資料 「保育士等（⺠間）のキャリアアップの仕組み導⼊後の職

制 階 層 （ イ メ ー ジ ）」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-

Koyoukintoujidoukateikyoku/0000155996.pdf を参照のこと。 

 担任予定者（⼜はフリー）として引き継ぎを受けることになります。なお，経験 7 年は 0〜5 歳

児の各クラス担任を⼀巡できる程度の年数である。市営保育所では 8 年⽬に中堅研修を受けること

になっており，保育士の経験としては中堅に⾄らない程度であるが，中堅保育士のフォローを受け

ながら保育を⾏うことになります。 

 厚⽣労働省のモデルでは，園⻑，主任保育士を除いた保育士の 1/3 がこの条件に該当する保育士

であることが適当とされていることから，移管後の保育所でも，モデルに沿った⼈材の配置の実現

が必要です。 

▪  「0 歳児，1 歳児，2 歳児の各年齢に対して担任として乳児保育経験が 2 年以上あり，保育士等キ

ャリアアップ研修の乳児保育分野を修了した保育士を各年齢ごとに 1 名以上ずつ」 

 0 歳児から 2 歳児では，保育内容が異なり，ひとまとめに「乳児保育」とするのは乱暴な議論で

あるため，それぞれについて経験のある保育士を確保する必要があります。また，経験の質として

は責任ある⽴場での経験が求められるため，担任としての経験が必要です。また，経験のみに偏ら

ない資質が求められるため，客観的な基準として，キャリアアップ研修の乳児保育分野を修了して

いることが求められます。0〜5 歳児の各クラスの担任予定者として引き継ぎを受けることになり

ます。 

https://www.mhlw.go.jp/?le/06-Seisakujouhou-11900000-
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▪  「障害程度区分 1 級⼜は 2 級の児童を 2 年以上担任として保育した経験があり，かつ保育士等キャ

リアアップ研修の障害児保育分野を修了した保育士を 2 名以上」 

 市営の障害児保育を引き継ぐには，重い障害のある⼦どもの保育を責任ある⽴場で経験した保育

士の確保が必要です。また，担任として責任ある⽴場である程度⻑期間担当した経験が必要となり

ます。また，研修を通じて客観的に自⾝の経験を振り返る必要があるため、経験の客観的な基準と

して，キャリアアップ研修の障害児保育分野の修了を条件とします。 

▪  「いずれのクラスも複数担任制として配置すること」 

 市営保育所では，年度途中での⼊所に対応できるように職員が配置されている，もしくは加配を

受けられる体制となっています。この職員の余裕のある配置が，保育の質の向上にもつながってい

ると考えられます。このような，市の保育を継承するため，職員の余裕ある配置としてすべてのク

ラスにおいて複数担任制とします。また、複数担任制とすることで、年度途中の保育士の自己都合

退職や産休等にも対応することができます。 

▪  「移管初年度は，全保育士の経験年数を 3 年以上とし，新卒職員を配置しないこと」 

 保育所の移管後は，職員が全員⼊れ替わることとなり非常に保育が不安定になります。そのため，

移管初年度は全員を保育経験者とし，新卒職員を配置することを避けていただきます。このことで，

新卒職員への指導に関する職員負担を軽減することができます。 

▪  「常勤保育士については，正規職員として確保すること」 

 派遣や非正規雇用などの不安定な雇用では，保育の安定が図れず，短期間での離職や職員のモチ

ベーション低下など保育を受ける⼦どもへの不利益が予想されます。正規職員として確保すること

で，実践される保育の質が改善されます。 

▪  「保育士等キャリアアップ研修の 8 分野の各研修に対して，いずれかの職員が受講を修了している

こと」 

 移管後の保育で⽣じる様々な課題に対応する必要があるため，保育士等キャリアップ研修の全て

の分野の研修を，いずれかの保育士が修了する必要があります。 

▪  「移管前年度における聚楽保育所の保育士の経験年数，障害児保育経験年数，乳児保育経験年数を

下回らないこと」 

 加えて，現在の聚楽保育所の保育の質を担保するということから，現在の聚楽保育所の経験年数，

障害児保育経験年数，乳児保育経験年数を下回らないことが必要です。 

▪  「現在法⼈が運営する既設の保育所と移管を受けた保育所において，移管前年度までに勤務し移管

年度に在籍している保育士を均等以上に配置すること」 

 法⼈等が無責任な申請（応募）を⾏うことがないよう，移管先法⼈において勤務経験のある職員

を派遣してもらう必要があります。 

 また，新規採用の職員が多くなると職員間の連携が取れず，保育が不安定となり，⼦どもの発達

に影響が及ぶとともに，自己の危険も高まります。 
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 そもそも，法⼈の選定について実地審査があり，法⼈の既存の保育所が審査されます。その保育

所の保育が適当であると判断されて法⼈が選定されますので，移管された保育所においても同様の

保育が受けられるべきであり，それを担保するには，既存の保育所の保育士が必要です。この項⽬

がなければ，実地審査において，いかに良質な保育の現場を示したとしても，移管後の保育所にお

いて，その良質な保育の経験を持たない保育士による保育が実施されることになります。その場合，

実地審査の意味はなくなります。 

引継ぎ・共同保育 

▪  引継ぎにおいて，⼗分な引継ぎを⾏うため各対象者は毎週引継ぎ業務を⾏う必要があります。その

ため，引継ぎは週 1 日以上とします。 

▪  現在の聚楽保育所において，園⻑は児童全員の状況を把握しており，移管後の園でも同様のことが

必要となります。そのため，主任保育士と同等以上の引継ぎ期間が必要ですので，1 ⽉〜3 ⽉では

原則 5 日の引継ぎを⾏います。 

▪  引継ぎ・共同保育に参加した法⼈等の職員が早期に退職する過去の実例を考慮し，各クラス 1 名の

担当者に加えて，乳児クラスと幼児クラスの各 1 名を引継ぎに参加いただきます。 

▪  引継ぎ・共同保育に参加した職員の継続的な勤務として少なくとも６ヶ⽉は必要です。 

▪  引継ぎ・共同保育時の保育士の勤務については，保育士の負担軽減のため引継ぎが開始される前の

勤務シフトを維持し，短期間での過密な引継ぎとならないようにします。 

▪  現在，聚楽保育所に勤務いただいている臨時的任用職員については，保育の継続性の観点からも，

移管後の保育所でも同様の保育をしていただくことが望ましく，本⼈の希望があれば，現状と同等

またはそれ以上の待遇条件で勤務いただくべきです。 

▪  移⾏期間における市からの助⾔・要請には確実に対応いただく必要があります。 

職員の育成 

▪  京都市が実施するキャリアアップ研修などを積極的に活用することで，職員の資質向上を図るとと

もに，職員の待遇改善を望みます。 

▪  各職員には，⼀般の企業で広く実施される MBO (Management By Objetive ︓⽬標管理制度)によ

り，自⾝の保育実践と保育所全体の保育の内容について認識を深め，課題の解決・保育実践の改善

を図ります。そのために「自己評価チェックシート」等を活用します。 

3 その他 

第三者評価の受審 

▪  移管における保育の状況を客観的に評価される第三者評価を 3 年以内に受審します。その受審結果

に基づき，移管の保育実践への影響を検証する必要があります。これらの第三者評価と検証結果を

公開することで，移管の影響を保護者も含めて検討することができます。 

▪  京都市は，移管の影響を最小にすることを掲げている以上，移管によって第三者評価が⼀項⽬でも

以前の評価を下回れば，保育内容，保育の質が悪化したと認めた上で，それを公開し改善する必要

があります。 
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三者協議会の設置 

▪  運営法⼈と市との対話を⾏う三者協議会について，そこでの決定事項・合意内容は遵守されるべき

です。また，三者協議会の運営については，「（資料 3）三者協議会について」に保護者案を示して

います。 

▪  三者協議会において，⼦ども・保護者の利害に関わるような重要事項に関する協議が⾏われる場合，

保護者代表のみでの判断が難しくなることが考えられます。その場合に，臨時保護者総会などでの

保護者会としての議決をもって，三者協議会での合意形成を図ります。 

▪  三者協議会の開催回数，開催時期については，参加する移管先法⼈，京都市，保護者のいずれかが

必要とし場合に臨時に開催します。 

▪  三者協議会において，広く保護者が参加するため保育体制を確保される必要があります。また，保

護者のほとんどが平日の日中に勤務していることから，現在の聚楽保育所の主な会議時間である

19 時から 21 時に三者協議会を開催し，その場合の保育体制についても担保します。この保育体制

については，京都市からの説明会などで，すでに実践されているものです。 

情報開示 

▪  保育所の適切な運営，運営法⼈の健全な経営は，⼦どもが受けられる保育の内容・質に直結する非

常に重要な情報です。園運営に関する情報開示は，このような保育の質を担保するために必要です。

また，⼦どものより良い保育環境の実現に向けて，園の運営に保護者が参画することも重要です。 

基本事項の遵守状況の検証 

▪  移管後の保育所の運営において，運営に係る基本事項の遵守状況を把握できるのは保護者ですので，

その保護者代表からの要請があれば，市は検証を⾏う必要があります。 

内容の変更 

▪  基本事項の内容の変更については，⼦ども・保護者の利害に直結するものであり，内容（費用負

担・障害児保育など）によっては，⼀部の世帯の死活問題となることもあり，そのような負担を⼀

部の世帯に負わせるべきではありません。そのため，保護者の賛成の割合に関係なく，全保護者の

同意を条件とします。このことは，「当分の間」の終了後であっても当然のことであると考えます。 

基本事項に違反した場合の取り扱い 

▪  重大な違反により移管に係る協定を解除した場合は，児童及び保護者への不利益を最小にするため，

市に運営を速やかに返還します。原案にあるような，市の指導下での違反法⼈による保育所運営で

は，児童及び保護者への不利益を最小化することはできません。 

     保護者対応 

▪  保護者の不安に対する対応は必須であり，その解決は努⼒⽬標ではなく義務です。 

▪  保護者会での活動は，⼦どもの適切な保育環境を守る重要なものです。移管先法⼈等は移管先法⼈

等と保護者・保護者会が対等な関係であることを認め，その自主性・自⽴性を尊重する必要があり

ます。 
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▪  「通常の保育所の運営に支障がないと認めらえる範囲」は，具体性に⽋け安易に保護者会活動が制

限させる恐れがあります。現実に，保育制度の改善を求める署名活動を規制する⺠間園もあり，保

護者同士の交流が困難な状況に追いやられる恐れがあります。それを避け，現状の聚楽保育所での

保護者会活動の文化を守るために，施設利用，保育体制の確保，配布物の自由について保障が必要

です。 

 

II 保育所運営等 

保育内容全般 

▪  現在の聚楽保育所が遵守し実践する保育内容の継続性を担保するため，移管後の保育所においても

その保育内容を遵守する必要があります。また，ホームページや重要事項説明書に本件を記載し，

広く周知することで，市の保育を引き継ぐことが具体的に明確化されます。 

障害児保育 

▪  障害のある⼦どもがいる世帯では，その障害の内容にかかわらず，⽣活の上で困難が伴います。そ

の困難の緩和のために障害児保育がありますので，障害の内容や程度にかかわらず積極的に障害児

を受け⼊れる必要があります。 

▪  聚楽保育所は，市の障害児保育に多大な貢献をしており，多くの障害を持つ児童の保育を受け⼊れ

た実績があります。その中には，介助が必須であったり，⾞椅⼦が必要であったり，全盲であった

りなど，⺠間園では受け⼊れが困難とされる障害の程度が 1 等級に該当する児童もいました。この

ような児童への保育の必要性は今後も変わりませんので，移管後の保育所においても，現在の聚楽

保育所が果たしてきた障害児保育における役割を引き継ぐ必要があります。それを担保するため，

受け⼊れる障害児の割合については，障害区分ごとに，市営保育所と同程度の割合で受け⼊れるこ

ととします。 

▪  移管後の保育所でも，今までの保育が引き継がれていることを明確化するため，障害児保育を積極

的に実施することを，ホームページ等を通じて広く発信する必要があります。 

▪  市営保育所では，加配への対応が滞りなく⾏われており，このような環境を引き継ぐためには，移

管後の保育所でも余裕のある常勤職員の確保が必要です。そして，市の保育所と同様に障害児の受

け⼊れを滞りなく実施すべきです。 

     配慮の必要な⼦どもの受⼊れ 

▪  市営保育所においては，⼀定の配慮が必要な⼦どもを積極的に受け⼊れることは，努⼒⽬標ではな

く果たすべき役割であり、そうした機能そのものを引き継ぐ必要があります。 

年間⾏事 

▪  現在の年間⾏事については，保育の継続性の観点からも維持する必要があります。また，⾏事の変

更については，保護者の同意が必要ですので，三者協議会での合意を条件とします。 

     宗教的な保育 
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▪  ⼦どもや保護者の信教の自由は重要なものであり，宗教的な⾏為として具体的な講話や祈祷以外に

も，特定の宗教的理念に基づいた保育理念や保育⽬標を掲げることについても不適切です。 

給⾷・調理 

▪  信仰に応じた宗教⾷の提供など，文化的背景に配慮した⾷事の提供が求められます。 

⼦育て支援事業 

▪  特に聚楽保育所の園庭開放は，平日の日中に安全に遊べる数少ない場であり，地域住⺠への貢献が

認められます。そのような⼦育て支援事業について，移管後も同様に地域住⺠への貢献をするべき

であるため，支援事業の規模や実施回数を維持することを求めます。 
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（資料 1） 

図表 3-2-5 保育士等（⺠間）のキャリアアップの仕組み・処遇改善のイメージ 

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/backdata/01-03-02-05.html  

  
 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/backdata/01-03-02-05.html
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（資料 2） 

厚⽣労働省資料 「保育士等（⺠間）のキャリアアップの仕組み導⼊後の職制階層（イメージ ） P. 12」 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-

Koyoukintoujidoukateikyoku/0000155996.pdf

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-
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保護者会別紙 

 

聚楽保育所の⺠間移管に係る三者協議会 要項 

 

（設置） 

第 1 条 聚楽保育所の⺠間移管に関して、⼊所児童等への影響が最小限となるよう、保護者、移管先法⼈及

び京都市の三者が協議する場（以下「三者協議会」という。）を設置し、保護者と移管先法⼈が対等の⽴場に

⽴ち、また京都市が必要な支援を⾏うことにより、移管に当たっての課題等について協議する。 

 

（構成） 

第 2 条 三者協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

（1）保護者 

 聚楽保育所及び移管後の保育園（以下「移管保育所」という。）に⼊所している児童の保護者代表

 （各クラス 1 名以上）、及びその補助者（弁護士、臨床⼼理士などの専門家） 

（2）移管先法⼈ 

 理事⻑、移管後の保育園の園⻑（予定者）及び主任保育士（予定者） 

（3）京都市 

 聚楽保育所の所⻑（移管時まで）及び副所⻑（共同保育終了時まで）、京都市⼦ども若者はぐくみ局

 幼保総合支援室（以下「幼保総合支援室」という。）課⻑ 2 名 

（4）その他 

 三者協議会において必要と認めた者 

 

（成⽴要件） 

第 3 条 三者協議会は各クラスの保護者代表の３分の２以上の出席（委任状を含む）および，過半数以上の

実出席をもって成⽴する。 
 
（協議事項） 

第 4 条 三者協議会は、次の事項を協議する。 

（1）引継ぎ及び共同保育の内容に関すること 

（2）移管後の保育園の保育の内容に関すること 

（3）その他移管後の保育園の運営に関すること 

（資料３） 
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2 ⼦どもと保護者の利害に関わる重要な事項については，三者協議会において協議のうえ，臨時の保護者総

会での議決をもって三者協議会の合意とする。この場合，保護者総会の成⽴要件および議決要件は，移管前

年度の聚楽保育所保護者会の会則に準じる。 

 

（会議） 

第 5 条 三者協議会は、毎⽉ 1 回程度開催するものとし、移管のスケジュールに応じて、あらかじめ年間の

スケジュールを定める。また、三者のいずれかから臨時の協議会の開催要求があったときは、その要求があ

った日から 2 週間以内に開催するものとする。 

2 三者協議会の議題及び進⾏については、協議会の開催前に事前協議を⾏い、保護者から提案された議題に

ついては協議の対象とする。 

 

 

（設置時期） 

第 6 条 令和 2 年度 4 ⽉（予定） 

 

（設置期間） 

第 7 条 三者協議会の設置期間は、移管日の前日に在籍していた児童が退所するまでの期間とする。ただし、

三者協議会での協議により、これを短縮することができる。また、保護者から期間延⻑の申し出があったと

きは協議を延⻑する。 

 

（開催場所） 

第 8 条 三者協議会の開催場所は移管保育所とし、必要に応じて、三者協議会で協議して開催場所を変更す

ることができる。 

 

（傍聴） 

第 9 条 移管保育所に⼊所している児童の保護者、聚楽保育所及び移管先法⼈の職員は、会議を傍聴するこ

とができる。 

2 傍聴者（移管保育所に⼊所している児童の保護者に限る。）のうち、保育の提供を希望する者は、三者協

議会の開催日の 1 週間前までに所⻑に申し出るものとする。 

 

（庶務） 

第 11 条 三者協議会の庶務は、幼保総合支援室が⾏う。 
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2 三者協議会の概要は幼保総合支援室が速やかに作成し、保護者及び移管先法⼈がその内容について確認・

了承した後、移管保育所に⼊所する児童の保護者に配付する。 

 

（その他） 

第 12 条 この要領に定めるもののほか、三者協議会の運営に関し必要な事項については、三者協議会で協議

して定める。 

 

附則 

この要領は、  年  ⽉  日から施⾏する。 
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2019 年 4 月 1 日

京都市内各保育園（所）及び認定こども園

施設長 各位

〒604-8401

京都市中京区聚楽廻松下町9−4

京都市聚楽保育所内

京都市聚楽保育所保護者会

（代表 林 正樹）

juraku_ikantaisaku@outlook.jp

京都市聚楽保育所の民間移管に関する意向調査の実施について

謹啓

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より、保育を必要とする子どもの

健やかな成長のために、保育園・認定こども園の運営にご尽力いただき、誠にありがとうござ

います。

私たちは京都市中京区にある公立（京都市営）保育所である京都市聚楽保育所の保護者会（代

表：林正樹）です。突然ご連絡を差し上げる非礼をお許しください。

さて、聚楽保育所は 2014（平成 26）年 10 月に京都市が策定した『市営保育所の今後のあり方

に関する基本方針(改訂版)』において、2018 年度に運営を民間に移管する方針が示され、京都

市は今現在も「民間移管対象保育所」であると説明しています。

これに関わって、私たち聚楽保育所保護者会は今般、一人ひとりの子どもの健全な発達を守

る立場から、貴施設および貴施設を運営される法人等に対し、聚楽保育所の民間移管への関わ

りを熟慮されるよう申し入れるとともに、京都市内で保育所（園）および認定こども園等を運

営されている法人等に対し、聚楽保育所の民間移管に係る緊急の意向調査を実施することにい

たしましたので、これにご回答いただくよう要請する次第です。

以下に、これまでの経緯と申し入れおよび要請の理由を説明いたします。

１．これまでの経緯と、子ども・保護者への影響について

聚楽保育所は上述の『市営保育所の今後のあり方に関する基本方針(改訂版)』に基づき、2016

年度には移管先となる法人等の募集が行われましたが、以下のような理由で申請（応募）がな

かったため、当初予定されていた 2018 年度の民間移管は不可能となりました。

【応募がなかった理由（京都市の説明による）】

① 施設の老朽化により、今後大規模改修又は建替えが必要になることが見込まれるが、

児童館との合築であることが障壁となること

② 募集要項に規定されている一定の経験年数等の要件を満たす園長及び保育士確保が困

難であること

③ 保護者会が民間移管に強く反対していることから、移管後の運営に協力が得られず、

移管先職員の負担が大きくなるおそれがあること

など

その後、京都市は 2016 年 8 月に「再公募に向けた検討を行う」ことを保護者に通知しました

mailto:juraku_ikantaisaku@outlook.jp
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が、その時期や進め方については一度も具体的に説明していません。京都市は移管先の再公募

については「保護者の皆様へ丁寧な説明に努めながら取り組んでまいりたい」と述べています

が、これまで保護者側が再三にわたって丁寧な説明を行うよう求めてきたにも関わらず、京都

市は説明の機会をもつこと自体を拒否し続けており、「丁寧な説明」とは程遠いのが現状です。

保育所がこれからどうなるのか、見通しが持てないまま日々を過ごすのは、子どもにとって

も保護者にとっても大変不安なものであることは言うまでもありません。また、保育所への入

所希望者に対しても、聚楽保育所が「民間への移管対象保育所」であることを伝えつつ、その

時期や詳細についての情報を提供しないまま入所への同意だけを求めようとする京都市の姿勢

にも大いに疑問を感じます。

２．申し入れと要請の理由

①3 月 14 日付通知は従来の募集条件を大きく変更するものであり、それにも関わらず事前に何

の説明も行われていないこと

本年 3 月 14 日、京都市より聚楽保育所の保護者に向けて「聚楽保育所の民間移管の取組につ

いて（お知らせ）」が配布され、3 月 18 日（月）～4 月 5 日（金）の期間に「民間保育園等に対し,

聚楽保育所の民間移管に係る意向調査」を実施するとの通知がなされました。

この意向調査については、すでに京都市より貴施設に届けられているはずですので、詳細は

割愛いたしますが、保護者のなかには、当事者である子どもや保護者に具体的な内容が知らさ

れないまま意向調査が行われていることや、今回、じゅらく児童館を併せて運営することなど

新たな募集条件が加えられたことに、驚きと不安の声が挙がっています。

新たに加えられた募集条件は、従来の条件を大きく変更する内容であり、京都市がこれまで

聚楽保育所の民間移管の根拠としてきた『市営保育所の今後のあり方に関する基本方針（改定

版）』の内容からも大きく逸脱するものです。しかも、このような重大な変更でありながら、子

どもや保護者に対しては事前の説明もありませんでした。また、京都市は保護者会長に対し時

機をみて説明会を開催する旨を伝えながら、本通知について説明する具体的なスケジュールも

示されていません。そのため、この通知に大変困惑するとともに、あまりにも一方的な対応と

感じ、強い不信の念を抱いた保護者もおります。

また、各法人等に送信された意向調査票にはこの 2 項目に加えて「募集条件の追加（変更）

があれば，応募について検討できるという場合，追加（変更）すべき条件等について，具体的

に挙げてください」との調査項目もあり、今後、法人等からの要望に即して、さらに募集条件

が追加・変更される可能性が示されていることにも、強い衝撃を受けました。調査の結果次第

では、応募を予定又は検討している法人等に対し便宜が図られることも危惧されるため、京都

市および各法人等に対する疑念を生むことにもつながりかねない、不適切な調査項目であると

いえます。

このような形で聚楽保育所の民間移管に向けた手続きが進められれば、保護者のなかに強い

反発や混乱を生じさせる恐れもあり、それによって子どもたちの育ちに不都合や不利益が生じ

ることが懸念されます。

②子どもや保護者が移管先の選定に関与できず、申請（応募）法人についての情報も明らかに

されないこと

これまで市営保育所の民間移管においては、当事者であるはずの子どもや保護者が移管先の
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選定に関与出来ないことはもちろん、全ての審査・選定が終了するまで、どのような法人が何

組申請（応募）しているのか等、移管先法人等の募集に関する情報も一切明らかにされてきま

せんでした。

保育の主体であるはずの子どもにとって、また、その子どもを預け、その健やかな成長を託

す保護者にとっても、どのような法人等がパートナーになるのか、そこでどのような保育が行

われるのか、移管が実現してみなければ分からないというのはあまりにも理不尽で、強く不安

を感じるところです。

京都市はこれまで、丁寧な説明によって保護者の不安を解消すると繰り返し述べていますが、

一方で今回のような進め方がなされる現状では、保護者の間にさらなる不安が拡がる可能性も

あります。

③全国的に保育士が不足するなか、保育の質を担保するための十分な人員配置や保育士の確保

が見込めないこと

上述の通り、2016 年度に聚楽保育所の移管先法人等の募集が行われた際に、法人等からの申

請（応募）が無かった理由のひとつに、「募集要項に規定されている一定の経験年数等の要件を

満たす園長及び保育士確保が困難であること」というものがありました（なお、聚楽保育所保護

者会は市営保育所の保育水準を維持するという観点から、2016 年度の移管先法人等の募集時、京都市が

策定した募集要項に規定された要件以上の保育士配置を要求していることを申し添えます）。

保育の質を担保するためには何よりも知識や経験に裏打ちされた専門職としての優秀な保育

士の確保と、十分な人員配置が必要であることは言うまでもありません。子どもと接する保育

士の質は、保育の質や子どもの満足度と直結し、ひいては子どもの権利を保障することと密接

に関わっています。

しかしその一方で、周知の通り、保育士不足は全国的に深刻化しており、幼児教育・保育の

無償化と、それによる保育の受け入れ増加を控えて、この傾向は当面続くことが予想されます。

さらに、十分な人件費を投入し保育士の労働条件や処遇の改善に力を入れることで保育の質を

確保しようとされる法人等ほど、自園の運営で手一杯になるという傾向も指摘されています。

こうした現状の下、各法人等が知識や経験を有した優秀な保育士を一定以上確保することは、

実状として非常に困難です。保育士確保に向けた明確なプランを示すことができず、保育の質

の維持への見通しを持てない法人等が、聚楽保育所の移管先募集に応募されることを強く危惧

します。

３．聚楽保育所保護者会からの申し入れと要請

①子どもと保護者の立場や考え方を踏まえて熟慮してください

京都市は、今回の意向調査の結果によって「応募を検討される法人等があった場合は，市営

保育所移管先選定部会を開催し，募集要項を策定のうえ，移管先法人等を再公募します」と通

知しています。

そこで、各法人等におかれましては、仮に聚楽保育所の民間移管に対し申請（応募）を検討

される場合、これまでの経緯はもちろん、私たち聚楽保育所保護者会の民間移管に対する考え

方や基本的なお願い、さらには当事者である子どもと保護者の立場や思いを尊重し、これらを

十分に汲み取った上でご対応いただくようお願いする次第です。

なお、参考資料として、2016 年度に行われた聚楽保育所の移管先法人等の募集に際して私た
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ち聚楽保育所保護者会が作成した「聚楽保育所の移管を希望される法人の方へ ～京都市聚楽保

育所保護者会からのお願い～」と「聚楽保育所における移管後の運営に係る基本要求事項」の

改訂版を添付しております。

これは、私たち聚楽保育所保護者会が、現状の聚楽保育所の保育内容や保育水準を維持しつ

つ民間移管を実現する上で、最低限必要と考える条件を挙げたものです。今後、保育制度の変

容や、保育をめぐる最新の知見等を踏まえてさらに改訂する可能性はありますが、現時点にお

いても聚楽保育所保護者会の基本的な考え方は変わっておりません。その内容が「理解できな

い」、あるいは「実現できない」のであれば、聚楽保育所の民間移管に関わること自体をお控え

ください。

②保護者会が実施する意向調査にご回答ください

以上を踏まえて、私たち聚楽保育所保護者会は今般、京都市内で保育所（園）および認定こ

ども園等を運営されている法人等に対し、聚楽保育所の民間移管に係る緊急の意向調査を実施

することにいたしました。

つきましては、聚楽保育所の民間移管先の募集に対し、申請（応募）を予定している場合、

申請（応募）を検討したい場合、または聚楽保育所の民間移管に関してご意見がある場合、別

紙様式にて至急ご回答ください。

回答期限：2019 年 4 月 8 日（月）

なお、京都市による保護者説明会や京都市と保護者会との意見交換会の記録類、聚楽保育所

保護者会からの京都市や関係する会議・審議会等に対する申入書や質問状など、聚楽保育所の

民間移管に関わるこれまでの資料はすぐにでもご提供できるように準備しておりますので、聚

楽保育所の移管先法人等の募集への申請（応募）を予定・検討される場合は、必ず本保護者会

へお問い合わせの上、それらを入手いただき、これまでに示された全ての論点や保護者の考え

方に対するご回答をご準備ください。

また、仮に本保護者会が実施する意向調査に回答されずに、京都市が実施する類似の調査に

のみ「応募を予定している」あるいは「応募について前向きに検討したい」旨の回答をされた

場合、大変残念ですが、本保護者会の立場や意向を踏まえた誠意ある対応をいただけない法人

等であると判断せざるを得ません。そうした法人と、今後信頼関係を構築することは大変困難

であることをご理解ください。

大変厳しく、また理想を述べたものであることは重々承知しております。しかし、私たちは

大切な一人ひとりの子どもを託し、その健やかな成長を願っています。子どもが毎日少しずつ

成長するなかで「また明日も行きたい」と言ってくれるような、保護者も安心して預け、子ど

もの成長を共に喜び合えるような保育所であることを強く望んでいます。そのため、保育の内

容にも、また施設の運営のあり方にも厳しい目を向けざるを得ません。私たちの切実な願いと

して、ご理解をいただきたくお願い申し上げます。

謹白



京都市聚楽保育所の民間移管に関する意向調査

京都市は 2019（平成 31）年 3 月 14 日、聚楽保育所の保護者に対し、聚楽保育所の民間

移管について、新たに募集条件として

1. 京都市聚楽保育所との合築である京都市じゅらく児童館について，保育所と併せて運

営すること

2. 民間移管後，移管先法人から園舎の建替え又は修繕に関し，「京都市保育所緊急整備等

事業に関する整備費等補助金交付要綱」（保育所）及び「京都市社会福祉施設勧奨補助

金交付規則」（児童館）に基づく補助を希望する申出があった場合，市会の議決を得た

うえで，移管翌々年度以降かつ申出日の属する年度の翌年以降に，予算の範囲内にお

いて補助金を交付すること

という 2 項目を追加する旨を通知しました。

以上を踏まえて、次の項目について御回答ください。

１ 聚楽保育所（中京区、定員 110 人）の民間移管先法人等の募集に対する、現時点での

意向について、該当する記号に○を付けてください。

ア 現時点で申請（応募）を予定している。

イ 申請（応募）について前向きに検討したい。

２ 移管後に聚楽保育所・じゅらく児童館の園舎の建替え又は修繕の意向について、該当

する記号に○を付けてください。

ア 現時点で建替え又は修繕を予定している又は前向きに検討したい。

→工事中の保育の進め方や代替地など、具体的なプランをお聞かせください。

イ 現時点で建替え又は修繕の予定は無い。

３ その他、聚楽保育所の移管に関してお知りになりたい点や積極的なご提案等があれば、

具体的にお聞かせください。

ご協力ありがとうございました。

（貴施設名） （連絡先）

（施設長） （御担当者）

（運営法人等名） （代表者）

本調査の調査票（MS Word）は、以下の URL よりダウンロードできますので、ご活用ください。

URL/ https://fileup.cube-soft.jp/?31e19f331b0df533449cdbd580afc40415596c17

※リンク切れ等によりダウンロードできない場合はご容赦ください。

別紙 恐れ入りますが、下記メールアドレス宛にメールにてご回答ください。

回 答 期 限 ： ２０１９ 年 ４ 月 ８ 日

juraku_ikantaisaku@outlook.jp

https://fileup.cube-soft.jp/?31e19f331b0df533449cdbd580afc40415596c17
mailto:juraku_ikantaisaku@outlook.jp


ご回答にあたって（必ずお読みください）  

本調査は京都市の 3 月 14 日付通知を受けて、本保護者会が独自に実

施するものであり、京都市が行う類似の意向調査とは一切関係ありま

せん。本調査に関する、本保護者会以外からの問い合わせ等について

は、回答を控えていただきますようお願い申し上げます。

なお、京都市はこれまで、京都市修学院保育所の移管先選定時（2017

年度）や京都市崇仁保育所の移管先選定時（2018 年度）に、移管先法人

等の募集要項において申請者（応募者）名等は移管先候補者の選定後に

公表するとされていることを根拠に、移管先法人等の募集開始後に法

人等が保護者と接触することは審査の公平性を確保するという趣旨か

ら「適切ではない」と説明してきました。

しかしながら、現時点では法人等に対する意向調査が行われている

だけで、今後、京都市はぐくみ推進審議会の「市営保育所移管先選定

部会」が開催されるかどうかは定かでなく、もちろん聚楽保育所の移

管先募集要項も策定されていない段階であることから、本保護者会が

実施する意向調査に法人等が回答されることには、何らの支障もあり

ません。

もちろん、「申請（応募）を予定している」あるいは「申請（応募）

について前向きに検討したい」という法人等が保護者・保護者会に事

前に連絡したり資料提供を受けたりすることについても、現時点でこ

れを制限するような規定等も設けられておりません。

また、利害関係者同士の接触であっても、募集要項策定前、あるい

は募集開始前であれば問題が無いとされることは、京都市崇仁保育所

の移管先法人等の選定に際して、同保育所の移管先法人等募集要項の

策定において主導的な役割を果たした京都市はぐくみ推進審議会「市

営保育所移管先選定部会」部会長である安保千秋弁護士の配偶者であ

り、「都大路法律事務所」の共同経営者でもある安保嘉博弁護士が、同

保育所の移管先法人に申請（応募）した法人の運営を担う理事を務めて

おり、両名が公私にわたる極めて密接な利害関係を有していることで、

審査の公平性を確保する上で重大な疑念が生じかねない状態であった

にも関わらず、他ならぬ京都市がこの法人の応募資格に問題は無いと

判断している（2018 年 4 月）ことからも明らかです。
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2019 年 5 月 24 日

京都市内各保育園（所）及び認定こども園

施設長 各位

〒604-8401

京都市中京区聚楽廻松下町 9−4

京都市聚楽保育所内

京都市聚楽保育所保護者会

民間移管対策委員会

（委員長 平丸 大介）

京都市聚楽保育所の民間移管に関する意向調査について（ご報告）

謹啓

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より、保育を必要とする子ど

もの健やかな成長のために、保育園（所）・認定こども園の運営にご尽力いただき、誠に

ありがとうございます。

私たちは京都市中京区にある公立（京都市営）保育所である京都市聚楽保育所の保護者

会において民営化（民間移管）への対策を担う委員会です。

1.「京都市聚楽保育所の民間移管に関する意向調査」についてのご報告

さて、先だっては本保護者会が緊急に実施いたしました「京都市聚楽保育所の民間移管

に関する意向調査」にご協力をいただき、ありがとうございました。

調査の結果、4 月 8 日（月）までに京都市内の 1 園（1 法人）より、「申請（応募）につ

いて前向きに検討したい」旨のご回答をいただくことができました。申請（応募）の検討

にあたり、保護者会への連絡の必要性を重視され、誠意あるご対応をいただいた同園・法

人には篤く御礼申し上げる次第です。

他方、京都市が 4 月 5 日（金）までの期間に類似の調査（市営保育所の民間移管に関する

意向調査）を実施しておりました。その結果を、保護者が公文書公開請求により照会いた

しましたところ、同調査に対しては、4 園（4 法人）より「現時点で応募を予定している」

（1 園）または「応募について前向きに検討したい」（3 園）旨の回答があったことが判明

いたしました。

本保護者会では、聚楽保育所の移管先募集に向けた手続きは開始されていない段階であ

ることから、本保護者会が独自に実施する意向調査に法人等が回答されても何ら支障が無

いことをお伝えしておりました。

また、保護者会が実施する意向調査に回答されず、京都市が実施する類似の調査にのみ
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回答された場合、子どもや保護者の立場や意向を踏まえた誠意ある対応をいただけない法

人等であると判断させていただく旨も、以前の意向調査の際にあらかじめ申し上げていま

した。

それにも関わらずご回答をいただけなかった 3 園（3 法人）については、京都市が実施

する意向調査への回答を優先される一方で、子ども・保護者からの要望や意見、対話の呼

びかけは無視しても構わないと判断されたものと受け止めざるを得ません*。私たちの、聚

楽保育所での今後の保育のあり方への強い不安に対して、向き合っていただけないことが

非常に残念でなりません。

私たちは、子ども・保護者の切実な不安や要望に真剣に応えていただける法人等と、今

後の聚楽保育所での子どもたちの生活や成長をより良いものにしたいと考えています。

しかし、私たちの呼びかけを無視し、子ども・保護者に対し最低限の手続きすらも踏ま

えず一方的に移管先法人の申請（応募）を進めようとする法人等に対しては、大きな不信

感を抱くとともに、大変傲慢であるとも感じています。そのような法人等と信頼関係を構

築するのは非常に困難であることはご理解ください。

なお、子ども・保護者との対話を無視される園・法人の姿勢は、各種ステークホルダー

との双方向の対話や相互理解を通じて公益性や公共性を高めるという社会的責任に基づい

たガバナンスが実現していないという意味でも、今日の公益法人改革の理念や潮流に反し

た独善的で不適切なものであると言わざるを得ません。

組織運営や社会的責任を踏まえたコンプライアンスという観点からも、このような前時

代的な園・法人は公立（市営）保育所の移管先にふさわしくないことは明白です。

以上の事由により、京都市による民営化（民間移管）の進め方に迎合・追従し、一番の

当事者であるはずの子どもや保護者の立場や考えを蔑ろにするような園・法人が、京都市

聚楽保育所の民間移管において申請（応募）を検討・予定されていることを、市内の全園

に広く周知させていただきたく、本状をお送りした次第です。

つきましては、各園におかれましても十分にご承知置きくださいますよう、お願い申し

上げます。

2.聚楽保育所保護者会からのお願い

仮に、聚楽保育所の保育を引き継ぐ上で「望ましくない法人等」が選ばれてしまった場

* なお、本保護者会による意向調査の期間中、京都市より各法人・園に対し、保護者会が実施する意向調

査への回答も含め、民間移管対象保育所の保護者との接触を控えるようにとの通知がありました。しかし

ながら、移管先法人等の募集も開始されていない時点で、京都市が保護者会独自の活動や他園との自由な

交流に制限を加える根拠はありません。

このような通知によって本保護者会が実施する意向調査に対し、各園から正常な回答が得られなかった

とすれば、非常に遺憾であり、本保護者会の正当な権利を侵害するものと言わざるを得ません。したがっ

て、本件については今後、厳正に対処したいと考えております。
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合、聚楽保育所が地域において市営（公立）保育所として果たしてきた役割も、その保育

実践の蓄積も、全て、永遠に失われてしまうことになります。

実際、京都市を含めた各地より、民営化（民間移管）後にそれまでの公立保育所の保育

が引き継がれず、「保育の質」の低下を招いた、子どもの状態が不安定になったといった

報告も寄せられており、多くの保護者が保育所の今後のあり方に不安を感じています。

また、京都市から認可を受けた保育園であっても、必ずしも保育において十分な責任を

果たすとは限らないことは、2014 年 7 月に上京区の民間保育園で発生した痛ましいプール

事故における当該園・法人の対応からも明らかです。この事故では、責任を認めず不誠実

な態度をとり続けた園・法人に対し、司法の判断が下され、事故発生から 5 年近い歳月を

経て園・法人側の責任が認められるに至ったことは周知の通りです。

こうしたことを踏まえて、私たちは市営（公立）保育所としての聚楽保育所で行われて

きた保育実践の意義を理解し、それを引き継ぐ責任を果たし得る法人、またその覚悟を持

った法人であることを最低条件に掲げてきました。

私たちの基本的な要望は、現在の聚楽保育所と同等、あるいはそれ以上の保育が実践さ

れること、これまで担ってきた市営保育所としての役割や保育実践の蓄積が継承されるこ

とです。

具体的には、子どもの主体性を尊重した保育の実践、障害をはじめとする様々な事情・

背景をもつ子どもの積極的な受け入れ、知識・経験の豊富な保育士の配置と適切な労働条

件の確保等が挙げられます。いずれも民間移管後の聚楽保育所においても欠かすことので

きない要件です。

上記 4 園（4 法人）を含む市内の全園（法人）におかれましては、今後も聚楽保育所の移

管先法人への応募（申請）を検討される場合、子どもや保護者の保育に対する考え方や上

記のような基本的な要求事項を実現するための見通しを必ずお示しください。

また、公立保育所が果たしてきた役割やその保育実践の蓄積を引き受け、それらを引き

継ぐだけの実力も、その覚悟も無いのであれば、応募（申請）の意思を表明されること自

体をご遠慮いただき、既になされた京都市に対する回答についても速やかに撤回してくだ

さい。

以上が厳守されない場合、私たちはそのような法人等を聚楽保育所の保育のパートナー

として認めることはできません。仮に聚楽保育所の移管が実現したとしても、法人等に対

する保護者からの信頼は失われた状態であり、非常に厳しい眼差しを向けざるを得ません。

共同保育や引き継ぎはもちろん、今後の保育所運営において、保護者の協力を得ることは

困難になることをご承知ください。

また、移管後の保育所において万一、保育条件の変更や「保育の質」の低下に伴う事故・

事件等が発生した場合、法的措置も含めて保護者から厳しく追及せざるを得ません。移管

に伴う変化のなかでは、そうしたリスクが発生し得るという観点からもよくお考えいただ
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きますようお願い申し上げます。

大変厳しい要求であることを重々承知しておりますが、私たちの想い、願い、考え方を

ご理解いただき、子ども・保護者と向き合って健やかな育ちを実現していただける誠意あ

る法人等でなければ、移管は成し得ないと考えております。

民間移管に至る京都市のスケジュールにおいて、子ども・保護者の声を届ける術がほと

んど無く、どのような法人等が手を挙げたのかも分からないなか、私たちの不安や要望、

条件などをご理解いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

なお、ご不明の点等ございましたら、いつでも下記までお問い合わせください。

謹白

【お問合せ】

京都市聚楽保育所保護者会

民間移管対策委員会

juraku_ikantaisaku@outlook.jp

mailto:juraku_ikantaisaku@outlook.jp


市 営 保 育 所 の 民 営 化 で 、  

じ ゅ らく 保育所はどうなるの?!  

～みんなで知りたい、 考えたい、 民間移管のこと～ 

 2021 年度から じ ゅ ら く 保育所が民営化（ 民間移管） さ れるにあたっ て、本年度は

移管先と なる法人等の選定が行われる予定です。 

 民間移管さ れる こ と は知っ ている けど、き ち んと 説明は受けていないし 、保育

所がこ れから どう なるのか不安と いう 方も 多いのではないでし ょ う か。 

 そも そも 民営化（ 民間移管） っ て何を するの？ 民間移管で、保育所はどう 変わる

の？ 子ども たち にどんな影響があるの？ わたし たち は民間移管にどう 備えたら

良いの？ 

 お仕事に育児に、毎日大変ですが、ちょ っ と 立ち 止まっ て、民間移管のこ と を 一

緒に考えてみませんか。 

 日時： 5/17 ( 金)  夜 7 時～  

 場所： じゅらく 保育所 ( ホール)   

 お話： 藤井 豊さん   
弁護士、 保育を考える全国弁護士ネットワーク共同代表。

京都市内の民間保育園の保護者で、 三児のお父さんです。 ( ) 

主催： 聚楽保育所保護者会・ 民間移管対策委員会 

お問い合わせ： j uraku_ i kantaisaku@outl ook. j p 

じゅらく保育所の民間移管について、 保護者が知っておきたいことなどを、 保育や民間移管問題に詳しい弁護士の藤井 豊さんよりお話いただきます。  
藤井さんを囲んで、 皆さんの疑問やご意見についても話し合いたいと思います。  難しくない、 気楽な勉強会です。 お子さんもご一緒に、 お気軽にご参加ください！ 

緊急企画 

mailto:juraku_ikantaisaku@outlook.jp
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市 営 保 育 所 の 民 営 化 で 、  

じ ゅ らく 保育所はどうなるの?!  

～みんなで知りたい、 考えたい、 民間移管のこと～ 

 2021年度からじゅらく 保育所が民営化（ 民間移管） されるにあたって、本年度は移管先となる法人等の選

定が行われる予定です。 

 民間移管されることは知っているけど、きちんと説明は受けていないし、保育所がこれからどうなるのか

不安という方も多いのではないでしょう か。 

 そもそも民営化（ 民間移管） って何をするの？ 民間移管で保育所はどう変わるの？ 子どもたちにどんな

影響があるの？ わたしたちは民間移管にどう備えたら良いの？ 

 お仕事に育児に、毎日大変ですが、ちょっと立ち止まって、民間移管のことを一緒に考えてみませんか。 

 日時： ６ /１ ４  ( 金)  夜 7 時～  

 場所： じゅらく 保育所 ( ホール)   

 お話： 藤井 豊さん   
弁護士、 保育を考える全国弁護士ネットワーク共同代表。

京都市内の民間保育園の保護者で、三児のお父さんです。 ( ) 

主催： 聚楽保育所保護者会・ 民間移管対策委員会 

お問い合わせ： juraku_ ikantaisaku@ outlook.jp  

じゅらく保育所の民間移管について、 保護者が知っておきたいことなどを、 保育や 民間移管問題に詳しい弁護士の藤井 豊さんよりお話いただきます。 藤井さん を囲んで、 皆さんの疑問やご意見についても話し合いたいと思います。  
 

難しくない、 気楽な勉強会です。 お気軽にご参加ください！ 

緊急企画 

りたーんず！ 

※ ロタウイルスの流行で延期になっていた企画です。 

※ お子さんとご一緒にお越しいただいても大丈夫です！ 

裏面も お読みく ださ い！ 

mailto:juraku_ikantaisaku@outlook.jp


ご質問・ ご意見、大募集！ 

 じ ゅら く 保育所の民営化（ 民間移管）、わから ないこ と だら けですよね。 

 でも 大丈夫。今回、講師を お願いし ている藤井 豊さ んより 、「 わから なく て当然なんです。できる

だけご質問にお答えし よう と 思いますので、知り たいこ と 、気になるこ と 、不安なこ と 、何でも お聞

かせく ださ い」 と いう あり がたいご連絡をいただきまし た。 

 そこ で、事前にじ ゅ ら く 保育所の民営化（ 民間移管） について、皆さ んのご質問やご意見を 大募

集し たいと 思います！ 

 気になっ ているあんなこ と やこ んなこ と 、も ちろ んご質問でなく ても 、民営化（ 民間移管） への

期待や不安などなど、何でも 結構です。 

 「 き き たいこ と 、言いたいこ と はたく さ んあるけど、当日は都合が悪く て参加でき なく て…」 と

いう 方のご質問・ ご意見も 、きちんと 藤井さ んにお伝えし ます。 

ご質問・ ご意見等をご自由にお書き く ださ い。 

 

 ご質問・ ご意見は、各ク ラ スの民間移管対策委員にお渡し いただ

く か、職員室前に置かれている 保護者会のご意見箱に投函し てく だ

さ い（ 無記名でも 結構です）。 

メ ールでも 受け付けていますので、お気軽にお寄せく ださ い！ 
 

民間移管対策委員会 E-mail:  ju raku_ ikantaisaku@ outlook.jp   

mailto:juraku_ikantaisaku@outlook.jp


「 募集要項」 を 

読もう ！作ろう ！ 
 

保護者参加型 

「 募集要項」 検討 

ワーク ショ ッ プ 

緊急企画・ 第 2 弾 

 じ ゅら く 保育所の民間移管にあたっ て、移管先選定の基準や条件を決める

のが「 募集要項」 です。 

 でも「 募集要項」 の問題点を 見つけたり 、保護者の要望や意見を まと めた

り するのはと ても 大変。保育や保育所運営についての専門的な視点も 必要で

すね。 

 そこ で、弁護士の藤井豊さ んが、６ 月２ ８ 日に京都市が示す「 募集要項」

の第 1 案をも と に、その内容を 解説し てく ださ います。 

 それを 踏まえて、みんなでワイ ワイ 話し 合い、移管に向けて「 募集要項」

の「 保護者案」 作り を 始めてみませんか。 

 藤井さ んが丁寧に解説し てく れるので、専門的なこ と は分から なく ても 大

丈夫。普段の保育所の「 いいな！」 と 思う と こ ろ、「 こ れはちょ っ と …」 と 思

う と こ ろ などを 、保護者の目線で持ち寄り ながら 、みんなが納得でき る 「 募

集要項」 をめざし まし ょ う ！ 

７ 月４ 日（ 木） 午後７ 時より  

じ ゅ ら く 保育所ホール 

講師：藤井豊さ ん（ 弁護士）  

先
日
㯁
勉
強
会
㮺
㯕
㮈
分

㮞
㯝
㯗
㮬
㮗
㮉
㮻
大
好
評

㯁
藤
井
㮨
㯦
㮟
㭾
㮈
募
集

要
項
㮉
㯥
大
解
説
㱪 

主催： 聚楽保育所保護者会・ 民間移管対策委員会 

お問い合わせ： juraku_ ikantaisaku@ outlook.jp  裏面も お読みく ださ い！ 

※ で きるだけ、 ７ 月３ 日（ 水） 配布予定の「 募集要項」 案をご持参く ださい。  
 

※ お子さんと ご一緒にお越しいただいても大丈夫で す！ 

mailto:juraku_ikantaisaku@outlook.jp


ご質問・ ご意見、大募集！ 

ご質問・ ご意見等をご自由にお書き く ださ い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

よろし ければ、ク ラ ス・ お名前などをお書き く ださ い                    

 

 ご質問・ ご意見は、各ク ラ スの民間移管対策委員にお渡し いただ

く か、職員室前に置かれている 保護者会のご意見箱に投函し てく だ

さ い（ 無記名でも 結構です）。 

メ ールでも 受け付けていますので、お気軽にお寄せく ださ い！ 
 

民間移管対策委員会 E-mail:  ju raku_ ikan taisaku@ outlook.jp   

 ６ 月２ ８ 日（ 金）、京都市より じ ゅら く 保育所の移管先を募集するための「 募集要項」 第１ 案が

示さ れまし た。 

 でも こ の「 募集要項」、保育のこ と や子ども の発達・ 成長のこ と 、保育所運営のこ と などについ

て、専門的な視点で読み込まないと よく 分かり ません。 

 そこ で今回も 、講師の藤井さ んにいろ いろ 教えていただく ため、「 募集要項」 案やじ ゅ ら く 保育

所の民営化（ 民間移管） についてのご質問やご意見を 大募集し ます！ 

 「 じ ゅ ら く 保育所のこ んなと こ ろ を維持し てほし い！」「 移管先を選ぶ時はこ んなと こ ろ をよく

見て！」 などなど、何でも 結構です。 

 「 いろ いろ 意見はあるけど、当日は都合が悪く て参加でき ない…」 と いう 方も 、ぜひご質問・ ご

意見を お寄せく ださ い。 

mailto:juraku_ikantaisaku@outlook.jp


し かし 、 最終的に確定し た募集要項では、 こ れら のほと んどが 要件から 外さ れてし まいまし た…。
そこ で、 聚楽保育所保護者会と 民間移管対策委員会は、 募集要項に「 参考」 と し て付さ れる「 保護者会
のページ」 に、 応募を予定し ている法人に向けた「 思い」 と 「 条件」 を掲載し まし た。

（ 内容は、 配布済みの確定版募集要項を ご覧く ださ い）

民間への移管は、 我々保護者・ 子ども たち が望んだこ と ではなく 、 京都市の都合によ っ て行われる こ と な
ので、 現状の保育の水準を 下回る よ う なこ と になら ないよ う 、 移管先の法人を 選ぶのであれば、 慎重に、 か
つ、 子ども と 保護者の視点に立ち 選定を 行い、 聚楽保育所の保育の水準を 維持する こ と 。

現状の聚楽保育所の保育の水準を 維持する ため、 京都市営保育所の保育を 基準にし た審査項目・ 審査基準
にする こ と 。 それができ なければ、 まずは、 同じ 項目で聚楽保育所を 評価し 、 その点数を 下回る 法人は、 如
何に競合の中で得点が高く と も 選定を し ないこ と 。

聚楽保育所では７ 時から １ ９ 時までの１ ２ 時間の保育が保障さ れており 、 こ れを 移管先法人の担任予定者
が引き 継ぎの期間に１ 人で引き 継ぐ こ と は現実的に不可能である 。 そのため、 引継ぎの要員を 十分に確保す
る こ と 。

また、 調理員についても 、 離乳食や、 個別食に対応する ためにも ４ 月から 一年間の引き 継ぎを 行う よ う に
する こ と (募集要項案では移管手前の3 か月間のみ) 。

保育の水準を 維持する ためには、 京都市営保育所の職員と 同じ 目線、 意識を 持つこ と が重要である ため、
移管先法人の職員には京都市の職員が受ける 研修への参加を 義務付ける こ と 。

聚楽保育所は、 いろ いろ な子ども たち や、 様々な事情を 抱えている 保護者の方が利用し ている 。 そう し た
子ども たち 、 保護者を 温かく 迎え入れてき た聚楽保育所の意識と 役割を 確実に引き 継ぎ、 保育を 必要と し て
いる 人たち のための保育施設と し て存続さ せる こ と 。

2016年9月10日発行
聚楽保育所民間移管対策委員会

VolVolVolVol ...11111111た け う また け う また け う また け う ま
～聚楽保育所の移管に～聚楽保育所の移管に～聚楽保育所の移管に～聚楽保育所の移管に

法人から の応募なし ！～法人から の応募なし ！～法人から の応募なし ！～法人から の応募なし ！～

１ ．

応募が無かっ た理由はまだはっ き り し ていませんが、 現在の聚楽保育所の保育を引き 継ぐ
のは難し いと 判断さ れたから と 考えら れます。 移管に不安を感じ 、 保育内容・ 水準の維持
を粘り 強く 訴え続けてき た取り 組みも 何かし ら の効果があっ たのではないでし ょ う か。

こ の結果、 当初予定さ れていた平成3 0 年度の民間移管の可能性はほぼ無く なっ たと 考え
ら れます。

平成平成平成平成3 03 03 0 年の民間への年の民間への年の民間への年の民間への
移管は困難な状態に！移管は困難な状態に！移管は困難な状態に！移管は困難な状態に！

聚楽保育所の保育の水準の維持

２ ． 最低点の設定

３ ． 引き 継ぎ・ 共同保育の期間を十分に確保する

４ ． 移管先法人の職員への京都市の職員と 同等の研修の義務付け

５ ． 障害児、 配慮の必要な子ども たちと 親のためであり 続けるこ と

意 見 聴 取 で の 保 護 者 の 意 見意 見 聴 取 で の 保 護 者 の 意 見意 見 聴 取 で の 保 護 者 の 意 見意 見 聴 取 で の 保 護 者 の 意 見

こ れまで、 ご心配をいただいた皆さ ま、 署名をはじ め、 いろいろ な活動にご協力いただい
た方々に改めて御礼申し 上げます。

7 月から 開始さ れた聚楽保育所の移管先法人の募集。 8 月2 9 日の募集締め切
り までに応募がなかっ たこ と が8 月3 1 日付の保育課から の通知で明ら かにな
り まし た。

5 月から 移管先法人の募集に向けた選定部会が開かれ、 募集要項の作成が進めら れてきまし た。
第2 回（ 6 月1 4 日） 、 第3 回（ 7 月1 日） の選定部会では聚楽保育所の保護者への意見聴取が行われまし た。
その中で、 保護者会会長はじ め重度障害児の保護者が意見を述べたほか、 移管先法人の選定にかかわる書
類審査と 実地審査の審査基準と 「 移管後の運営に係る基本事項」 について、 保護者側が作成し た案を提出
し まし た。



編集後記編集後記編集後記編集後記

保育を 必要と し ている 人たち にと っ て価値ある 施設であり 続
ける よ う にし ていかなく てはいけないんだと 強く 思っ ていま
す。 聚楽に降っ てわいた「 民間移管」 の話。 そんなこ んなで
第1 章はこ れにて結びと 相成り ます。 そし て聚楽は間も なく
4 0 周年。 それは大いにお祝いし たいなぁ …。

おれんじ つばき 父

とりあえず・・・とりあえず・・・とりあえず・・・とりあえず・・・

今 年 度 ( 2 0 1 6 年 度 ) こ れ ま で の 流 れ と 動 き

じ ゅ ら く 保育所の民間移管を めぐ る 動き と 保護者会・ 対策委員会の取り 組み

募集かけて応募なし …と り あえずは平成3 0 年度の移管はな
く なっ た… 「 ひと まずは… 」 と 思う のだけど、 移管の話自
体がなく なっ たわけではないと いう のが若干引っ かかっ てい
ます。 こ の先、 いっ たいどう なる のか。 来年度、 聚楽を 希望
し て入っ てく る 人たち は大丈夫だろ う か…いろ いろ と 考えて
し まいます。 たと え、 移管の話が進んだと し ても 、 私たち や

8 日
保護者会よ り 京都市子ども ・ 子育て会議会長西岡正子氏お
よ び同会議の全委員宛に民間移管にかかわる 要望書を 提出。

2 7 日
保護者会と し て西岡会長と 面談。 移管の検証の方法や移管
の進め方などについて意見を 交わし 、 西岡会長よ り 市長や
副市長に意見を 述べる などの回答を も ら う 。

6 日
保護者会よ り 選定部会の全委員宛に「 京都市聚楽保育所の
移管先選定に関する 要望書」 を 提出。

9 日
平成2 8 年度第1 回市営保育所移管先選定部会が開催さ れる 。
開始前に安保千秋部会長に改めて「 要望書」 を 手渡し 。

2 7 日
保護者会総会にて本年度保護者会長を 選出。 また、 民間移
管に関わる 活動について、 民間移管対策委員会に一任し て
いただく こ と が承認さ れる 。

選定部会では選定部会では選定部会では選定部会では………

部会長が保護者の視点を 代表し ている はずの市民公募委員
に対し 「 応募する 法人の目で募集要項の確認を 」 と 発言し
て、 その視点を 限定し たほか、 保育内容・ 水準の維持を 訴
える 保護者を 茶化すよ う な発言や、 障害児の保護者を 代表
し ている はずの委員によ る 重度障害児の保護者に対する
「 (保育所の体制ではなく )保育士の熱意や気持ち があれば入
園でき る 」 と の発言、 委員の準備不足、 スケジュ ールを 優
先する かのよ う な運営のあり 方など、 保護者の意見や保育
の実状への無視・ 無理解が目立ち まし た。

3 日
京都市保育課が募集要項案についての保護者説明会を 開催。
事前/当日に募集要項案が配布さ れず、 選定部会の会議録
も 未公開のため説明会が成立せず。 6 日に全戸配布さ れた。

9 日
保育課、 募集要項案の第2 回保護者説明会を 開催。 保護者
会よ り 募集要項案に対する 全1 7 6 項目の質問状を 提出し 、
回答がある まで選定部会での保護者意見聴取は困難である
こ と を 申し 入れる 。

1 3 日
保育課よ り 1 9 時過ぎに質問状に対する 回答がある も 、 翌
日に控えた第2 回選定部会に向けて保護者意見を 取り まと
める こ と は困難である ため、 意見聴取に応じ ら れないこ と
を 伝える 。

1 4 日
第2 回選定部会開催。 聚楽保育所よ り 3 名の保護者が保育
課の対応の問題と こ れまでの経緯、 基本的な考え方のみを
説明し 、 第3 回選定部会での再度の意見聴取を 要請する 。

1 日
第3 回選定部会開催。 聚楽保育所よ り 3 名の保護者が意見
を 述べ、 保育内容や水準の維持を 求める （ 詳細は表面を 参
照） 。 事務局（ 保育課） から も 、 保護者の最低限の要望で
ある 「 最低点の設定」 「 点数配分」 「 引き 継ぎ・ 共同保育
期間」 「 保育士の経験年数」 「 研修」 が提起さ れる も 、 審
議の結果、 ほと んどが否決さ れた。

4 日
選定部会の進め方と 委員の発言等について、 保育課に意見
書を 提出。 翌日、 保育課よ り 「 各委員に伝える が、 発言に
ついては各委員の判断に任せる ほかない」 と の回答がある 。

8 日
第4 回選定部会開催。 聚楽保育所保護者から の提案事項が
議題と なる も 、 十分な審議がなさ れず終了し 、 募集要項が
確定さ れる 。 移管先募集に向けたスケジュ ールが優先さ れ
たため、 1 1 日には保護者全体の確認を 取れないまま「 保
護者会のページ」 を 提出。

1 4 日
移管先法人の募集開始。 募集期間中、 応募予定法人が（ 通
常の保育時間ではなく ） 子ども たち の昼寝時間中に聚楽保
育所を 視察し ていたこ と が後に判明。

1 9 日
保育課、 確定さ れた募集要項について、 保護者説明会を 開
催。 選定部会の運営や委員の態度等についての保育課の責
任を 確認し 、 回答を 求める 。

3 1 日
保育課よ り 聚楽保育所の移管先法人募集に応募が無かっ た
こ と の報告と 、 「 今後再公募に向けた検討を 行う 」 旨が通
知さ れる 。

2 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 6 年年年 444 月月月

2 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 6 年年年 555 月月月

2 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 6 年年年 666 月月月

2 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 6 年年年 777 月月月

2 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 6 年年年 888 月月月

7 日
保護者会よ り 選定部会の全委員宛に意見書を 提出し 、 保護
者意見を 十分に踏まえた上での審議を 要望。
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～民間移管対策委員会の活動と
今年度の結果を 振り 返る～

こ の再公募に向けた検討の中で保育課は、 当初「 聚楽保育所の
移管先法 への応募」 に興味を し ていた6人 ⺬ つの法 から 、 「 応人
募し なかっ た理由」 をヒ アリ ングし まし た。
その結果、 以下のよ う な返答があっ たと のこ と です。

現在、 京都市（ 保育課） は来年度に再公募を実施する かどう か
を検討し ています。

前号の『 たけう ま』 でも ご報告し まし たが、 今年度は法 から人
の応募がなかっ たため、 聚楽保育所の2 0 1 8 （ 平成3 0 ） 年度か
ら の 間移管はなく なり まし た。⺠

法人
意向調査

時点
確認内容

法人A 検討
移管後， 建替えを 実施し たいが， 児童館と の合築である ため，
建替えの条件が厳し い。

法人B 検討 2 9 年度から 新園を 運営するため， 今回は見送る 。

法人C 検討
人材(園 予定者を 含む)⻑ を確保でき る か見通し が立たなかっ た
保護者会の反対が強い印象がある 。

法人D 関心 建物購入や土地借受に係る 費用が想定より 高かっ た。

法人E 関心 意向調査への回答後， 具体的な検討は行っ ていない。

法人F 関心

建物の状況(老朽化)から ， 近い将来， 大規模な改修が必要と なる
と 見込まれる 。
また， 改修などの際， 合築と なっ ている児童館と の調整が必要。
施設の構造上， 防犯面に不安がある。

聚楽保育所の移管先候補者に
応募し なかっ た理由

法 の回答の中には、 「 構造上の問題」 や「 移管後の運営体制を用意でき ない」 な人
ど、 当初より 問題になる こ と が予想さ れ、 保護者が繰り 返し 指摘し てき た点も 含ま
れています。
スケジュ ールを優先さ せて、 こ れら の問題を先送り し てき た京都市の 間移管の進⺠
め方に問題がある と も いえそう です。



編集後記

説明会や意見交換会でずっ と 指摘し てき た問題点が応募予定
の法人から 出さ れ、 移管し よ う と も 「 いかん」 と も でき ない
移管問題。 そも そも コ スト を 抑える ための 間移管なのに、⺠
移管に関する 問題解決にコ スト を かける なんてバカ なこ と は
し ないよ ねぇ …ねぇ 、 し ち ょ ーさ ん。 おれんじ つばき 父

平成28年度もあと少し・・・

保護者会は現在、 京都市と およ そ に 回程度、 間移管についての意 交換を月 ⼀ ⺠ 見
おこ なっ ています。

「 平成3 0 年度」 と いう タ イ ムリ ミ ッ ト が現時点ではなく
なっ たけど、 2 月1 5 日現在、 その後のこ と は何も 決まっ て
いないんだよ ね。 時限装置の解除まではでき ていないと いう
こ と 。 そも そも 、 解除ができ る のかどう かも わから ないっ て
いう 状態でこ のまま続ける のも 、 う ∼ ん…っ て感じ です。

「 難し そう 」 「 忙し い」 「 どう せ変わら ない」 …
と いう 気持ち も あるかと 思いますが、 保護者の思
いや考えを伝える 、 大切な場になっ ています。

こ れまでの意 交換会や、 移管先選定部会での見
保護者意 の表明等を 通じ て、 応募を 予定し てい見
た法 に「 保護者の反対や不安が強い」 こ と も 伝人
わり まし た。

夕方のお忙し い時間から ではあり ますが、 途中
参加や途中退室も も ち ろ ん可能です。 意 交換会の間の保育も あり ます。見

皆さ んのお時間の許す範囲でご参加いただき 、 思いや考えを 京都市に伝えるこ
と で、 間移管の是非も 含めた意 の交換ができ ればと 思います。⺠ 見

次回の「 聚楽保育所の 間移管に関する意見交換会」 は⺠

2 月2 8 日(火)１ ９ ： ０ ０ ∼
たく さ んの方のご参加を お待ちし ており ます。

「 修学院保育所の存続を 求める 署名」 に ご 協力く だ さ い

意 見 交 換 会 に 参 加 し ま せ ん か

聚楽保育所保護者会が2 0 1 5 年度に「 聚楽
保育所の存続を 求める署名」 を集めた際、 多
く の方々から ご協力を いただき まし た。

現在、 2 0 1 9 （ 平成3 1 ） 年度に 間移管⺠
さ れる予定の修学院保育所（ 左京区） の⽗ ⺟
の会も 、 同様の署名を 集めています。

別途、 皆さ んに署名用紙を お配り し ており
ますので、 ぜひご協力く ださ い。

職員室前に提出箱を 設置し ています。

署名は2 2月 5 日まで募集し ています。

メ ールでも 署名を 受け付けているそう です。
署名用紙と 資料は以下のU RLでも ダウンロー
ド でき ます。

【 署名用紙】
http ://ik a n .b log .jp /s y u .s y om e i.p d f 
【 関連資料】
http ://ik a n .b log .jp /s y u .tenpu .p d f 

⺠ 間移管対策委員選出のお願い
2 0 1 4 年度に有志によっ てスタ ート し た

「 間移管対策委員会」 ですが、 現在は保護⺠
者会の活動のひと つに位置づけら れています。

各ク ラ スで新年度の役員・ 委員を決める際、
間移管対策委員2⺠ 名も 選出し てく ださ い。
今後、 仮に聚楽保育所が 間に移管さ れた⺠

場合は、 移管先法 と 京都市、 保護者でつく人
る三者協議会において、 移管にあたっ ての課
題などが協議さ れるこ と になり ます。

間移管対策委員会は、 こ の三者協議会の⺠
ベースにも なり ます。

∼ ご負担を おかけいたし ますが、 どう ぞよろ し く お願いいたし ます。 ∼

http://ikan.blog.jp/syu.syomei.pdf
http://ikan.blog.jp/syu.tenpu.pdf
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民間移管対策を進めるにあたって～民間移管対策委員会の考え方～

京都市が6 月1 6 日付で聚楽保育所の全世帯に配布し た文書に「 間移管に関する意向調査期間中に聚楽保育所⺠
保護者会が市内の 間保育園に送付し た書簡の影響で、 正常な回答が得ら れなかっ た」 と いっ たこ と が記さ れて⺠
おり 、 驚かれた方も 多いかと 思います。

私たち 間移管対策委員会は、 こ の京都市の通知はと ても 方的で、 おかし なも のだと 考えています。⺠ ⼀

こ こ までの経緯
説明会での京都市から の説明

2 0 1 6 年

8 月3 1 日 応募法人なし 発表

1 0 月1 9 日 今後の展開検討中

1 2 月1 6 日 今後の展開検討中

2 0 1 7 年

1 月1 8 日 今後の展開検討中

3 月3 0 日 3 1 年度は再公募は
し ない考えと 説明

5 月末 意向調査を 実施

2 月2 8 日 今後の展開検討中

そう し たなか、 し かるべき 手続き を踏まないまま「 再公募」 に向けた意向調査が行われたこ と に、 私たちは大
変困惑し ています。

そこ で、 も し 聚楽保育所の 間移管に対し 応募を予定・ 検討さ れる場合は、 保護者会の考え方や基本的な要望、⺠
子ども と 保護者の立場や思いを尊重し 、 こ れを十分に踏まえた上で対応するよう にし てく ださ い。

私たちから の具体的な要望は次の1 0 項目です。

① 最低でも 聚楽保育所の 営化が決定さ れた⺠
2 0 1 4 （ 平成2 6 ） 年度時点の保育内容・ 水準を
維持するこ と

② いつまでも 人ひと り の子ども と 保護者のため⼀
の保育所て ◌゙あり 続けるこ と

③ 職員及び法人役員すべてが、 常に個々の子ども
の最善の利益を保障するこ と

④ 保護者会と の関係性を維持し 、 保護者会の意向な
く 保育に関わる内容を変更し ないこ と

⑤ どんな家庭、 どんな子ども でも 、 保育を必要と
する人たちのために常に受け入れら れる態勢を
維持するこ と

⑥ こ れまで聚楽保育所が行っ てき た保育内容を尊
重し 、 継承すると と も に、 「 聚楽」 の名称を残
すこ と

⑦ 営利のための保育所ではなく 、 福祉と し ての保
育所であり 続けるこ と

⑧ 職員の満足度を高め、 働き たいと 思われる保育
所であり 続けるこ と

⑨ 上記8 つの項目を移管当日から 確実に実行する
ため、 移管先法人と し て確定し た日か ら 準備す
るこ と

⑩ こ れら のこ と が「 でき ない」 「 理解でき ない」
のであれば、 応募はお控えく ださ い

【 市内の 間園に送付し た文書の要点】⺠

こ れまで、 法人への意向調査をはじ めと する 間移管に関する手続き は、 スケジュ ールばかり が優先さ れ、 当事⺠
者である子ども や保護者の意見はほと んど顧みら れませんでし た。

今年度は、 意向調査に合わせ 間移管に際し ての保護者と し ての基本的な考え方を市内の全 間園にあら かじ め⺠ ⺠
お伝えし たこ と で、 初めて、 子ども ・ 保護者の意見や要望を踏まえた意向調査が実現し たと 考えています。

私たちが書簡を送付し たこ と で「 正常な回答が得ら れなかっ た」 と いう のは、 あまり にも 方的な決め付けでは⼀
ないかと 考えています。

聚楽保育所保護者会は、 市営保育所の 間移管自体に反対し ているわけではあり ませんが、 こ れまでの京都市⺠
の説明や移管先法人等の審査・ 選定のあり 方等には問題を感じ ており 、 こ のままでは、 移管によっ て子ども や
保護者に多大な影響や負担が生じ てし まう のではないかと 心配し ています。

そこ で、 保護者会が市内の 間園に書簡を送付し た理由と 、 その内容に⺠
ついてお知ら せし ます。

京都市はも と も と 、 聚楽保育所を2 0 1 8 （ 平成3 0 ） 年度から 間に移管⺠
するため、 昨年8 月に移管先を募集し まし たが、 応募が 件も あり ません⼀
でし た。

その後「 再公募」 について何度も 保護者と の意見交換を重ねた結果、 ⼀
度は「 2 0 1 7 （ 平成2 9 ） 年度中には再公募を実施し ない方針である」 と 京
都市より 説明さ れまし た（ 2 0 1 7 年3 月末） 。

と こ ろ が、 5 月9 日にはこ の説明を 方的に覆し て、 2⼀ 0 1 9 （ 平成3 1 ）
年度の 間移管を前提に、 聚楽保育所の移管について 間の法人へ移管を⺠ ⺠
受ける意向を調査するこ と が発表さ れまし た。

こ れを受けて、 こ のよう な 方的な進め方では、 子ども と 保護者の意見⼀
や思いを反映し た意向調査になら ないと 考え、 聚楽保育所保護者会と 間⺠
移管対策委員会で、 市内で 間園を運営する法人に私たちの考え方を伝え⺠
る書簡を送付するこ と にし まし た。



方的な反対ではなく 確実な質の維持を 求めて⼀

間移管対策委員会は、 方的に 間移管に反対し ているわけで⺠ ⼀ ⺠
はあり ません。

2 0 1 4 年夏に聚楽保育所の 間移管が発表さ れて以来、 すでに3⺠ 年
が経過し まし た。 その間、 聚楽保育所が 間移管対象保育所である⺠
こ と を了解し た上で入所さ れた方々も 沢山おら れます。 また、 間⺠
移管に賛成さ れる方々も 当然おら れます。

そう し たこ と を踏まえて、 間移管対策委員会では、 移管そのも⺠
のの賛否は問わず、 移管にあたっ て、 こ れまでの聚楽保育所の保育
内容や保育水準を維持するこ と を前提に、 その具体的な方法を京都
市と 協議し てき まし た。

移管の賛否に関わら ず、 子ども と 保護者に負担や影響を生じ さ せ
ないこ と こ そ、 間移管の最低条件だと 考えるから です。⺠

対策委員会が

京都市と移管先法人に求めるポイント

・ こ れまでの聚楽保育所の保育内容・ 水準
を維持するこ と

・ 障害等の事情・ 背景を持つ子ども に今ま
で通り 対応するこ と

・ 子ども と 保護者の同意なく 保育内容を変
えないこ と

・ 移管にあたっ て、 子ども と 保護者に影響
や負担を生じ さ せないこ と

今後の「 間移管対策委員会」⺠

2 0 1 4 年度に保護者の有志で発足し た「 間移管対策⺠
委員会」 ですが、 2 0 1 5 年度より 保護者会の活動の 環⼀
に位置づけら れています。

今年度から は、 各ク ラ ス2 名ずつ「 間移管対策委⺠
員」 を選出し ていただく こ と になり まし た。

今後、 仮に聚楽保育所の移管先法人が決まっ た場合、
移管にあたっ ての課題や移管後の運営のあり 方について
は、 保護者と 法人と 京都市でつく る「 三者協議会」 で協
議を行います。

基本的に、 移管先法人は「 三者協議会」 の決定を無視
し て運営するこ と ができ ないよう になっ ています。 その
ため、 法人は新たな取り 組みや、 こ れまでの保育内容の
変更をおこ なう 場合、 「 三者協議会」 で保護者や京都市
と 協議を行い、 その同意を得なく てはなり ません。

「 間移管対策委員会」 は、 間移管の問題点や保育⺠ ⺠
内容・ 水準の維持等について京都市と 協議を行う だけで
なく 、 将来的に聚楽保育所が 間に移管さ れるこ と を⺠

編集後記

「個」も大事、でも「全体」もやっぱり大事・・・
お手伝いさ せていただき たいと 思っ ています。 自分の子ども も 大切
ですが、 こ こ (じ ゅ ら く )にき ている全ての人が大切なんだなぁ …(ま
た気持ち悪いと いわれてし まう )。
そんなラ スト イ ヤーも も う すぐ 半分経過！さ ぁ 、 後半、 まいり ま
し ょ う ！後半し ゅっ ぱ∼ つ！ ぶどう つばき 父

想定し て、 こ の「 三者協議会」 に向けた準備も 進めてい
ます。

聚楽保育所の移管先法人が決まっ た場合、 現在の「 ⺠
間移管対策委員」 は、 保護者の代表と し てこ の「 三者協
議会」 に参加し 、 より 良い運営に向けて、 法人や京都市
と 協議を行う こ と になり ます。

今年度、 各ク ラ スから 「 間移管対策委員」 を選出い⺠
ただいたのは、 間移管に関わっ てこ れまでに保護者か⺠
ら 出さ れた意見や思いを、 確実に「 三者協議会」 へと 引
き 継いでいく ためでも あり ます。

「 三者協議会」 は、 子ども たち 人ひと り 、 そし て保⼀
護者自身にも 大き く 関わる、 保育の内容や保育所の運営
について、 保護者の視点に立っ て意見を 言える場になり
ます。

多く の皆さ んに、 様々なご負担をおかけいたし ますが、
ご理解と ご協力をいただき ますよう 、 よろ し く お願いい
たし ます。

2 9 年度が始まり 大分たっ ちゃ いまし たが、 今年度も また、 新し い
お友だち、 職員の方々をお迎えし 「 京都市聚楽保育所」 の1 年がス
タ ート し まし た。 個人的には保育所生活最後の年(のはず)。 また思
いっ き り 楽し んでいき たいと 思っ ているわけであり ます。
全ての子ども ・ 保護者の方と お話ができ るよう に、 そし て全ての人
たちが楽し く 通っ てこ れるよう に…と 思っ ていろいろ なこ と を

内容 名称 活動内容

移管先法人が決まっ た場合 三者協議会
保護者の代表と し て、 移管さ れる法人、 京都市と 保育
園の運営における、 保育内容や園の状態について協議
を行う

移管対象保育所であり 続けた場合 変更なし
引き 続き 京都市と 移管先法人が決まるまで保育水準の
維持のための方法や、 選定における問題点の解消につ
いて意見を交換

移管対象保育所でなく なっ た場合
変更なし
(または解散)

京都市と し て 間移管を撤廃の場合、 完全解散を予定⺠
他の保育所が移管対象と なっ た場合、 こ れまでの活動
の具体例を紹介し サポート をする

● ちなみに… いろ んなパタ ンで「 間移管対策委員会」 の今後を考える⺠

8 月2 2 日(火)に京都市から の説明会で、 現時点でも まだ平成3 1 年度の再公募を行う のかどう かが
「 検討中」 と 話があり まし た。 なんだかんだで8 月も 終わり 。 2 9 年度も 残り 半分のタ イ ミ ングで、
今後どのよう に進んでいく のか…引き続き、 京都市へ説明と 対応を求めていきます。
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じ ゅ ら く 保 育 所 

民 間 移 管 対 策 委 員 会 

N e w s  L e t t e r 

V o l .1 4  
 2 0 1 8 /5 /2 5  

聚楽保育所保護者会 

民間移管対策委員会 

新年度も 2 ヶ月近くが過ぎ、子どもたちも保護者の皆さんも、新しいクラスに慣れてき

た頃でしょうか。

このニュースレター『たけうま』は、聚楽保育所保護者会の民間移管対策委員会が発行

する、保護者の皆さんへの大切なお知らせです。

今号は少し長いですが、ぜひお読みください。

 聚楽保育所は現在、京都市が直接運営し

ている市営保育所ですが、 2014（ 平成 26）

年 10 に月 京都市が策定し た『 市営保育所

の今後のあり に方 関する 基本 針方 （ 改定

版）』 では、「 市営保育所の運営にコ スト が

かかる」 と いっ た理由で、保育所の運営を

間⺠ の法 等に人 移管（ 間移⺠ 管） し 、 営⺠
化する方 針が さ示 れています。  

 保護者の皆さ んのなかには、 所入 説明会

等で聚楽保育所が 間移管⺠ の対象になっ

ていると 知っ て、不安に感じ ている も方 お

ら れるのではないでし ょ う か。  

 こ の 間⺠ 移管に対応するため、2014 年

10 に月 保護者の有志が⺠ 間移管対策委員

会を設 し立 、 2015（ 平成 27） 年度から は

こ れを 保護者会の委員会のひと つに位置

づけて活動し てき まし た。  

 
民間移管対策委員会の考え方 
 

 間⺠ 移管には、様々な意見 や考え方 があ

り ます。 聚楽保育所では、 2014 年夏に⺠
間移管の 針方 が発表さ れた当初、9 割以上

の保護者の 々が反対の意方 思を し てい示
まし た。  

 し かし 、 それから すでに 4 年近く が経

つなか、 間⺠ 移管の対象保育所であるこ と

を承知し 、納得さ れた上で 所入 さ れた方 々

も 多く おら れます。  

 そのよう ななか、わたし たちは、⺠ 間移 

管に対する 意 や見 考え の違いで保護者方
や子 ども たち、それに保育士 さ んや職員さ

んがバラ バラ になっ たり 、 間⺠ 保育園の保

育を 否定し たり する こ と があっ てはなら

ないと 考えています。  

 

 そこ で、⺠ 間移管対策委員会では、 間⺠
移管そのも のの賛否はでき る だけ論点に

せず、移管にあたっ て、こ れまでの聚楽保

育所の保育の内容や 準水 を確定し 、それら

を 実質的に引き 継ぐ ための具体的な 法方
を京都市と 協議するこ と を 通し て、移管に

対する 不安や問題点がク リ アさ れる よ う

に働きかけてきまし た。  

 間移管に対する⺠ 意 や考え がどの見 方
よう なも のであっ ても 、子 ども と 保護者に

負担や影響を じ生 さ せないこ と が最低条

件であり 、全ての ど子 も と 保護者に共通の

願いであると 考えるから です。  

 
民間移管への不安・ 疑問 
 

 対策委員会ではこ れまで、京都市が決め

ら れたスケジュ ールやコ スト カ ッ ト を 優

先するあまり 、保育の内容や水 準を置き 去

り にし たり 、 ど子 も や保護者の 場立 や意見
を軽んじ たり するこ と がないよう に、要望

や協議を 重ねてき まし た。  

 また、聚楽保育所の移管先に応募し よう

と 考えている 間⺠ の法 等人 に対し ては、質 

民間移管対策委員会のこ れまでと 、 こ れから  
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を と も なわない安易な移管を おこ なう こ

と がないよ う に、 また、 移管先の法 等人
を 選定・ 評価する 京都市 ども ・子 育て子
会議の「 市営保育所移管先選定部会」 に

対し ても 、「 形ばかり の審議」 に陥るこ と

がないよ う に、 様々な働き かけを おこ な

っ てきまし た。  

 

 それでも 、 保護者が指摘し てき た移管

に関する 不安や問題点の多く は、 現在に

る至 まで未だク リ アさ れていません。  

 また、 それら に丁寧に対応する こ と な

く 移管を 強硬に進めよ う と する 京都市や

「 市営保育所移管先選定部会」 の姿勢に

対する疑問や不信感も 根強く あり ます。  

 

 そのため、 保護者のなかから は、 移管

にあたっ て、 こ れまでの聚楽保育所の保

育の内容や 準を 引き 継ぐ こ水 と は難し

く 、 また、 ど も や子 保護者への負担や影

響が強く 懸念さ れる こ と から 、 こ のまま

では聚楽保育所の⺠ 間移管に同意する こ

と はでき ないと いっ た声も 挙がっ ていま

し た。  

 
「 応募法人なし 」 から 再公募へ 
 

 こ う し たなかで、2016 年度には聚楽保

育所の移管先法 等人 の募集が わ行 れまし

たが、 様々な理由から 、 結果的に応募す

る法 は人 あり ませんでし た。  

 こ れに対し 、 京都市は「 再公募に向け

た検討を う 」 と 表行 明し たも のの、 その

時期や進め につい方 て 度も 明確⼀ な説明

がなさ れないまま、2 年近く が経と う と し

ています。  

 移管に関する 動き が えず、 保育見 所が

こ の先ど う なっ てし まう のか、 よ く 分か

ら ないまま 々を 過日 ごすのは、 子 ども も

保護者も 変大 不安なも のです。  

 

 京都市は、 再公募の 針が明確で方 はな

いにも 関わら ず、 今も 聚楽保育所は「 ⺠
間への移管対象保育所」 のままだと 説明 

し ています。  

 そのため、今後、移管に向けた動きが突

然具体化するこ と も 考えら れます。  

 その時、移管に関する不安や問題点と 向

き合い、聚楽保育所の保育内容や水 準を 引

き継ぐ ためにも 、聚楽保育所の保護者会と

し て、また 間⺠ 移管対策委員会と し て、し

っ かり と し た対応を 迫ら れる こ と になり

ます。  

 
移管先決定後を 見据えて 
 

 また、こ の先、仮に聚楽保育所の移管が

実施さ れたと し ても 、「 移管先が決まれば、

それで終わり 」 ではあり ません。  

 移管先決定後には、保護者と 移管先法人
と 京都市の三者が協議する場（ 三者協議会）

が定期的にも たれます。  

 移管後に保育内容が勝 に変更さ れた手
り 、 保育所の運営や保育の環境・ 条件、 保

護者の負担等が不当に改めら れたり する

こ と がないよ う 、 こ の三者協議会におい

て、保護者会や 間⺠ 移管対策委員会が、子
ども と 保護者の視点に っ立 て意 を見 述べ、

保育・ 保育所のあり 方 に主体的に関わっ て

いく 必要があり ます。  

 

※ 

 

 以上のよう な経緯と 課題を 踏まえて、聚

楽保育所保護者会の 間移管対策委員会⺠
は今年度も 引き続き、 間⺠ 移管に対する不

安や疑問、問題点等を解消し 、⼀ 人 ひと り

の ど も が 切子 大 にさ れる 保育が保障さ れ

るよう に、活動を継続し ていき たいと 考え

ています。  

 保護者の皆さ んに様々なご負担を おか

けいたし ますが、ご理解と ご協 を力 いただ

きますよう 、 よろ し く お願いいたし ます。 

 

2018 年 5 月 25 日  

 

聚楽保育所保護者会 

間⺠ 移管対策委員会 
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じ ゅ ら く 保育所の民間移管に関する こ れまでの経緯 

2 0 1 4 年度 
（ 平成 2 6 年度）  

2 0 1 8 年度 
（ 平成 3 0 年度）  

京都市、 市営保育所６ ヶ 所の 営⺠ 化（ 間移管）⺠ 針を方 発表。  

2017 年度移管： 錦林保育所（ 左京区）・ 砂川保育所（ 伏 区）見  

2018 年度移管： 聚楽保育所（ 中京区）・ 山 ノ 本保育所（ 南区）  

2019 年度移管： 修学院保育所（ 左京区）・ 淀保育所（ 伏 区）見

・ 聚楽保育所に 間移⺠ 管対策委員会が発足 。  

・ 京都市、『 市営保育所の今後のあり 方 に関する 基本 針方 （ 改定版）』 を 策定。 

 間移⺠ 管対策委員会、「 京都市聚楽保育所の存続を 求める署名」 を開始

（ 11 末までに月 5 ,0 44 筆を集め、 2016 年 1 月 22 に京都市へ提日 出）。  

間移⺠ 管対策委員会、 京都市議会に「 聚楽保育所の 間移管⺠ に係る改善」

を 陳情（ 2016 年 5 月 11 、 京都市議会日 の教育福祉委員会にて審議）。  

京都市、「 市営保育所における独 サ自
ービスの 直し見 」 と し て、 ①午睡用
布団提供の廃止 、 ②所外保育におけ

る交通料 及び金 お帳 の面 公費負担の

廃 、止 ③合同音 楽鑑賞会及び合同人
形劇鑑賞会の廃 、止 の３ 項 を通達目 。 

☞こ こ がポイ ント  
 

 京都市は、 間移管に⺠ あたっ て市営保育所の

保育条件を 変えないこ と を 約束し てき まし た。  

 し かし 、 こ の「 独自 サービスの 直し見 （ 廃 ）止 」

によ っ て 「 維持すべき 保育条件」 そのも のが移

管前にあら かじ め切り 下げら れる こ と になる た

め、 誠実な対応と は い言 難いも のです。  

京都市 ども子 ・ 育子 て会議の「 市営保育所移管先選定部会」 で聚楽保育所の移管先

選定作業開始。 保護者への意 聴見 取では保育の内容や 準の水 維持を求めまし た。  

京都市、聚楽保育所の移管先募集に対し 応募が無かっ た

ため、「 再公募に向けた検討を おこ なう 」 旨を 通知。  

2 0 1 7 年度 
（ 平成 2 9 年度）  

京都市、 各法 が聚人 楽保育所の移管に「 応募し なかっ

た理由」 をク リ アでき ないため、 2017 （ 平成 29） 年

度中には移管先の再公募を実施し ない 針方 と 説明。  

・ 京都市、 3 の説月 明を⼀ 方 的に覆し 、「 平成 29 年度 

 の再公募も 踏まえ」 て市内の各保育園等に対し 「 移 

 管を 受ける意向」 を 調査。  

・ 間移⺠ 管対策委員会、 市内の全 間園⺠ に対し 、 不当 

 な意向調査に応じ ないよ う 呼び掛ける 書文 を送付。  

2 0 1 5 年度 
（ 平成 2 7 年度）  

2 0 1 6 年度 
（ 平成 2 8 年度）  

☞こ こ がポイ ント  
 

 京都市が聚楽保育所の移管に応募を

予定し ていた法 に「人 応募し な かっ た

理由」 を 調査し たと こ ろ 、  

① 児童館と の合築なので移管後に建

て替えが難し い 

② 建物が 朽化し老 ており 改修が必要 

③ 材確保の 通し が たない人 見 立 （ 移

管後の運営体制を準備できない）  

④ 建物購 や 地入 土 借受の費 が い用 高  

⑤ 保護者会の反対が強い印象 

⑥ 建物の構造上防犯 に不面 安がある  

と いっ た点が挙げら れまし た。  

 こ れら の多く は当初から 問題になる

こ と が予想さ れ、 保護者が繰り 返し 指

摘し ていたも のです。  

 京都市はも と も と 、 こ れら の問題が

ク リ アさ れな いと 「 再公募」 はでき な

いと 明 し てい言 まし た。  

 今後も 、 こ れら の問題点が抜本的に

解消さ れない限り 、 行 政と し て 「 再公

募」 に踏み切る こ と は難し いはずなの

ですが…。  

・ 京都市、 意向調査の結果、 1 法 が人 聚楽保育所の 

 移管を 受けるこ と を検討し ている と 発表。  

・ その後、 こ の法 が意向人 を 取り 下げ。 こ れ以降、 

 京都市は「 再公募」 について「 検討中」 と し てお 

 り 、 時期や進め につい方 ての説明なし 。  

聚楽保育所の移管先「 再公募」 開始？ 

８ 月 

1 0 月 

８ 月 

３ 月 

４ 月 

５ 月 

８ 月 

３ 月 

５ 月 

６ 月 
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編集後記 
 

▼昨年度まで『 たけう ま 』 の編集を 担当し ていた保護者のお さ子 んがこ の春卒所さ れたため、 今年度よ り 新たに

編集を 担当する こ と になり まし た。 ▼レ イ アウト も 含めて紙面 を 新⼀ し てみたのですが、 情報を 詰め込み過ぎて、

字文 ばかり に。 早速反省。 ▼昨年度は結局、 聚楽保育所の 間⺠ 移管に進展なし 。 今年度も 未だに何の連絡も なし 。

▼それなのにずっ と 「 移管対象保育所」 のま まっ て、 いく ら なんでも そり ゃ ないよね。 ▼誰が運営し よ う と 、 保

育所が⼀ 人 ひと り の ど子 も にと っ て「 番良⼀ い場所」 であり 続けてほし いと いう のは、 贅沢な願いでし ょ う か？ 

2 0 1 8 年度民間移管対策委員会  

◆ぶどう 組 

  し みずさ ん よし おかさ ん  

◆おれんじ 組 
  はやし さ ん（ 保護者会三役兼任）   

◆れも ん組 
  すえと も さ ん おかださ ん 
 

◆り んご組 
  ひら まる さ ん ほんごう さ ん  

◆いちご組 

  かじ かわさ ん ごと う さ ん  

◆さ く ら んぼ組 
  ひがし さ ん（ 保護者会三役兼任）  
 

民間移管に関する ご質問・ ご意見等、  
お気軽にお寄せく ださ い！

 

▼ 

民
間
移
管
ま
で
の
流
れ
・
予
定
・
▲ 

こ れまでの「 選定部会」 では… 
 

 移管先法 等の人 「 募集要項」 の作成や審査・ 選定は、京都市 ど子 も ・

育て子 会議の「 市営保育所移管先選定部会」 で審議さ れます。  
 

 こ の「 選定部会」 は通常、 弁護 と 公認士 会計 の士 ほか、 保育の専門
家（ 学教授）大 、 障害児の保護者、 市 公募委員⺠ （ 保育園保護者） と いう

５ 名の委員で構成さ れており 、 それぞれの 場立 ・ 視点から 多 的に移角
管先の選定等を おこ なう と さ れています。  
 

 し かし 、 こ れまでの「 選定部会」 では、 委員から 、 保育の内容や水
準の維持を 求める 市営保育所の保護者の真摯な 訴えを 笑い物にし 侮

辱するよ う な 動言 や、障害児の保護者を深く 傷つける 差別的な発 な言
どがあり まし た。 また、 委員が特定の法人 の名前を 挙げてその活動を

賞賛し た上、 その問題性を指摘し た保護者に暴 を 浴び言 せるなど、 信

じ ら れない運営がなさ れてき まし た。  
 

 また、 委員が全体的に準備不 で、足 子 ども ・ 保護者の意 や見 場へ立
の無視・ 無理解や、 市営保育所の保育に関する基本的な知識の 如、欠
スケジュ ールや「 スムーズな移管」 を 優先するかのよう な運営のあり

など方 が多く みら れまし た。  
 

 こ の「 選定部会」 での形式的で粗雑な審議は、 ひと つの保育所と 、

そこ に通う ど子 も や保護者の未来を委ねる に値し ないも のです。  

 間移⺠ 管対策委員会では、 こ れら に対し ても 強く 抗議し 、 その改善

を求めてき まし た。  

京
都
市
子
ど
も
・
子
育
て
会
議 

市
営
保
育
所
移
管
先
選
定
部
会
で
の
審
議 

● 

市
内
の
各
法
人
へ
﹁
移
管
を
受
け
る
意
向
﹂
の
調
査
を
実
施 

● 

移
管
先
法
人
等
を
募
集
す
る
際
の
﹁
募
集
要
項
﹂
の
審
議 

● 

移
管
対
象
保
育
所
の
保
護
者
と
の
意
見
交
換 

﹁
募
集
要
項
﹂
に
は
移
管
に
際
し
て
法
人
等
が
守
る
べ
き
条
件
や

審
査
基
準
な
ど
も
盛
り
込
ま
れ
る
た
め

意
見
交
換
の
機
会
等
を

通
じ
て

こ
こ
に
保
護
者
の
意
見
や
考
え
方
を
反
映
さ
せ
る
よ
う

働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
 

﹁
募
集
要
項
﹂
の
確
定
・
移
管
先
法
人
等
の
募
集 

﹁
参
考
﹂
と
し
て
付
さ
れ
る
﹁
保
護
者
︵
会
︶
の
ペ
・
ジ
﹂
に


保
護
者
の
意
見
や
考
え
方
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
 

移
管
先
法
人
等
の
選
定
︵
審
査
︶ 

● 

法
人
の
運
営
実
績
と
将
来
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
の
書
面
審
査 

● 

法
人
の
運
営
実
績
に
つ
い
て
の
実
地
調
査 

移
管
先
法
人
等
の
審
査
は

運
営
実
績
よ
り
も
将
来
の
事
業
計
画

の
方
が
重
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る
点
数
配
分
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な
・
て
い
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た
め

そ
の
法
人

が
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こ
れ
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
保
育
を
お
こ
な
・
て
き
た
か
﹂
が

評
価
さ
れ
に
く
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
 

移
管
先
法
人
等
の
決
定
・
移
管
手
続
き
の
開
始 

⺠
間
へ
の
移
管
完
了 

● 

引
き
継
ぎ
・
共
同
保
育
の
開
始
︵
移
管
前
後
２
年
間
︶ 

● 

保
護
者
・
移
管
先
法
人
・
京
都
市
に
よ
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﹁
三
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会
﹂
の
定
期
的 
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つ
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じ ゅ ら く 保 育 所 

民 間 移 管 対 策 委 員 会 

N e w s  L e t t e r 
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聚楽保育所保護者会 

民間移管対策委員会 

早いもので、今年度ももう半分以上が過ぎ、冬に向かって日毎に寒さも増してきました。

11 月 1 日からは 2019（平成 31）年度の保育利用申込の受付も始まりましたが、聚楽保育所について

は「民間への移管対象保育所」とされたままで、詳しい説明は一切ありません。

そうしたなか、保護者の皆さんからも、「民間移管、どうなってるの？」という疑問の声をいただく

ことも多くなってきました。

今号の『たけうま』では、今年度上半期を中心に、市営保育所民営化の動向について解説したいと

思います。

聚楽保育所の状況 
 

 聚楽保育所は現在、 京都市が直接運営し てい

る公 保立 育所（ 市営保育所） です。 し かし 京都市

は 2014（ 平成 26） 年 10 、月 「 市営保育所は運

営にコ スト がかかる」 と いっ た理由で聚楽保育

所を 含む 6 ヶ 所の市営保育所の運営を 間⺠ の法

等人 に移管（ ⺠ 間移管） し 、 営⺠ 化する方 針を

し示 まし た。  

 2016（ 平成 28 ） 年には聚楽保育所の移管先

と なる法 の人 募集が行 われまし たが、 様々な理

由から 結果的に応募する 法人 はあり ま せんで

し た。 その後、 京都市は同年 8 に月 「 再公募に

向けた検討を う行 」 と 通知し たも のの、 その時

期や進め につい方 て 度も 明⼀ 確な 説明がなさ

れないまま、すでに 2 年以上が経っ てし まいま

し た。  

 京都市は今も 聚楽保育所は「 間⺠ への移管対

象保育所」 であり 、 再公募を「 検討中」 と し て

いますが、 保育所がこ れから どう なるのか、 見
通し が持てないまま日 々を 過ごすのは、 子 ども

にも 保護者にも大 変不安なも のです。  

 また、 11 月 1 か日 ら 2019（ 平成 31） 年度

の保育利 申用 込の受付が始まっ ていますが、 京

都市が入 所希望者に聚楽保育所は「 ⺠ 間への移

管対象保育所」 であると 伝えながら 、 その時期

や進め方 等の情報を提供し ないのも 、 責任ある

対応と は い言 難いも のです。  

 京都市は移管先の再公募は「 保護者の皆様へ

丁寧な説明に努めながら 取り 組んでま いり た

い」 と 通知し ていますが、 保護者側が再三にわ 

たっ て丁寧な説明を う よ う行 求めてき たにも

関わら ず、 京都市は説明の機会を も つこ と 体自
を 拒否し 続けており 、「 丁寧な説明」 と は程遠

い状況です。  

 
他の市営保育所の状況 
 

 聚楽保育所より 後（ 20 17 年 1 ）月 に突然⺠ 間

移管の 針が発表方 さ れた下京区の崇仁保育所

については、 昨年 11 か月 ら 京都市 ど子 も ・ 子
育て会議（ 今年度よ り 京都市はぐ く み推進審議会に

改組） の「 市営保育所移管先選定部会」 で移管

に向けた審議が始まり 、今年 4 か月 ら 6 に月 か

けて移管先と なる法人 が募集さ れまし た。  

 と こ ろがその後、 7 に月 なっ て「 選定部会」

において、 応募し た法人 についての書 審面 査と

実地審査が わ行 れたきり 、 現在に至 るまで「 選

定部会」 は開催さ れておら ず、 崇仁保育所の移

管先の選定は完全にスト ッ プ し た状態が続い

ています。  

 当初、 京都市が示 し ていたスケジ ュ ールで

は、 8 上月 旬には崇仁保育所の移管先が選定さ

れる予定になっ ていまし た。 全く 動向が見 えな

いまま、すでに 3 ヶ 月 以上の遅れが出ているこ

と から 、 同保育所の移管先の選定をめぐ っ て何

ら かの問題が じ生 ているこ と は明ら かですが、

京都市はこ れを明確にし ていません。  

 京都市は、 現在 京⻄ 区にある京都市立 芸術大
学を 下京区の京都駅東側（ 崇仁保育所周辺のエリ

ア） に移転さ せる 事工 を 2020 年度から 開始す 

2 0 1 8 年度の市営保育所民営化をめぐ る動向 

す う じ ん 
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る関係で、 それまでに崇仁保育所を別の場所に

移転さ せる必要があるこ と から 、 間⺠ 移管と 保

育所の移転・ 再整備と を 同時に実施するよう で

す（ ⺠ 間移管と 建物の移転・ 再整備が同時に われ行
る こ と から 、 今まで以上に子 ども への負担や影響が

配心 さ れま す）。  

 大 学の移転と 、 そのための保育所の移転・ 再

整備の時期が決まっ ているため、 スケジュ ール

上、 京都市は崇仁保育所の⺠ 間移管に優先的に

取り 組まざるを 得ません。 そのため、 聚楽保育

所の再公募についての判断がさ ら に先延ばし に

なる恐れも あり ます。  

 
民間移管後の問題も … 
 

 ⼀ 、方 すでに⺠ 間への移管が完了し 、 間の⺠
保育園と し て再出発し た元市営保育所や、 移管

先が決定し 、 現在移管に向けた引き 継ぎが進ん

でいる市営保育所においても 、 様々な問題が生
じ ていると の声も 届いています。  

 特に、 全国的に保育 不士 が足 深刻化するなか

で、 移管先の法 が人 保育 を士 確保できず、 市営

保育所と 同様の保育体制を維持できない恐れが

あると いう 問題や、 京都市や移管先の法人 が保

護者の意見 にき ちんと 対応せず、 保護者側が不

信感を募ら せると いっ た問題は深刻です。  

 ⺠ 間移管に対する賛否や考え に方 違いはあっ

ても 、 ど子 も と 保護者に移管にと も なう 負担や

影響を じ生 さ せないこ と は最低条件であり 、 全

ての子 ども と 保護者の共通の願いではないでし

ょ う か。 そのため京都市も 、 間⺠ 移管にあたっ

て市営保育所の保育内容や保育の 準水 を維持す

るこ と を 繰り 返し 説明し てきたはずです。  

 し かし 現状では、 移管先さ え決まっ てし まえ

ば、 京都市や移管先法人 によっ て、 保育の体制

や内容がなし 崩し 的に後退さ せら れてし まう と

いう 事態も十 分に起こ り 得ます。  

 移管後に保育内容が勝手 に変更さ れたり 、 保

育所の運営や保育の環境・ 条件、 保護者の負担

等が不当に改めら れたり するこ と がないよう 、

注意深く チェ ッ ク し 続ける必要があり ます。  

 
保育の無償化を前に 
 

 すで にご 存知の も 多い と方 思い ま すが、

2019 年 10 よ月 り 保育・ 幼児教育の無償化が 

全面 的に実施さ れる予定です。 こ の保育の無償

化 体は自 も ち ろ ん歓迎する 声が多いと 思われ

ますが、 その⼀ 方 で、 無償化によっ て、 こ れま

で の保育のあり 方 が き く 変大 わる こ と も 懸念

さ れています。  

 特に、現在は保育料に含まれている給 費食 （ 乳

児の主 費食 ・ 副食 費と 、 幼児の副 費食 ） を無償化の

対象から 切り 離し て、 保護者が全額を 実費負担

するこ と が検討さ れているほか、 治自 体や保育

所にと っ ては、 無償化によっ て保育料による収

が入 込見 めなく なるこ と から 、 今後は様々な形

で 保護者が保育料以外の実費負担を 求めら れ

る可能性も 指摘さ れています。  

 また、 無償化に必要な財源を 誰が、 どのよう

に負担するのかと いう 課題は、 市営保育所にと

っ ては非 常に重要です。  

 無償化後は 間保⺠ 育園の運営費については

国が 2 分の 1 を、都道府県と 市町村がそれぞれ

4 分の 1 ずつを負担するのに対し 、 公立 保育所

の運営費は市町村が全額負担する と いう 形が

予定さ れています。 ⼀ 方 で、 無償化が実施さ れ

れば、 市町村にと っ ては保育料収 が入 込見 めな

く なるため、 公 保立 育所が多いほど市町村の負

担は増し ていく こ と になり ます。 こ のため、 今

後は京都市も 含めて、 各地でますます公立 保育

所の 営⺠ 化が進むこ と も 予想さ れます。  

 

◆ 

 

 以上のよう に、 市営保育所を めぐ る状況は今

年度も 様々な課題が山 積し ており 、 聚楽保育所

の⺠ 間移管も その渦中にあると いえます。  

 聚楽保育所保護者会の 間移⺠ 管対策委員会

は今後も 、 間⺠ 移管に対する不安や疑問、 問題

点等を解消し 、 ⼀ ひ人 と り の子 ども が大 切にさ

れる保育が保障さ れるよう 、 引き 続き 活動し て

いき たいと 思います。  

 

2018 年 11 月 27 日  

聚楽保育所保護者会 

間⺠ 移管対策委員会 
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2 0 1 8 年度民間移管対策委員会の活動報告 
聚楽保育所の民間移管をめぐる動きが停滞し、先行きが不透明なので、保護者の皆さんからは民間移管

対策委員会の活動も見えにくいですよね。でも、実は結構いろいろやってるんです。

 4 月 1 3 日（ 金）  

第 44 回 間⺠ 移管対策委員会を 開催（ 於： 聚楽保育所）  

▶ 今年度委員の顔合わせ、 活動 針等を協議方 し まし た。  
 

 4 月 2 6 日（ 木）  

京都市保育園保護者会連合協議会（ 市保連） 代表者会議に出

席（ 於： 京都市こ ども みら い館）  

▶ 市営保育所の⺠ 営化（ 間⺠ 移管） をめぐ る状況等について報告

し 、 間園の保⺠ 護者会と 情報交換や意 交見 流をおこ ないまし た。  
 

 5 月 1 1 日（ 金）  

第 45 回 間⺠ 移管対策委員会を 開催（ 於： 聚楽保育所）  

▶ 『 たけう ま』 第 14 号の内容等について協議し まし た。  
 

 5 月 2 5 日（ 金）  

聚楽保育所保護者会総会（ 於： 聚楽保育所）  

▶ 今年度の活動方 針を報告し 、『 たけう ま』 第 14 号を配布し まし

た。  
 

 6 月 1 0 日（ 日）  

市保連総会に出席（ 於： 特別養護 ホーム都和のはな）老 人  

▶ 弁護士 の藤井豊さ んによる ミ ニ講演「 保育の質」 を 踏まえて、

「 良い保育」 や維持すべき「 保育の質」 について議論し まし た。  

▶ 市営保育所の 営化⺠ や、 そこ で起こ っ ている問題等について報

告し 、 間園の保護者会と⺠ 情報交換や意 交流をおこ見 ないまし た。 
 

 8 月 1 日（ 水）  

第 46 回 間⺠ 移管対策委員会を 開催（ 於： 聚楽保育所）  

▶ 他の市営保育所の⺠ 営化の現状や、「 市営保育所移管先選定部

会」（ 京都市はぐ く み推進審議会） で起こ っ ている 問題等を報告し 、

聚楽保育所の 間⺠ 移管対策委員会と し ての 針方 等を 協議し まし

た。  
 

 8 月 4 、 5 日（ 土、 日）  

第 50 回全国保育団体合同研究集会に参加（ 於： イ ンテッ ク

ス 阪大 / 命館 学 阪立 大 大 いばら きキャ ンパス）  

▶ 8 月 4 の全体会と 、日 8 月 5 の保育制度シ日 ンポジウム「 保育

をめぐ る状況と 制度改善の課題」、 分科会 35「 公 保育施設立 の⺠
営化・ こ ども 園化について考える」 に参加し まし た。  

▶ 京都市内の市営保育所 営⺠ 化をめぐ る状況等について報告し 、

公立 保育所の 営化⺠ 問題や、 保育無償化によっ て じ る問生 題等に

ついて、 他府県の保育所保護者や研究者等と 情報交換・ 意 交流見
をおこ ないまし た。  
 

 8 月 8 日（ 水）  

崇仁保育所保護者と の情報交換・ 意 交流見 （ 於： 京都駅周辺

の喫茶店）  

▶ 聚楽保育所と と も に 間移⺠ 管対象保育所と なっ ている崇仁保育

所の保護者と 、「 市営保育所移管先選定部会」 の状況等について情

報交換し 、 対応等を協議し まし た。  

 8 月 1 0 日（ 金）  

市保連保護者会活動交流会（ 旧称・ 代表者会議） に出席（ 於：

京都市こ ども みら い館）  

▶ 市営保育所の 間⺠ 移管を めぐ る状況等について報告し 、 間園⺠
の保護者会と 情報交換や意 交流をおこ な見 いまし た。  

 8 月 2 3 日（ 木）  

保育料以外の負担を考える 会編『 隠れ保育料を 考える ―子
育ての社会化と 保育の無償化のために―』（ かも がわ出版）

刊行  

▶ 2016 年度よ り 聚楽保育所 間移管⺠ 対策委員会の委員も 参加し

てきた市保連の分科会「 保育料以外の負担を考える会」 の成果を

まと めた本が出版さ れまし た。  

▶ 聚楽保育所から も 2 名の保護者が、「 公 保育所 営化問題と立 ⺠
『 隠れ保育料』」 と 「 認可外保育所で経験し た『 隠れ保育料』」 の

篇を執筆し て二 います。  
 

 8 月 3 0 日（ 木）  

京都市営保育所保護者会連絡会運営委員会に出席（ 於： 下京

いきいき市 活⺠ 動センタ ー）  

▶ 市営保育所の 営化⺠ をめぐ る状況について、 他の市営保育所の

保護者会と 情報を交換し 、 対応等を協議し まし た。  
 

 9 月 1 9 日（ 水）  

市保連の分科会「 保育料以外の負担を 考え る 会」 に出席

（ 於： 佛教 学大 条キャ ンパス）二  

▶ 「 隠れ保育料」 の負担増加や市営保育所の更なる 営化の推⺠ 進

等、 保育無償化によっ て予測さ れる影響について協議し まし た。  
 

 1 0 月 1 6 日（ 火）  

市保連の分科会「 保育料以外の負担を 考え る 会」 に出席

（ 於： 京都社会福祉会館）  

▶ 保育無償化による給 費の実費負食 担化等の問題について協議し

まし た。  
 

 1 0 月 2 1 日（ 日）  

保育イ ベント 「 どんと いけ！まつり 」 に出店（ 於： 梅 路公小
園）  

▶ 他の市営保育所の保護者と 共同で「 どんと いけ！まつり 」 に出

店（ じ ゃ がバタ ー、 たこ せんべい、 手 作り 物小 等を販売） し 、 市営

保育所の 営化⺠ の現状や保護者の活動の周知を図り まし た。  
 

 1 0 月 3 0 日（ 火）  

第 47 回 間⺠ 移管対策委員会を 開催（ 於： 聚楽保育所）  

▶ 市営保育所の 営化⺠ の現状や、 聚楽保育所秋まつり への出店等

について協議し まし た。  
 

 1 1 月 1 5 日（ 木）  

市保連保護者会活動交流会に出席（ 於： 京都市こ ども みら い

館）  

▶ 市営保育所の 間移⺠ 管をめぐ る状況等について報告し 、 間⺠ 園

の保護者会と 情報交換や意 交流をおこ な見 いまし た。  
 

 1 1 月 1 8 日（ 日）  

聚楽保育所秋まつり に出店（ 於： 聚楽保育所）  

▶ 間移⺠ 管対策委員会と し て、 恒例のフ ラ ンク フ ルト のほか、 飲

み物や手 作り 物など小 を販売し まし た。 売り 上げは、 対策委員会

の活動費に充てさ せていただきます。 あり がと う ございまし た！ 
 

※ こ のほか、 京都市に対する市営保育所の民営化に係る公文書の 

  公開請求や、 民間移管対策委員会の LINE グループ上での委員 

  相互の情報交換・ 意見交流等を随時おこ なっ ています。  
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               保育所に ども子 を預けていると 、 公的に定めら れた保育料以外にも 、 給 費食  

             （ 3 歳児以上の主 費食 ） や、 オムツ 代、 制服代、 通園バス代、 宿泊保育代、 教材 

             費、 プール代、 英語や体操等の教室代等々、 様々な形で実費負担や上乗せ負担 

             を求めら れるこ と があり ます。  

              聚楽保育所のよ う な市営保育所（ 公 保育立 所） の場合、 こ う し た保育料以外 

             の負担（ いわゆる「 隠れ保育料」） は少な目 ですが、 間⺠ 園の場合、 最 で大 市営 

             保育所の約 10 倍にのぼる場合も あるよ う です。  

              また、市営保育所でも 昨年度よ り 午睡 の用 布団代等が実費徴収に切り 替わっ  

             たよ う に、 保育料以外の負担が実質的に増し てし まう こ と も あり 得ます。  

              し かし 、 待機児童問題が深刻化する なか、 多く の保護者は必ずし も 保育所を  

             由自 に選択でき るわけではなく 、 また、「 隠れ保育料」 の負担額の情報を事前 

             に入 す手 るこ と も 難し いため、 所し入 てから 額高 の実費負担を 求めら れて困っ  

             た…と いう 話を に耳 する こ と も あり ます。  

 本書は、 聚楽保育所保護者会も 加盟する京都市保育園保護者会連合協議会（ 市保連） の保護者の有志が、

こ う し た「 隠れ保育料」 についての調査を 実施し 、 その実態や問題点を具体的に整理し たも のです。  

 2019 年 10 に月 は保育・ 幼児教育の無償化が全 的に面 実施さ れる予定ですが、 こ の「 隠れ保育料」 は無

償化の対象にはなっ ていません。 本書では、「 良い保育を 受けたければお金 を かけるべき 」 と いう 考えが定

着する⼀ で、方 保育の様々な場 で面 、 お金 を払える／払えない、 お金 をかける／かけら れないこ と によ る格

差が広がり つつある 現状がレポート さ れています。  

 なお、「 保育料以外の負担 

を考える 会」 には、 聚楽保育 

所・ 間⺠ 移管対策委員会の委 

員も 参加し ており 、 本書にも  

2 名の保護者が「 公立 保育所 

営⺠ 化問題と 『 隠れ保育料』」  

と 「 認可外保育所で経験し た 

『 隠れ保育料』」 と いう 章文  

を寄稿し ています。 そちら も 、  

みなさ んのご感想を お聞かせ 

く ださ い。  

 保育の無償化を 前に、 こ の 

社会のなかで、 保育や子 育て 

を誰が、 どのよ う に担う のか 

を立 ち止 まっ て考えてみるた 

めにも 、 ぜひご⼀ 読いただき  

たいと 思います。  

編集後記 
 

▶ 半年ぶり の発 と行 なっ てし まっ た『 たけう ま』 第 15 号を お届けし ます。 ▶ 今号は 20 18 年度上半期の総括。

皆さ んのご感想を 、 お聞かせく ださ い。 ▶ 正直に言 う と 、 聚楽保育所の⺠ 間移管については動き がなさ 過ぎて、

『 たけう ま』 も “ ネタ ” があり ません。「 も っ と 、 こ んなこ と を 取り 上げて欲し い！」「 こ んなこ と を 知り たい！」

と いう 声も お待ちし ています。 ▶ かと いっ て、「“ ネタ ” と “ ツ ッ コ ミ ど こ ろ ” ⼀ 杯の⺠ 間移管」 なんてのも 願い

下げなので、 こ れで良い…のかな？▶ そんななかでも 、 わが子 は毎日 ニコ ニコ と 楽し そう に保育所に通っ ていま

す。 聚楽保育所がいつまでも 、 ⼀ ひと人 り の ど子 も にと っ て「 番良⼀ い場所」 であっ てほし いと 願っ ています。  

◆ 関連シンポジウムのお知ら せ ◆ 

 

保育格差を作らせない 
～保育無償化と「隠れ保育料」を考える～ 

 

 日時： 2018 年 12 月 9 （ ）日 日  

    1 3 :3 0〜16 :00  

 場所： 京都教育 学大 A1 講義室 
 

「 保育無償化と 隠れ保育料」  

「 保育無償化と 公立 保育所 営⺠ 化」  

「 保育無償化と 給食 費値上げ問題」  ほか 
 

※ 聚楽保育所の保護者も 登壇し ます！ 

※ 詳細は http ://www.shihoren .net/?p= 1440  

  をご参照く ださ い。  

本のご紹介 
保育料以外の負担を 考える会編  

隠 れ 保 育 料 を 考 え る 
―子育ての社会化と 保育の無償化のために― 

かも がわ出版 刊 

定価 1 ,000 円＋税 

http://www.shihoren.net/?p=1440
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じ ゅ ら く 保 育 所 

民 間 移 管 対 策 委 員 会 

N e w s  L e t t e r 

V o l .1 6  
 2 0 1 9 /4 /1 5  

聚楽保育所保護者会 

民間移管対策委員会 

3/14、京都市から聚楽保育所の保護者に向けて「民間保育園等に対し，聚楽保育所の民間移管に係

る意向調査」を実施すると通知され、本年度、聚楽保育所の民間移管が 3 年ぶりに再開されることに

なりました。子どものためのより良い保育を実現するためには、民間移管への賛否に関わらず、保護者

の皆さんの協力が欠かせません。皆さんに民間移管のことを改めて知っていただければ幸いです。 

本号では、民間移管で想定される問題点と、今までに移管した保育所の現状を簡単にまとめました。 

問題点： ど んな 法人が移管先に決ま る かわから な い！ 

子どもの健やかな成長にとって、保育所での生活は、親が関わる時間と同じくらい重要なものです。

これは、保護者と保育所がタッグを組んで、子どもの成長に関わっているとも言えます。 

このような中で、タッグを組むパートナーが交代、しかも次のパートナーのことがよく分からないと

いうのは、子どもや保護者にとって非常に不安なものです。さらに、そのパートナー選びに直接加わる

こともできません。今回、京都市は保育所と児童館を併せて運営する法人を募集するとしているので、

最大で 9 年以上も付き合うパートナーであるにも関わらず、です。 
 

この状況で私たちができることは、新しいパートナーを選ぶ京都市と、パートナー候補となる各法人

に対して、その不安を少しでも解消するように要望や条件を訴え続けることしかありません。皆さんに

ご協力をお願いしたいのは、民間移管に対する不安や疑問の声を教えていただくことです。説得力のあ

る要望は、実際の子どもと保護者の声しかありません。具体的なことから今のお気持ちまで、どのよう

なことでも教えていただければ幸いです。 

う ち のク ラ ス ってど う な るの？？ 

現さ く ら ん ぼ  

移管時も乳児クラス。移管後の

乳児保育を最初に受ける。子ど

もの発達に特に重要な時期で

あり、新たな保育内容に注意す

る必要がある。 

 

現いち ご  

移管後に幼児クラスとなる。移

管後に入所する子どもの保護

者との間に温度差が生じ、クラ

ス運営が大変になる可能性も

ある。 

現れも ん  

移管後最初の卒園児。最後の 1

年に先生が全員入れ替わり、そ

の子のことを全く知らない保

育士の下で過ごすことになる

ため、不安が大きい。 

現り ん ご  

年中クラス。保護者は移管後の

保護者会運営の中心となり、法

人・市との三者協議会において

保育条件等を交渉する主体を

担うことになる。 

 

現ぶ ど う  

小学２年生。じゅらく児童館の

学童保育に通っていれば、1 年

で先生が入れ替わる。学童を利

用せず、兄弟もいない子は、影

響は小さい。 

現お れん じ 

小学１年生。卒所と同時に現在

の聚楽保育所がなくなる。引き

継ぎ期間中に最後の 1 年を過

ごすため、今の保育士との交流

が制限される可能性も。 

保育所の運営が民間に移管されるかもしれない、2021（令和 3）年度の各クラスの状況を考えてみました。 
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＿

2018 年度までに民間移管された市営保育所は複数あります。それらの園の状況から、移管後にど

のようなことが起こったのか、ご紹介します。 

これまでに移管された 6 園と市営保育所の間で、一番大き

く変化したのは保育士さんの平均勤続年数です。いずれの園

でも、移管によってベテランの保育士が減っていました。 

子どもの細かい変化に気づいて健やかな成長をうながすに

は、保育士の専門性に加えて、その経験の量がものを言うこ

とは間違いありません。昨今の保育士不足の影響や賃金抑制

の問題などから、市営保育所のようにベテランと若手のバラ

ンスの取れた保育士による保育は望み薄かもしれません。 
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各園での平均勤続年数

市営保育所

移管保育園

次に、直近で民間移管が決定した崇仁保育所（下京区）と修学院保育所（左京区）の状況を紹介します。 

・ 移管先の法 は人 保育所運営経験が 2 年し かない。（ まめのき 保育園 2017 年度新設）  

・ 保育 が士 ほと んど若 。手 ベテラ ン保育 を士 確保でき ない。（ まめのき 保育園 平均勤続年数 5 年）  

 参考） https://www.city.kyoto .lg . jp/hagukumi/cmsfiles/contents/0000054/54121/3049 .pd f（ まめのき保育園） 

・ 移管対象保護者の約 9 割がこ の法 へ人 の移管を 承諾せず、 撤退を 求めている。  

崇仁保育所 

・ 移管先法人 の理事 の⻑ 意向が保育に 濃色 く 反映さ れる。 理事⻑ が作詞・ 作曲し た歌の合唱も 。  

 参考） http ://www.iwayanomori.org/b log2/?cat= 23（ 社会福祉法人 岩屋福祉会）  

・ 必要な保育 の士 確保に苦戦。 今後も 余裕のある保育を期待でき ない可能性が高 い。  

修学院保育所 

 全国的に保育士不足が叫ばれている現在、十分な人件費をかけてより良い保育をめざす法人ほど自

園の運営に手一杯になり、新たな園の運営に手を挙げるのは難しいという指摘もあります。そうした

なかで、聚楽保育所の移管に手を挙げる法人が、今の聚楽保育所と同じ、またはそれ以上の保育を行

うことができるのか、大きな不安が残ります。 

大切な子どもたちが、朝、保育所へ行って、ちょっと成長して元気に帰ってくる。そんな当たり前

の、今の聚楽保育所の保育を皆さんと一緒に守っていきたいと思います。 

緊急のお知ら せ 

 4 月初頭、保護者会から市内の保育園等に対し聚楽保育所の移管に申請する意向を調査したところ、

1 法人より回答をいただきましたのでお知らせいたします。同法人には大変誠意あるご対応をいただ

いたことを感謝申し上げます。京都市と同法人の関係が悪化することを防ぐため、保育園名などは伏

せさせていただきますが、少なくとも 1 法人が手を挙げることを検討されている以上、今年度は民間

移管に向けた動きが本格化するのは確実です。 

民間移管についてのご意見・ご質問は、各クラスの民間移管対策委員か、れもん組の 

ひらまる かずおみ の父まで、お気軽にお願いいたします。 

ひら まる かずおみ父 L in e  ID :  d iceh ira E -m a i l :  daisuke.h iramaru@ gmail.com  

民間移管対策委員会 E -m a i l :  ju raku_ ikantaisaku@ outlook.jp  

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/cmsfiles/contents/0000054/54121/3049.pdf
http://www.iwayanomori.org/blog2/?cat=23
mailto:daisuke.hiramaru@gmail.com
mailto:juraku_ikantaisaku@outlook.jp


1

じ ゅ ら く 保 育 所 

民 間 移 管 対 策 委 員 会 

N e w s  L e t t e r 

V o l .1 7  
 2 0 1 9 /５ /７  

聚楽保育所保護者会 

民間移管対策委員会 

保育経験の少ない保育士さ んばかり になる可能性も  
 

 １日の大半を保護者から離れて保育所で過ごす子どもたちが、健やかに成長するためには、保育士さ

んによる丁寧で応答的（ ど子 も の 々色 な気持ち をき ちんと 受け止 めるこ と ） な関わりが欠かせません。 
 

 そうした関わり方をする上で重要になるのが、子どもの発達や福祉についての専門的な知識と、現場

での保育経験の量です。 
 

 もちろん、ベテランばかりなら良いというわけではなく、例えば最新の保育の知識を学んだ若手や、

責任が増していく中堅と、豊富な経験を積んだベテランとがバランス良く配置され、お互いに理解し合

い、影響を与えあうような関係が良いと言われています。 

Ｑ.聚楽保育所が民間移管された後も、今の保育士さんによる保育を受けられるの？ 
 

Ａ.移管後、保育士さんは全員＊入れ替わります。＊  定期間、 引⼀ き 継ぎのために残る 数名を除く 。  

☞ 例えば、 市営保育所の保育士 さ んの平

均経験年数は 15 .8 年（2018 年度）、 間園⺠
も 含む京都市内全体の平均勤続（≒経験）

年数は 10 .2 年（2016 年度）ですが、 崇仁

保育所（下京区）の移管先に決まっ た法人
は保育園を 2 年し か運営し ておら ず、保育

士 さ んの平均経験年数はわずか 5 年です

（2018 年度、しかもこれは園長や主任保育士

も含めた平均と思われます）。  

信頼し ていた保育士さ んがいなく なっ てし まう … 
 

 子どもが保育所で健やかに育つ上でもうひとつポイントになるのは、保育士さんが同じ子どもに長く

継続的に関わり、子どもと親密な愛着関係（ 信頼関係や絆） を形作ることです。 
 

 しかし、保育所が民間移管されれば、現在の聚楽保育所の保育士さんは基本的に全員いなくなり、移

管先となった法人の保育士さんが保育を行うようになります。 
 

 子どもたちにとっては、これまで慣れ親しんできた保育士さんとの関係がいきなり断ち切られること

になります。 

子ども たちへの影響 
 

 もし聚楽保育所の移管先となる法人の保育士さんの保育経験

が少なかったり、十分な数の保育士さんが配置されていなかっ

たりすると、新たな信頼関係を築くまでに時間がかかり、子ど

もたちの混乱はさらに大きくなることが心配されます。 
 

 また、不十分な条件の下で「効率良く」現場を運営するため

には、子どもの自由な活動や発想を伸ばすよりも、「言うことを

聞かせる」保育になってしまいがちです。 

 ところが、前号でも書いたように、これまでに民間に

移管された保育所や、その移管先となった法人が元々運

営している保育園は、保育士さんの平均経験年数が短い

という傾向がみられます。 
 

 背景には、労働条件等の問題で保育士さんが頻繁に入

れ替わる一方、昨今の保育士不足のなかで経験年数の少

ない保育士さんを次々と確保しなくてはならないという

事情があるようです。 

 これまでの民間移管のなかでも、今までの市営保育所での保 

育との違いから子どもが不安定になり、「あまり笑わなくなった」「画用紙を黒く塗りつぶした絵を

描くようになった」といった報告がなされています。 
 

 大好きな保育士さんが突然いなくなってしまう民間移管は、子どもたちへの影響や負担がとても大き

いことが分かります。 

移管さ れた園の ども が描いた絵子  

＊『 京都 報』⺠ 2016 年 3 月 13 よ日 り  
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 間⺠ 移管対策委員会ではこ れまで、 何人 かの保護者の方 から 移管への思いなどのお話を伺っ てき まし た。

今回、 そのお に⼀ 人 移管への不安なお気持ちを 記手 にまと めていただき まし た。 同じ よう な思いを 抱いてお

ら れる方 々も 多いのではないでし ょ う か。 ぜひお読みく ださ い。  

 私は上の子と同じ保育所に入れたいと考

えて聚楽保育所を選びました。もうすぐ民

間移管されるということは聞いていました

が、いつ移管されるとか、どう変わるとい

った説明は受けていないし、その時はどん

な影響があるのかもよく分かっていません

でした。 
 

 ここ２年ぐらい移管の話が聞こえてこな

かったので、もうないのかな？ぐらいに考

えていたのですが、３月に突然、また移管

を進めるという話が出てきて、なんで今に

なって？という気持ちです。 
 

 しかも、２階の児童館がセットで移管さ

れることになったと聞きました。小学生に

なって児童館に通い始めた子や、保育所や

幼稚園に入る前に児童館を利用していたお

子さんも知っています。影響はとても大き

いと思いますが、何の説明も無いまま決め

られていくことにびっくりしています。 
 

◆ 
 

 移管で一番不安なのは、子どもたちや保

護者が慣れ親しんできた先生方がいなくな

ってしまわれるということです。 
 

 聚楽保育所の先生方は全体にとても丁寧

に子どもたちに関わってくれていると感じ

ています。園庭で遊んでいる時、担任では

ない先生も子どもの名前をちゃんと覚えて

いて、よく声をかけてくれます。 
 

 市営保育所なので今までも先生が異動さ

れることはありましたが、全員新しい先生

に入れ替わってしまうようなことはなかっ

たし、保育所全体で子どもをみてくれてい

るという安心感もありました。 

 民間移管で、先生方が全員入れ替わって

しまうというのは、とても不安です。勿論

引き継ぎはされると思いますが、今まで間

近で一人ひとりの成長を見守ってこられた

わけではない先生方に子どもを委ねるの

は、正直言って抵抗があります。 
 

 民間の保育園が全部悪いと思っているわ

けではないのですが、子どもたちを正座さ

せて叱りつける園や、先生が乱暴な言葉で

子どもを従わせるような園の話を聞くこと

があり、不安な点ばかりが気になってしま

います。そのような保育をおこなう園に移

管されてしまったら…と思うと、保護者と

してはやはり心配になります。 
 

◆ 
 

 新年度になって、卒所した子どもたちが

慣れ親しんだ保育士さんたちにランドセル

を見せに来ていました。小学生になった上

の子は、登校途中に出勤される保育士さん

とすれ違って朝の挨拶をするのを楽しみに

しています。 
 

 移管で知らない保育士さんばかりになっ

て、保育所の名前まで変わってしまったら、

卒所していった子どもたちが育った場所も

無くなってしまうような思いです。 

 

 ここに書いたような思いを持つ方が多い

のかどうか分かりませんが、同じように不

安を感じる保護者の方もいらっしゃると思

い、書かせていただきました。 

 

2019 年 4 月 

聚楽保育所 保護者 

 聚楽保育所の民間移管についての思い  

※ ご本人の希望により、お名前は伏せさせていただきました。 

民間移管についてのご意見・ご質問や、『たけうま』のご感想など、各クラスの民間移管対策

委員か、れもん組の ひらまる かずおみ の父まで、お気軽にお寄せください。 
 

ひら まる かずおみ父 L ine  ID : d iceh ira E -ma il: daisuke.h iram aru@ gmail.com  
 

民間移管対策委員会 E -ma il: ju raku_ ikantaisaku@ outlook.jp  

mailto:daisuke.hiramaru@gmail.com
mailto:juraku_ikantaisaku@outlook.jp


じ ゅ ら く 保 育 所 

民 間 移 管 対 策 委 員 会 

N e w s  L e t t e r 

V o l .1 8  
 2 0 1 9 /6 /8  

聚楽保育所保護者会 

民間移管対策委員会 

1☞ ご意見 ・ ご質問・ ご感想などは juraku_ ikantaisaku@ outlook.jp  まで！ 

移管先募集要項の審議が始まり ます。 

保 護 者 の 声 を 選 定 部 会 へ ！ 
 先日、本年度第 1 回目の京都市はぐくみ推進審議会児童福祉分科会「市営保育所移管先選定部会（ 以下、

選定部会）」が 6 月 2 8 日（ 金） に開催さ れる予定であることが通知されました（場所・時間は未定）。 

 京都市はこれまで、2014（ 平成 26） 年に策定した『市営保育所の今後のあり方に関する基本方針〔改定

版〕』を聚楽保育所の民間移管の根拠にしてきました。しかし、今回京都市が示しているのは、じゅらく児

童館もセットで運営する法人を募集するなど、『基本方針』の内容とは大きく異なるプランです。 

 当然、民間移管の根拠について改めて説明が求められる上、選定部会についても、委員の構成や審査基準

が従来とは異なるものになるはずです。 

 しかし、これらについて事前に子どもや保護者への説明が一切なされないまま、一方的に選定部会の開催

が通知されたことは非常に残念です（ 第 1 回選定部会後の 7 月 8 に日 、「 募集要項案」 についての説明会は開催

さ れる予定です）。 

 この選定部会では移管先の審査・選定に先立って、移管先法人を募集するための要項が審議されます。こ

の「募集要項」には、移管に際し て法人等が守るべき 条件や審査基準などが盛り 込まれるため、 こ こ に保護

者の意見や考え方を 反映さ せる よう働きかけることが大切です。 

 選定部会は誰でも傍聴することができます（ 事前に申し 込めば 時⼀ 保育も 利用 でき ま す）。選定部会が「形

ばかりの審査」や「安易な選定」をおこなうことがないよう、当事者である保護者がしっかりと見守ってい

きたいと思います。 

たくさんの保護者が傍聴して、関心の高さをアピール 

しましょう。皆さん、ぜひ傍聴にお集まりください！ 

崇仁保育所の移管先法人 

保護者への誓約を拒絶?! 
 

 聚楽保育所よりひと足早く、昨年末に移管先が決まった下

京区の崇仁保育所。既報の通り、移管先の法人は保育所運営

経験が 2 年未満（ 選定時）、保育士さんの平均経験年数が 5

年と、市営保育所の保育を引き継ぐ上で非常に不安が大きい

ことから、移管対象世帯の約 9 割がこの法人への移管を承認

せず、撤退を求めています。 

 今年度になって、崇仁保育所の保護者会（ 育成会） が「保

育の質の維持」や「保育に関する重要な変更が生じる場合は

育成会の了解を得る」といった内容の誓約書の提出を法人に

求めたところ、法人側はこれを拒絶し、京都市も同席する説

明会の場において、上記の内容を含まない誓約書案を示して

きたとのことです。 

 この内容への誓約を拒絶するということは、法人として「保

育の質」を維持したり、保護者会の了解を得たりすることは

出来ない、あるいは必要は無いと考えており、京都市もその

考えを追認しているということかもしれません…。 

緊急企画 

市 営 保 育 所 の 民 営 化 で 、  
じ ゅ らく 保育所はどうなるの?!  ～みんなで知りたい、 考えたい、 民間移管～ 

日時： ６ /１ ４ （ 金） 夜７ 時～ 
 

場所： じゅらく 保育所（ ホール） 
 

お話： 藤井 豊さん 
 

 （ 弁護士、 保育を考える弁護士 

       全国ネットワーク共同代表）  

ロ タ ウイ ルスの流行で延期になっ てい

た企画です。 

民間移管のこ と 、一緒に考えて みま せ

んか？お気軽にご参加く ださ い！ 

皆さ んから のご 質問やご 意見、移管へ

の不安の声なども 募集中です！ 

mailto:juraku_ikantaisaku@outlook.jp
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【 Q.1 】 そも そも 公立（ 市営） 保育所と 民間保育園は何が違う のですか？ 

 以前にも お伝えし た通り （『 たけう ま』 Vol.1 6 、 2019 .4 .1 5）、 保護者は移管先の選定に加わる こ と はでき ず、

どんな法 が移人 管先に選ばれる のか最後まで分かり ません。 また、 選ばれた法 が移人 管後にどんな保育を う行
のか、 そこ でどんな問題が じ生 る可能性がある のか、「 フ タ を開けてみないと 分から ない」 のが実情です。  

 間⺠ 移管対策委員会ではこ う し たリ スク を あら かじ め軽減する ため、 市内の法 に向人 けて保護者の立 場や考

えを 表明するなど、 様々な活動をおこ なっ てき まし た。 し かし 、 その狙いや意図をお伝えする機会が無かっ た

ため、「 何を し ているのか分から ない」 と いっ た声をいただく こ と も あり ます。  

 そこ で、 今号の『 たけう ま』 では、 間移⺠ 管の問題点や、 間⺠ 移管対策委員会の最近の活動について、 皆さ

んから よ く 寄せら れるご質問を 通し て説明し ていき たいと 思います。  

 保育や保育所について規定している「児童福祉法」という法律では、保育を必要とする人には

市町村が保育を提供しなければならないと定められています（ 第 24 条）。そのため、自治体が公

立の保育所を運営するのが本来の形ですが、それだけでは保育のニーズをカバーしきれないため、

民間の社会福祉法人等に委託費（ 保育所運営費）を出して保育所を運営してもらう場合があります。

それが民間保育園（ 認可保育所） です。 

 京都市はもともと民間園の割合が高かったのですが（おおむね民 9：公 1）、いま、民間移管（ ⺠
営化） が進んだことで、公立（ 市営） 保育所はさらに減少しています。 

【 Q.2 】 市営保育所の民営化（ 民間移管） は何のためにおこ なう のですか？ 

 京都市は民営化（ ⺠ 間移管） はコストカットのためだと説明しています。市が直接保育所を運営

するよりも、民間に移管（ ⺠ 営化） して委託費（ 保育所運営費） を出す方が市にとっては「安上が

り」になります。子どもたちのためを考えたものではないというのは残念ですね。 

 委託費の方が「安上がり」になる主たる理由として、人件費の安さが挙げられます。民間園の

方が保育士さんの処遇が不十分だったり、在職期間が短かったりするため、人件費が抑えられる

傾向があります。コストカットのために民間移管を進めるということは、保育士さんの人件費を

抑えた「安上がり」な保育を推奨することにもなります。 

【 Q.4 】 聚楽保育所の移管先にふさ わし い法人は応募し てく れそう ですか？ 

 一概にどの法人がふさわしいというのは難しいですが、これまでに市営保育所の移管先となっ

たある法人では、移管は子どもや保育士さんへの負担が大きいため、今後は受けるつもりはない

という話をしているそうです。 
 昨今の保育士不足のなかでは、保育の質や保育士さんの処遇を守ることを大事にする法人ほど、

今運営している自前の保育園や保育士さんを大切にすることを考えるため、新しい園の運営にま

で手を拡げるのは難しいと判断するようです。そのため、残念ながら、丁寧な保育を実践する法

人ほど応募しにくい状況になりつつあります。 

【 Q.3 】 移管先が見つから ない場合、 保育所が閉鎖さ れてし まう こ と はあり ますか？ 

 ありません。京都市はコストカットの一方で、聚楽保育所のニーズを認めるからこそ、閉鎖で

はなく民間移管を進めています。これは弁護士さんや保育制度・保育政策の専門家等にも確認し

ています。移管先が見つからず、民間移管を断念した北区の船岡乳児保育所は、今も市営保育所

として存続しています（ 現・ 京都市楽只保育所船岡分園）。 

Ａ .  

Ａ .  

Ａ .  

Ａ .  



【 Q.5 】 どのよう な法人が応募し てく る可能性があり そう ですか？ 

 一般的にいって、法人が運営する園を増やせば、保育する子どもの数が増えるので、それだけ

委託費（ 保育所運営費） も増えることになります。 

 この委託費は必ずしも保育（ 人 件費・ 管理費・ 事業費） のためだけに使わなくても良いので（ 例

えば、 費用 を 積み立 てたり 、 同じ 法 内人 で他の施設の運営費に回し たり 、 経営者が多額の報酬を 得た

り する こ と も 可能です）、経営的な面だけを考えれば、民間移管を受けることは、法人が手っ取り

早く収入を増やす良い機会になります。 

 しかし、丁寧な保育を実現するためには、保育士さんの働き方にも余裕が必要ですし、そのた

めには人件費もかかります（ 本来は、 保育所運営費のう ち 7〜8 割を 件費人 に充てる必要がある と 言
われています）。法人が収入を増やすことと、丁寧な保育を実現することを両立させるのは非常に

難しいことがわかります。 

 【Q.4】で説明したように、良い保育をめざす法人ほど応募しにくい状況では、経営的な利益を

優先する法人の方が率先して手を挙げることになります。その場合、保育の質が維持されず、し

わ寄せが子どもたちに及ぶことが心配されます。 

【 Q.7 】 手紙によっ て法人や市と 法的なト ラ ブルに発展するこ と はあり ませんか？ 

 ありません。お手紙は事前に弁護士さんにもチェックしていただいており、一切問題が無いこ

とを確認したうえで送付しています。 

【 Q.6 】 市内の民間園や法人に向けて保護者から お手紙を送る狙いは何ですか？ 

【 Q.8 】 必ずし も 移管に反対ではないと いう 意見も あり ますが？ 

 もちろん、子どもや保護者と向き合い、より良い保育を実現できる法人であれば、協力して新

しい保育所をめざすことができます。しかし、移管によって今の保育が保障されない可能性があ

り、そのしわ寄せが子どもたちに及ぶとすれば、それを受け入れることはできないと思います。 

 民間移管への賛否に関わらず、子どもと保護者に負担や影響が生じないようにしたいというこ

とは共通理解ではないでしょうか。 

Ａ .  

Ａ .  

Ａ .  

Ａ .  

 移管先の選定が開始されると、保護者はその過程や結果には関与できないため、どのような法

人が選ばれ、どのような保育をおこなうのか、最後までわかりません。 

 そこで今年 4 月、市内で保育園・認定こども園を運営する全法人に対し、あらかじめ保護者目

線で移管に対する不安や要望を伝えて、保育の内容や質を保証するよう確約を求めるとともに、

移管先への応募を慎重に検討するよう呼び掛けるお手紙を送ることにしました。 

 これに対し、1 法人から「応募を前向きに検討したい」との回答をいただきましたが、その後、

京都市に対しては計 4 法人が応募を予定・検討している旨を伝えていることが明らかになりまし

た。つまり、少なくとも 3 法人は、京都市にのみ移管の意向を伝え、保護者の不安や要望には応

えないという判断をされたことになります。 

 仮にそうした法人が移管先に選定された場合、私たちのパートナーとして、信頼関係を作りな

がら、子どもたちのためにより良い保育を実現できるとは考えにくいことから、5 月には、これ

らの法人への抗議を表明するとともに、改めて私たちの不安や要望、条件を伝えるお手紙をお送

りしました。 
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公立 保育所の役割のひと つに、 病気や障害のある 、子 虐待を受けた子 、 外国にルーツをも つ子 など、 様々な

事情や背景をも つ子 ども の受け れ入 があり ます。 近年では 間⺠ 保育園での受け入 れも 増えている と はいえ、 例

えば 2016 年度の障害のある子 の受け れ入 率は 間園⺠ 4 .7 ％、 公 園立 18 .0 ％で、 依然と し て開き がある のが実

情です（ 『 京都新聞』 20 17 .5 .1 3 ） 。  

「 誰も 取り 残さ ない保育」 を めざし てき た公 保立 育所の役割や期待、 営⺠ 化への思いなどを、 重度障害児の

保護者の に伺方 いまし た。  

見学も 断ら れて… 
 

 2017 年に聚楽保育所を卒所した私の長女は、

福山型先天性筋ジストロフィーという難病です。進

行性の病気なので、長女にとっては幼少期が青春そ

のものです。そのため、できるだけたくさん同世代

のお友達と関わり合うことができるようにと、幼稚

園や保育園への入園を考えました。 

 ところが、重度の障害で歩くことができないた

め、園に見学の申し込みなどの問い合わせをして

も、全て電話で断られるという苦い経験をしまし

た。バリアフリーではない、障害児保育の経験が無

いなどがその理由です。 

 結局、見学や体験入所までたどり着けたのは市営

保育所だけでした。 

 

市営保育所での障害児保育 
 

 障害児の受け入れは、市営保育所の大切な役割の

一つと感じています。これまで、聚楽保育所には

様々な病気や障害のある子どもたちがいました。ベ

テランの先生方も多く、聚楽っ子の保護者は安心し

て預けられ、助けてもらい、相談してきました。移

管となれば、その慣れ親しんだ頼もしい先生方とも

サヨナラです。 

 長女が通っていた療育施設の運営が民間に委託

された時は、先生が一年目の新人さんや新規採用さ

れた方ばかりになってしまい、それ以前との落差に

とても困惑しました。聚楽保育所の民営化でも、新

しい園の運営方針と合わなかったら…障害児保育

の経験の無い保育士さんばかりだったら…という

のは余計な心配でしょうか？ 

 また、聚楽保育所では先生方の適切な関わり方に

支えられて、他の子どもたちも、障害のある子とご

く当たり前に関わりをもち、助け合いながら「いろ

いろな子がいる」ことを自然に学び取ってくれてい

ました。 

 そんななかで、長女もびっくりするぐらい成長す

ることが出来ました。これは療育施設に通うだけで

は得られなかった経験だと思います。 

 民営化で障害児の受け入れが減ってしまうと、子

どもたちが小学校に入る前に「いろいろな子がい 

る」ことを日常的に実感する機会も失われてしまう

のではないでしょうか。 

 

選定委員の心ない言葉に傷つく  
 

 2016 年に聚楽保育所の移管先が募集された

時、移管先を選定する京都市の委員会で障害児の保

護者として意見を述べる機会がありました。その

時、ある委員の方が「私の子どもも障害があるけど、

保育士さんの熱意で歩けるようになった」とか「民

間保育園でも保育士さんの熱意があれば入園でき

る」といった発言をされて、他の委員の方々もそれ

を否定しないまま議論が進んでしまい、とても悔し

い思いをしました。 

 もちろん現場の保育士さんの熱意は否定しませ

ん。でも進行性の病気が「熱意」で歩けるようにな

ることはありません。保育園の見学にすら行けない

障害児やその保護者の実情を踏まえて、障害児保育

のノウハウやそれが可能な体制をきちんと引き継

いでほしいという意見を述べたのに、保育士さんの

「熱意」の有無にすり替えられたことは今でも納得

できません。 

 正直言って「こんな人たちに大切な市営保育所の

移管先を決めてほしくない！」と強く思いました。 

 

移管への思い 
 

 民間の保育園でも、少数ですが障害児保育につい

て先進的・専門的な取り組みをされている園もあり

ます。でも、民営化でどんな園が聚楽保育所の移管

先になるか分からないし、移管先を決める委員会で

は実情を無視した雑な議論しかされません。だか

ら、私の本音は「こんなことなら民営化しないで！」

です。 

 移管が避けられないなら、コストカット重視では

なく、公立保育所が担ってきた役割をしっかりと引

き継いでもらいたいです。安心や安全を守りながら

「聚楽保育所らしさ」を保育所と保護者が一緒に考

えていけるような、そんな移管は本当に望めるので

しょうか… 
 

2019 年度さくらんぼ組保護者   

佐井 優子   

 市営保育所の障害児保育への思い   

☞ ご意見 ・ ご質問・ ご感想などは juraku_ ikantaisaku@ outlook.jp  まで！ 

mailto:juraku_ikantaisaku@outlook.jp
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      緊急企画 

市営保育所の民営化でじ ゅ らく 保育所はどうなるの?!  
～みんなで知りたい、 考えたい、 民間移管のこと～ 

開催報告 
 

2019/06/22 

民間移管対策委員長 平丸 大介 
 

はじ めに… 
 6 月 14 日（金）、聚楽保育所の民営化（民間移管）についての勉強会を開催し，移管の現状や

問題点を共有しました。講師の藤井豊先生とご参加いただいた保護者の皆さん，本当にありがとう

ございました。 

 今回の勉強会では、今から私たち保護者にできることがあるということも明らかにすること

ができたと思います。藤井先生からは，移管の条件を決める「募集要項（案）」に，保護者の

意見や要望を反映させることは特に大切だということが強調されました。そのための要望案作り

や意見収集に向けて，今後も保護者の皆さんにご協力お願いしたいと思います。 
�

今後のスケジュ ール（ 予定）  
 

６ 月２ ８ 日（ 金）： 第 1 回選定部会 募集要項（ 案） の検討 

� 京都市から 聚楽保育所の募集要項（ 案） が提示 さ れます。 こ れを 元に保護者が

必要と する条件を 考えます。  
 

７ 月 ４ 日（ 木）： 藤井豊さ ん （ 弁護士） に よ る募集要項（ 案） の解説 

� 提案さ れた募集要項（ 案） は， 専門 的に読み込む必要があり ます。 こ のままだと

説明会で質問するのも 変大 なので， 解説を お願いする予定です。  
 

７ 月 ８ 日（ 月）： 聚楽保育所で の保護者説明会 

� 基本的には募集要項（ 案） を読み上げるよう な内容だそう です。 こ こ で京都市の

考えを きちんと 捉えて， 保護者から の案を 作るこ と が大 事です。  
 

７ 月２ ６ 日（ 金）： 第２ 回選定部会 保護者と の意見交換 

� 番⼀ の山 場です。 保護者から の案を 提 し ，示 意見 を 伝えら れます。  
 

８ 月 ５ 日（ 月）： 第３ 回選定部会 募集要項（ 案） の検討 

� 保護者の案を受けて修正さ れた内容を検討し ます。 き ちんと 意 が見 反映さ れた

か注視し まし ょ う 。  
 

８ 月１ ９ 日（ 月）： 第４ 回選定部会 募集要項（ 案） の検討 

� 最終的な案が検討さ れ， その内容に沿っ た募集が行 われます。  

� 募集に際し ては， 確定し た募集要項と は別に， 保護者から の意見 も 公表さ れる

ので、 その意 書を見 作成する必要も あり ます。  

コ
コ
! ! 

こ こ から 先の選定は非公開… 

保護者は関われません 



聚楽保育所⺠営化学習会 報告書
2019/06/19

⺠間移管対策委員⻑ 平丸 ⼤介
はじめに・・・
 聚楽保育所の⺠間移管に向けて勉強会を開き，移管の現状や問題点を共有
しました。講師の藤井先生と参加いただいた保護者の皆様，本当にありがと
うございました。
 今回の勉強会を受けて，保護者の皆様には，今から私たち保護者にできる
ことがあるということをぜひとも認識いただきたいです。それは，移管の条
件を決める「募集要項（案）」に，保護者からの要望を反映させることです。
そのための要望案作りや意見収集のために，今後も保護者の皆様にはご協力
お願いすることになります。

今後のスケジュール
６月２８日：第 1 回選定部会  募集要項（案）の検討

 京都市から聚楽保育所の募集要項（案）が提示されます。これを元に保
護者が必要とする条件を考えます。

７月第１週：藤井さんによる募集要項（案）の解説
 提案された募集要項（案）は、専門的に読み込む必要があります。この

ままだと説明会で質問するのが⼤変なので，解説をお願いする予定です。
７月 ８日：聚楽保育所での保護者説明会

 基本的には読み上げるような内容だそうです。ここで京都市の考えをき
ちんと捉えて，保護者会からの案を作るのが⼤事です。

★★ ７月２６日：第２回選定部会 保護者との意見交換 ★★
 一番の山場です。保護者会からの案を提示し，意見を伝えられます。

８月 ５日：第３回選定部会 募集要項（案）の検討
 保護者の案を受けて修正された内容を検討します。きちんと意見が反映

されたか注視しましょう。
８月１９日：第４回選定部会 募集要項（案）の検討

 最終的な案が検討され，その内容に沿った募集が行われます。
 募集に際しては、確定した募集要項とは別に、保護者の意見を公表して

もらえるので、その意見書を作成する必要もあります。
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日時：2019/06/14（金）19:00 〜 21:00 場所：聚楽保育所 ホール 参加者：保護者 13 名

講師：藤井 豊さん 
 保育を考える全国弁護⼠ネットワークの共同代表をされていて，京都市内の保育所⺠営化問題にも関
わっておられます。また，藤井さん⾃⾝も京都市内の⺠間保育園の保護者であり，今年度は京都市保育
園保護者会連合協議会の副会⻑もされています。

 勉強会の内容をまとめました。藤井さんの勉強会資料と合わせて読んでいただけると幸いです。

1. 市営と⺠間って何が違うの？
 保育所での保育については，市町村が実施義務(児童福祉法 24 条第１項)を負っています。で
すので，⺠間保育園での保育は京都市本来行うべき保育を委託しているという仕組みです。保育
所の申し込み先や保育料の納付先が京都市になっていることから実感いただけると思います。委
託なので本来は同様の保育をしてほしいのですが，実際は市営と⺠間で違っています。

市営保育所 ⺠間保育園

関係者
保護者 ⇔ 京都市

・全てに市が関与
保護者 ⇔ 法人（⇔ 京都市）

・基本は⺠間の法人任せ

保育の方針
・京⼤教授 鯨岡 先生監修の
 発達心理学を踏まえた保育
・子どもと保護者の人権に配慮

・園によって様々
・余ほどのことがないと
 京都市は指導しない
・理事⻑・園⻑の意向が強く
 反映される場合もある*1

現場の保育⼠
・保育⼠資格 + 公務員
⇒ 公務員試験を突破できる方々

・保育⼠資格のみ
・派遣の方でも OK

保育⼠の労働環境
・公務員なので安定・良好
・平均勤続年数 約 16 年

・園によって様々
・平均勤続年数 短いと 5 年程度*2

保育⼠の数の余裕
・公務員なので募集人数を
 確保しやすい

・人手不足が深刻*3

・有効求人倍率 2.35 倍(2017 年)
⇒ きちんとした選考ができない
  派遣会社からの保育⼠も

加配への対応 ・市が直接人を追加配置 ・委託金の増額のみで，
 人は法人が用意する必要あり*4

*1 理事⻑・園⻑の意向の反映
◦ 個人の独善的な発想で保育に介入される園もあります。

▪ 認可保育園「せいしん幼児園」では，職員は毎朝出勤すると一人ひとり順番に１階の応
接室に入り，床に正座するなどして園⻑にあいさつさせられていた。

◦ 家族的経営による弊害が出たところもあります。
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▪ ⼋尾市さくら保育園の園⻑息子が複数の園児に対してわいせつ行為を行い逮捕。園⻑が
息子をかばう対応をするため、保育⼠が離反して休園に（ひどい）

*2 ⺠間の保育⼠の平均勤続年数が短い（短いところで平均勤続年数 約 5 年）
◦ 保育を一通り体験するだけでも 6 年かかり，きちんとした経験を考えると各クラス    2    年ずつ  

保育に関わると考えると    12    年が必要になります。  保育の経験を積むにはどうしても時間が
かかりますので，勤続年数が短い⺠間の法人では，保育⼠さんの熱意だけでカバーできない
問題が生じる可能性があります。

*3 ⺠間の保育⼠で人手不足が深刻
◦ 保育⼠会で実施したアンケートでも「普段の業務の負担が⼤きい」「配慮が必要な子どもが

いるのに十分な配慮が行えない」の声が上がっています。
◦ 近年では，保育⼠さんの過剰な負担が問題視されており，人手不足の解消や待遇改善が社会

問題として認識されています。このような社会情勢の中で，⺠間の保育園への負担を増やす
⺠間移管の政策は時代に逆行しています。

*4 加配のための人を法人で確保する必要がある
◦ 児童の状況に合わせて担任を増やす加配の制度は，児童の成⻑のために必須ですが，⺠間の

法人では，市から補助金が出るものの人を確保する必要があります。昨今，人手不足が深刻
で加配の先生を確保することが難しいです。そこで，障害のある児童に転園を暗に勧めたり  ，  
加配制度を使わなかったりする法人もいるそうです（保護者のお知り合いの中にも転園を勧
められた方がいたとの話も）。どちらも子どもに皺寄せがいくあり得ない判断です。特に，
発達障害は 3 歳あたりで初めて判断がつく障害であり，その子に合わせたケアをすることが
⼤切にもかかわらず，その児童を排除したり，そのための加配を法人の判断で取り下げたり
してしまうのはあんまりです。

2. そもそもなぜ⺠営化？
京都市，法人，保護者で考えていることがバラバラです。
◦ 京都市：市営を減らして公務員の保育⼠を減らしたい

▪ 10    年以上前に始まった「官から⺠へ」を引きずっているだけ  

▪ 移管が進んだ中でも，加配対応などで必要とされる市の保育⼠の数は変わらなかった
▪ 障害児保育，虐待対応など市営保育所の機能低下は近年懸念が広がっている
▪ 保育⼠の待遇改善に逆行

◦ 法人：複数園を運営して経営安定化
▪ 開園間もない法人が勢いで移管に手を挙げるケース（崇仁保育所の移管）
▪ ⾃分たちの保育の拡⼤（今までの保育を引き継ぐことは目的でも義理でもない）

⇒ 今までの保育から確実に変わってしまう！
◦ 保護者：今まで通りの保育が続くという淡い期待

▪ 移管先の選定後に法人と保護者で揉めることも

3. ⺠営化の中で起こること
⺠間移管において，子どもにも保護者にも⼤きな負担になります。また，直近の⺠営化でも様々
な問題がありました。
1. 直近の⺠営化の状況  
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▪ 修学院保育所（社会福祉法人岩屋福祉会）
 移管後の保育⼠確保に難航。新卒採用市場の変化。
 理事⻑が「⾃分の保育」を強く前⾯に出してきた。

⇒ プールを取り壊し，そこに建てたホールで理事⻑オリジナルソングを合唱？
▪ 崇仁保育所（社会福祉法人錦会）

 保育園運営 2 年目，平均勤続年数 5 年，産休明け保育経験なしという法人
 新規採用だけで人材を確保する予定だが，人員と質を確保できるか不安

▪ 山ノ本保育所（社会福祉法人⼤原野児童福祉会）
 移管後に突然縦割り保育に改編され混乱。子どもも保護者も⼤変だった。
 保護者への相談もあまりなく，園主導の保育を最初から実践された。
 平均勤続年数 7 年で経験の浅い保育⼠が多いと思われる。

2. 在園時から見た⺠営化
▪ 本来，成⻑に使うはずのエネルギーが環境の変化への適応に無駄遣いされてしまう。

3. 保護者から見た⺠営化
▪ どの園でも対立が起きやすい。不安な気持ちをお互いにぶつけてしまうことも。
▪ 移管後に新しく入った保育者との意見の食い違いが生じることもある。

4. 今後のスケジュールと検討事項
最初のページに具体的なスケジュールを記載しましたが，非常にハイペースで進みますので，注
意する必要があります。
1. 今後の選定部会の流れ（1 ページ参照）

▪ 過去の⺠間移管の募集要項（修学院，崇仁）がベースになると思われるが，聚楽は児童
館と一体運営なので、予想できないところもある。

▪ 行政文書なので難解 ⇒ 藤井さんに解説いただく。しっかり議論するメンバーが必要。
▪ 募集要項に保護者の意見・要望を反映させるのが非常に⼤事

 崇仁の募集要項に「運営経験 5 年以上」を加えられれば，運営経験 2 年の今の法人は
応募しなかった。

2. 良い法人は期待できるのか？
▪ 良い法人ほど慎重。修学院の移管の際に保護者から相談された法人が断った例も。
▪ 拡⼤路線の法人ほど手を挙げやすいが，保育の質が不安。
▪ ⺠営化で⼦どものために意見を⾔うのは保護者だけです  。
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5. 質疑応答・意見交換
1. 重要事項説明で移管の説明を受けているが，その上で移管の内容に意見するのは筋違い？

▪ 移管することへの同意と，移管の内容に同意をすることは別のこと。重要事項説明での
同意は，どんな移管でも納得するという趣旨のものではない。

▪ 具体的な移管の内容に対して意見を言うのは当然の権利。

2. 移管に意見・反対する活動をすると移管後に保護者活動を制限されたり，子どもが不利な扱
いを受けたりすることが心配。場合によっては保育所が閉鎖されたり，訴えられたりという
不安もある。京都市以外の⺠間移管でこのようなことがあった？
▪ まず，あり得ない。保育所の閉鎖は京都市の保育実施義務があるため不可能で，待機児

童問題から考えても無理。⺠営化されなければ市営のまま残る。実際，船岡乳児院は⺠
間移管に手が上がらず，市営のまま存続している。

▪ 保護者の活動で子どもが不当な扱いを受けることもない。行政にそんな権限はない。
▪ 反対したことを理由に移管後に保護者会活動を制限するということはない。基本的には，

以前の保育所の仕組みを引き継ぐ。むしろ，移管に関わるいざこざで保護者が疲弊する
心配が⼤きい。

▪ 移管後は三者協議会が開催されるため，保護者の意見をまとめる保護者会は必須。
▪ 移管前の反対運動で、移管後に現場の保育⼠が態度を変えるとは考えにくい。むしろ，

保護者会がしっかり活動できないと，園の意向で保育の内容が決まり，不安を抱える
ケースがある。しっかりした保護者会で不安を共有するほうが望ましい。

▪ 保護者の活動で，市や法人が保護者を訴えることは，刑法に触れるようなことでもしな
い限りまずない。

3. 今までの聚楽保育所の⺠間移管に関する活動は法的に問題があった？
▪ ⺠間園への要請文書の送付は問題ない。
▪ これまでの経緯を理解したうえで，根拠のある意見が出せるコアメンバーが必要。
▪ 募集要項（案）は行政文書で，突き詰めるような質問や提案をしないと保護者の意見を

反映させられない。

4. そもそも，なんで聚楽保育所が⺠間移管の対象になったの？どういう選択基準？
▪ 行政区に 1 か所ずつ市営保育所を保育⽀援の拠点として残して，他のところは⺠営化す

るのが最初の説明。中京区では壬生保育所を残すため聚楽保育所は移管対象とされた。
▪ ただ，右京区の市営保育所は京北にしかなく，⼤半の右京区⺠向けの保育の拠点事業は

壬生保育所が担っている。そんな状態で，聚楽保育所が⺠間移管されると中京区の保育
の拠点はなくなる可能性がある。

▪ 実際に南区では崇仁保育所が⺠間に移管されたことで拠点事業ができなくなり，他の行
政区での保育⽀援に頼る必要が出てきており，最初の説明から矛盾している。

▪ 京都市の⺠間移管を担当する村上課⻑から「⺠間移管は，その場の判断でやっている」
との発言があり，計画性が崩れているのは明確。

5. 移管に興味があるとした 4 法人はどこかわかる？
▪ わからない。保護者の情報公開請求によって 4 法人が関心を持っていることが判明。
▪ 強い関心を持っているのは 1 法人のみで，京都市がすでに目星をつけていると予想。

5



▪ 今回の選定部会で作られた募集要項に基づいて移管の募集が行われたときに，今回手を
挙げていない法人が応募してくることもありうる。

6. 移管の手続きではどんなことが起こる？
▪ 保護者の意見聴取の時にだけ保護者の意見を聞いてもらえる。
▪ 意見聴取であり、その後の議論に参加できるわけではないので，誤解のない内容にする

ことも⼤切（ただし、追加で文書意見を出すことは可能）。
▪ 最初に出てきた案から，意見聴取時に案が変更される場合がある。崇仁の移管の際に，

保護者向け説明会のあとに中⾝が激変して問題視したものの，変更後の文書を配っただ
けで意見交換会が行われ、そのまま乱暴にでも進んでしまう。

7. 移管後の引継ぎはどのようなもの？
▪ 基本的には，移管前の 1 年で引き継ぎ，移管後 1 年目に市営の時の一部の先生が残る。
▪ しかし移管前の１年間，移管後の 1 年をフルに使ってしっかり引き継ぐわけではない。

 修学院の移管での実例：園⻑予定者で 4〜12 月は週 1 日，1〜3 月は週 2.5 日
主任予定者で 4〜8 月は週 1 日，9〜3 月は週 5 日，幼児の担任予定者は 6〜8 は週 1 日，
9〜12 月は週 2.5 日，1〜3 月は週 5 日
⇒ 本格的には３か月間（３か月間での移管は不足という司法判断が出ている）

 移管後は，市営の時の先生が 6 人残ることになっているが頻度は保証されない。
⇒ 京都市は，必要な時だけで訪問の回数を減らすと明記

▪ 移管後１年，先生は残るものの里心が付かないよう保育に積極的に関わらない方針。
⇒ 丁寧な移管を実現させるには，募集要項（案）に引継ぎの内容を明記するしかない

8. 移管された後に聚楽保育所で働いていた先生方はどうなるの？
▪ 他の市営保育所で保育⼠として働くか，現場を離れて公務員として働くことになる。
▪ 市営保育所に障害がある児童が集まる傾向があり，加配の保育⼠が必要なため，全体で

は公務員の保育⼠の人数はあまり変わっていない。

9. もし，移管されなかった場合に建物はどうなるの？
▪ 京都市が児童館と合わせて建て替えると思われる。
▪ 楽只保育所は市営だけれど，移転建て替えを京都市の責任・負担で実施。聚楽保育所の

移管の理由がコストカットなのに矛盾している。

10. 募集要項（案）で提案したい内容（参加者からの意見）
根拠を示して提案すると受け入れられる可能性が上がります。こちらから提案することしか
できないため，誤解されないように明確な提案にするのが好ましいです。
▪ 実務経験を求めたい。同じ経験年数でも常勤と非常勤・派遣で経験値は違うし，資格を

保有するだけで保育にかかわっていない場合もある。
▪ 経験年数だけを基準に保育⼠を選ばず，例えば 0 歳時クラスには必ず 0 歳児保育の経験

がある人を配置してもらいたい。
▪ 応募された保育所を点数で評価する仕組みだが，その評価基準を明確化してほしい。

以上となります。
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ど んな法人が応募する かは「 募集要項」 の内容次第 
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 市営保育所の民営化（民間移管）にあたって、保育

所の移管先を募集するための「募集要項」について話

し合ったり、応募してきた法人の審査をおこなったり

するのが、京都市子どもはぐくみ推進審議会・児童福

祉分科会の「市営保育所移管先選定部会」です（以下、

選定部会）。 

 選定部会ではまず、移管先となる法人等を募集する

ための「募集要項」の案が検討されます。 

 この「募集要項」で移管先に求める条件や審査基準

が緩和されてしまうと、保育所運営経験が浅い、保育

士さんの経験年数が少ないなど、聚楽保育所の保育を

引き継ぐ上で不十分・不適当な法人でも応募しやすく

なってしまいます。 
 

 7 月 26 日（金）の第 2 回選定部会では、保護者（会）

と選定部会委員との意見交換が予定されています。こ

こで、保護者から移管に関する意見を述べたり、「募 

４ 法人が移管 

を検討中…。 
第２ 回選定部会（ 7/26）  

で保護者と 選定委員の 

意見交換を予定。 
８ 月半ばま で に は作成

する必要があり ます。 

こ こ から 先は非公開。 保護者は関われません。  

移管先決定後に
保護者の意見を
伝える場です。 

集要項」案に盛り込む条件等を提案したりすることが

できます。 

 それまでに、子どものことを一番良く知る保護者の

目線で、「募集要項」案をしっかりとチェックし、聚

楽保育所の保育やじゅらく児童館の運営を引き継ぐた

めに必要な条件を検討していきましょう。 

 また、選定部会は誰でも傍聴することができます。

たくさんの保護者が傍聴して関心の高さを示すこと

で、選定部会がきちんと保護者の声と向き合うように

求めていきましょう！ 

第 1回選定部会 開催情報 

日時： 6 月 28 日（ 金） 19:00～ 

場所： こどもみらい館（ 中京区楠町 601-1）  

誰でも傍聴できます！（ 事前申込不要）  

※傍聴の定員は 20 名ですが、多数の場合はイスを増やして対応されます。 

☞ ご意見 ・ ご質問・ ご感想などは juraku_ ikantaisaku@ outlook.jp  まで！ 

mailto:juraku_ikantaisaku@outlook.jp
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☞ ご意見 ・ ご質問・ ご感想などは juraku_ ikantaisaku@ outlook.jp  まで！ 

みんなで「 募集要項」 を読もう ！作ってみよう！ 
～保護者参加型「 募集要項」 検討ワークショ ッ プを開催し ます～ 

 6 月 28 日（金）の第 1 回選定部会で、「募集要項」

の第 1 案が提示されます。 

 「募集要項」は移管先を募集する際の条件や審査基準

を決める上でとても大事なもの。でも、保育や保育所運

営についての専門的な視点を持ちながら読み込まない

と、「募集要項」の問題点を見つけ出したり、保護者が盛

り込みたい要望や意見をまとめたりするのはとても大変

です。 

 そこで、先日の保護者勉強会でも講師を務めていただ

いた弁護士の藤井豊さんが、「募集要項」の第 1 案をも

とに、その内容を解説してくださいます。 

 それを踏まえて、みんなで「募集要項」や聚楽保育所

の保育についてワイワイ話し合い、「保護者の意見」作り

を始めてみませんか。 

 藤井さんが丁寧に解説してくれるので、専門的なこと

は分からなくても大丈夫。普段の聚楽保育所の「いい

な！」と思うところ、「これはちょっと…」と思うところ

などを、保護者の目線で持ち寄りながら、みんなが納得

できる「募集要項」をめざしましょう！ 

 

日時：７ 月４ 日（ 木） 午後７ 時より  場所：じ ゅ ら く 保育所ホール 

 

民間移管について の保護者勉強会を 開催し ま し た ！ 

 聚楽保育所の「 募

集要項」 のベースに

な る と 考え ら れる

のが、 2017 年度に

移管先が募集さ れ

た修学院保育所（ 左

京区） の「 募集要項」

です。  

 左記の QR コ ード  

から 、 修学院保育所の「 募集要項」 を 読むこ と

ができ ますので、 ぜひご覧く ださ い。  

 

【 参考 1】         【 参考 2】  

 京都市による募集ページ  修学院保護者のページ 

6 月 14 日（金）に開催した民間移管の勉強会には、13 名の保護者の方々にご参加いただきました。あり

がとうございます。その中で特にお伝えしたいことを抜粋しました（詳細は号外をご覧ください）。 

● 移管に関わる法人・京都市・保護者はみんな 

別々の方を見ている… 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

● 最近移管された保育所は大変！ 
 

山ノ本保育所（2018 年度移管） 

・ 移管後、 すぐ に縦割り 保育を導 し て混乱入  

・ 保護者の意向を汲まず園の「 やり たい保育」 を実践 
 

修学院保育所（2019 年度移管） 

・ 理事 独 の「⻑ 自 理想の保育」 が前 に面  

・ プールを壊し て理事⻑ 作自 の歌のためのホールを建設 
 

崇仁保育所（2020 年度移管予定） 

・ 保育園運営経験 2 年 、目 保育士 平均勤続年数 5 年の法人  

・ 移管園は新規採 のみ用 で運営 → 連携取れる？ 

 

 

 事業拡大！ 

昔決めたから ！ 

子 ど も の た め に 、 

みんな 頑張る はず！ 

子ど も のこ と を 見て い る は保護者だけ  ! ?  

● 質疑応答（抜粋） 

 
Q. 所の入 時に移管の説明を 了承し たから 、 今から 移

管に意見 を う のは言 おかし い？ 

A. おかし く ないです。 内容の説明を受けていません
し 、 意 を う のは見 言 正当な権利。  

Q. 移管に意見・ 反対すると 、移管後に ども子 や保護
者会が不利に扱われる ？ 

A. ないです。 現場の保育士 さ んが態度を変える と は
考えにく いし 、 保護者会は移管後の運営にも 必要で
す。 むし ろ、 移管後の保育に保護者の意 を見 反映さ
せるためにも 、 意 を見 言 う 必要があり ます。  

Q. 移管後の引継ぎはどんなも の？ 

A. 引継ぎに 1 年、移管後 1 年間は前の先 が生 来ると
さ れていますが、 担任レベルの先 は生 1 から月 の 3
か月 間で本格的に引継ぎをし ます。 また、 移管後は
里 心 が付かないよう にと 前の先生 は保育に積極的に
関わら ないよう になり ます。 丁寧な移管を 求めるな
ら 、 募集要項に盛り 込む必要があり ます 

法 人 

京都市 

保護者 
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第 1 回選定部会開催、「 募集要項」 第 1 案が示さ れまし た 

 6 月 28 （日 ）金 、 聚楽保育所の移管先募集に向けて、 京都市はぐ く み推進審議会・ 児童福祉分科会の本年度第

1 回「 市営保育所移管先選定部会」（ 以下、「 選定部会」） が開催さ れま し た。  

 今回の「 選定部会」 では、 京都市より 聚楽保育所と じ ゅ ら く 児童館の運営法人 等を 募集する ための「 募集要項」

第 1 案が さ れ示 、 審議が わ行 れまし た。 以下、 その概要を お伝えし ま す。  

○ 「 市営保育所の民間移管の状況」 について京

都市より 報告 
 

 これまで民間移管された元市営保育所（現在移管中

の保育所を含む）の状況について、京都市より「滞り

なく移管が完了している」、「（移管後の運営を話し合う）

三者協議会が予定より早く解散した」等の内容が報告

されました。 
 

→ 委員の方々からは、「三者協議会は大事な会議とい

う合意でスタートしたはず。予定より早く終了した

のはなぜか」、「継続的に三者協議会が開催されてい

る園では何が問題になっているのか」といった質問

がありましたが、市からは「現在は子どもも落ち着

いてきており、特段大きな問題は無い」といった説

明のみで、これまでの移管で生じたトラブルや課題、

問題点等については言及されませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「 募集要項」 案の説明と 検討 
 

 京都市より、「募集要項」の第 1 案が提示され、内容

について説明がありました。それに対する委員からの

主な質問・意見と京都市の回答は以下の通りです。 

 

（ 川北委員）  

・ 聚楽保育所が平成 25（2013 年）に第三者評価＊

を受審してからかなり時間が経過している。 

移管先法人には移管後 3 年以内に第三者評価を受

審することが義務づけられているが、（移管による

変化を検証するためには）聚楽保育所は移管前にも

う一度、第三者評価を受審しておく必要がある。 

・ 今年度か来年度、聚楽保育所が第三者評価を受審す

る考えはあるか。 

●「 選定部会」 委員の方々● 

安保 千秋さ ん 弁護士 ※部会長 

岡 美智子さ ん 京都障害児者親の会協議会副会長 

川北 典子さ ん 大谷大学教授 
        （ 児童文化学、保育学）  

土江田雅史さ ん 公認会計士 

山本 奈未さ ん 市民公募委員（ 新任）  ※五十音順 

以前の選定部会では、こ れまでの三者協議会で話

し 合われた内容や移管さ れた園で の保護者アン

ケ ート の結果な ど も 報告さ れて いま し た 。し か

し 、今年度はそれら の報告も なく 、京都市が「 実

施する 」 と 言っ ていた〈 移管後の保育についての

検証〉 にも 触れら れませんでし た… 

（ 京都市）  

・ 今年度の受審者はすでに決まっているため無理。来

年度については予算の兼ね合いもあるので、今は決

められない。 

 

 

 

 

 

 

 

（ 安保委員）  

・ 申請資格は従来のもの（ 京都市内で認可保育所、 認

定こ ど も 園または認可幼稚園を 運営し ている 者） と変

わらないが、児童館の運営経験は必要ないのか？ 
 

（ 京都市）  

・ 児童館はこれまで指定管理制度で運営してきたが、

指定管理者を募集する際に児童館運営経験は問わ

ないため、このままで問題無いと考えている。 
 

（ 土江田委員）  

・ 「保育所に係る審査」は書面審査 100 点と実地審

査 50 点、「児童館に係る審査」は書面審査のみで

100 点となっているが、保育所と児童館の書面審

査の点数を一緒にしたのは理由があるか？ 
 

（ 京都市）  

・ 最終的に保育所と児童館の 2 つの審査を合計して、

総合点の高いところを評価する。最低基準点はとも

に 7 割とする。 

・ 保育所と児童館の各々を足せばよいと考えている 

＊第三者評価と は… 

保育所な ど の社会福祉事業について 、公正中立

な第三者の立場から 専門的・ 客観的に行う 評価

のこ と です。聚楽保育所は 2013 年 11 月に第三者

評価を 受審し た際、高い評価を 得まし た。 
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が、配点のバランスについては委員の意見を伺いた

い。 
 

（ 岡委員）  

・ （市の説明のなかで）児童館の募集要項については

「選定部会」では審議しないという話があったが、

理解出来なかった。児童館・学童クラブは地域にと

って重要なもので、「付け足し」ではいけない。 
 

（ 京都市）  

・ じゅらく児童館も含めて、児童館の多くは指定管理

制度で運営している。指定管理もそれ以外の委託事

業も、民間事業者が市に代わって業務を行うという

点は変わらない。 
 

（ 岡委員）  

・ 保育所の運営しか経験していない法人が、保育所と

児童館の二つの施設を運営する可能性もある。その

逆（児童館しか運営していない法人が保育所も運営す

るようになること）は無いのだから、両施設の比重

が違うということか。 
 

（ 京都市）  

・ 児童館運営経験が無いと応募出来ないわけではな

い。児童館運営実績があれば評価点に加点する。 
 

（ 川北委員）  

・ その場合、仮に保育所運営が「いまいち」でも、児

童館運営実績があれば加点されることになってし

まう。 

・ 児童館も保育所もどちらも大事で、児童館を運営し

ていれば加点になるというのはおかしいのではな

いか。 
 

（ 京都市）  

・ 採点のバランスについては、ご意見を踏まえて検討

したい。 

（ 安保委員）  

・ 児童館の運営者が（現在の法人から）替わる場合、

混乱が生じることはないか？ 
 

（ 京都市）  

・ これまでも指定管理者が変わることはあった。従来

の引継ぎ方を踏襲すれば問題無いと考えている。 
 

（ 土江田委員）  

・ 民間移管（保育所）と指定管理（児童館）はそもそ

も異質なもので、両者を一緒にしてしまうことには

不安を感じる。 
 

（ 安保委員）  

・ 児童館の指定管理者の選定はこれまで別の委員会

が行なっており、「選定部会」の委員は児童館につ

いては審査したことがないため、それぞれ疑問に思

うところがある。保育所と違って、（応募法人の）実

地審査もしないし、保護者との意見交換も無い。 

・ 点数だけで判断するのではなく、選定部会で審議し

理由を明示した上であれば、若干の点数差を調整す

るということも考えられるが、審査の公平性の点か

らは疑問もある。 
 

（ 京都市）  

・ そうしたご意見を踏まえて、（児童館の指定管理者選

定を行う）京都市子ども若者はぐくみ局指定管理者

選定委員会の意見も聞きたい。 
 

（ 安保委員）  

・ 児童館の審査については、今回の質問・意見を踏ま

えて京都市の方で再度検討してほしい。 

・ 一方で、保育所移管先の募集要項については、これ

までにも（募集・選定を）行ってきたので、新たな

意見は出にくいかもしれない。 

★ まとめ ★ 
 

 今回提示さ れた「 募集要項」第 1 案は、2 つの施設（ 保

育所と 児童館） の過去の募集条件を 単純に合体さ せた

も のだっ たため、委員の方々から も 審査を 不安視する

声が挙がっ ていまし た。それに対し 、京都市の説明は要

を 得たも のでなく 、問題点が解消さ れたと は言えない 

※ 議論の流れが明確になるように、一部話の順序を入れ替えるなど、再構成しています。

 

のではないでし ょ う か。 

 一方、児童館部分に目を 奪われて し ま い、肝心な 保

育所の移管や保育の引き 継ぎ について の議論が深ま

ら なかっ たこ と 、安保部会長から 「 保育所部分の募集

要項には新たな意見を 出さ なく ても 良い」 と も 取れる

よう な発言があっ たこ と 等は残念でし た。 

京都市によ る 

  保護者説明会 
が開催されます 

 

7 月 8 日（ 月） 19 : 00～ 

聚楽保育所ホール 
 

「 募集要項」 案に対し て、

保護者の声を 直接京都市

に伝える機会です。 
 

ぜひご参加く ださ い！ 

民間移管に関する保護者アンケート について 
 

 7 月 2 日付で京都市より「募集要項（案）に関する御意見票」（保護者アンケート）が

配布されました。 

 これは「保護者の声」として選定部会で紹介される予定ですが、過去（他の保育所の移

管の際）には保護者から「不安や心配の声が取り上げてもらえなかった」「プラス意見を

書いた部分だけ切り取って紹介された」といった声が挙がったこともありました。 

 今回は、「気になる点」等を書くよう求められていますが、「募集要項（案）」をよく読

み込まないと回答しにくい形式になっているのが難点です。 

 しかし、何も書かずに提出してしまうと、「気になっている点が無い＝安心・問題無い」

と判断されてしまうことが懸念されます。どんな些細なことでもどんどん意見や質問を記

入して、保護者の声を選定部会に届けましょう！ 
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聚楽保育所保護者会 

民間移管対策委員会 

京都市から のア ン ケ ート について のお願い 
 

2019/07/06 民間移管対策委員長 

平丸 大介 

 

 今配布さ れている京都市から のアンケート は、保護者のみなさ んの声を京都市や選定委員

に直接届ける最初で 最後、唯一のとても大事な 機会です。ぜひ、皆さ んの思いの丈をアンケー

ト にお書き く ださ い。 

 民間移管については、運営経験の浅い法人でも 応募でき てし まう こ と 、市から の委託費を

保育以外の事業にも 使えてし まう こ と 、保育士不足のなか十分な経験をも っ た保育士さ んを

確保でき ない恐れがある こ と 、配慮の必要なお子さ んのための加配が難し いこ と など、不安

は尽き ないかと 思います。 

 何も 書かなく ても 提出するよう 求めら れていますが、その場合、「 何の意見も ない＝何の問

題も 無い」 と 判断さ れてし まう 恐れがあり ます。どんな些細なこ と でも 、意見や質問を どんど

ん記入いただき ますよう 、是非と も よろし く お願いいたし ます。 

 

 なお、7 月 4 日（ 木） に開催し た「 募集要項」 検討会の資料（ 藤井豊弁護士作成） を配布し ま

すので、併せて参考になさ っ てく ださ い。 

 

 また， アンケート の一部は 7 月 26 日（ 金） の第 2 回選定部会にて取り 上げら れる予定です

が、京都市が選んだも のし か紹介さ れません。 

 そこ で、意見交換の時間に保護者代表から も 保護者のアンケート を 紹介し たいと 考えてお

り ます。 

 ご協力いただける保護者の方がいら っ し ゃ いまし たら 、今回のア ンケ ートの写し（ コ ピーで

も写真で も OK） を対策委員のどな たか、 または保護者会の箱（ 職員室前に設置）、 もしく は平丸

まで （ 下記 Line ID） ご提供いただけると 非常に助かり ます（ も ちろ ん、無記名で結構です。また

個人情報は守り ます）。7 月 23 日（ 火） までにいただけると 嬉し いです。 

保護者の声を踏まえた審査・ 選定が行われるよ う に、

京都市や選定委員に伝えていき まし ょ う 。  

ぜひと も よろ し く お願いいたし ます！ 

ご意見・ ご質問・ ご感想などは、下記メ ールアド レ スでも 受付中です！ 

ju raku_ ikantaisaku@ outlook.jp  
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